
厚生労働省独立行政法人評価委員会医療・福祉部会 (第 46回 )

議 事 次 第

平成22年 3月 2日 (火 )

12:30～ 15:30
専 用 第 21会 議 室

1.開会

2 議事

(1)福祉医療機構関係

① 中期目標・中期計画の変更について

② 業務方法書の変更について

③ 平成21年度以降の業務実績評価を行う上での評価の視点の変更について
④ 平成21年度長期借入金計画の変更並びに平成21年度長期借入金及び債券発行

の実績報告について

⑤ 平成22年度長期借入金計画、債券発行計画及び償還計画について
⑥ 役員の退職に係る業績勘案率の算定について

⑦ 役員給与規程の変更について

③ 持ち回りで議決した案件の報告について

(2)医薬品医療機器総合機構関係
① 平成21年度以降の業務実績評価を行う上での評価の視点の変更について
② 役員給与規程の変更について

(3)国立重度知的障害者総合施設のぞみの園関係

① 中期計画の変更について

② 平成21年度以降の業務実績評価を行う上での評価の視点の変更について
③ 役員給与規程の変更について

(4)総務省政策評価・独立行政法人評価委員会が行つた厚生労働省所管独立行政法人の
平成20年度の業績評価 (2次評価)の内容について

(5)最近の独立行政法人を取り巻く状況について

3 閉会
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厚生労働省独立行政法人評価委員会運営規程

(平成 13年 3月 13日 厚生労働省独立行政法人評価委員会決定 )

(平成 16年 3月 30日 改正 )

(平 成 1フ 年 7月 6日 改正 )

(平成 21年 12月 16日改正 )

厚生労働省独立行政法人評価委員会令 (平成 12年政令第 321号 )第 9条
の規定に基づき、厚生労働省独立行政法人評価委員会運営規程を次のように定

める。

(会議 )

第 1条 厚生労働省の独立行政法人評価委員会 (以下「委員会」という。)は、

委員長が招集する。

2 委員長は、委員会を招集 しようとするときは、あらかじめ、日時、場所及

び議題を委員並びに議事に関係のある臨時委員及び専門委員に通知するもの

とする。

3 前項の議事に関係のある臨時委員及び専門委員の範囲は、委員長の決する

ところによる。

4 委員長は、議長として委員会の議事を整理する。

(委員会の部会の設置 )

第 2条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に諮つて部会を設置す

ることができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、 2以上の部会を合同 して調査審議

させることができる。

(部会の議決 )

第 3条 委員会が定めるところにより、部会の議決 を委員会の議決とすること

ができる。

(議決権の特例 )

第 3条の 2 委員並びに議事に関係のある臨時委員及び専門委員の うち、審議

の対象 となる独立行政法人の事務及び事業について利害関係を有する者は、

当該独立行政法人に係 る評価について議決権を有 しないものとする。

(会議の公開 )

第 4条 委員会は、原則 として公開とする。ただ し、委員長は、公平かつ中立

な審議に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、委員会に諮 つて全部又

はr部を非公開とすることができる。

2 委員会の会議の公開の手続その他委員会の会議の公開に関 し必要な事項

は、別に委員長が委員会に諮つて定める。



(議事録 )

第 5条 議事録における議事は、次の事項を含め、議事録に記載するものとす

る。

― 会議の日時及び場所

二 出席 した委員、臨時委員及び専門委員の氏名

三 議事となった事項

2 議事録は公開とする。ただ し、委員長は、公開することにより公平かつ中

立な審議に著 しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由

があると認めるときは、議事録の全部又は一部を非公開とすることができる。

3 前項の規定によ り議事録の全部又は一部 を非公開とする場合には委員長

は、非公開とした部分について議事要旨を作成 し、これを公開するものとす

る。

(準用規定 )

第 6条 第 1条、第 3条の 2、 第 4条及び第 5条の規定は、部会に準用する。

この場合において、第 1条、第 4条及び第 5条中「委員長」とあるのは「部

会長」と、第 1条及び第 3条の 2中 「委員」とあるのは「当該部会に属する

委員」 と、「議事に関係のある臨時委員及び専門委員」とあるのは「当該部

会に属する臨時委員及び専門委員であって議事に関係のある者」と、第 4条
第 1項中「委員会」とあるのは「部会」と読み替えるものとする。

(雑則 )

第 7条  この規程に定めるもののほか、委員会又は部会の運営に必要な事項は、

それぞれ委員長又は部会長が定める。



1-2

厚生労働省独立行政法人評価委員会の会議の公開に関する規程

(平成 21年 12月 16日 厚生労働省独立行政法人評価委員会決定 )

厚生労働省独立行政法人評価委員会運営規程 (以 下「運営規程」という。)

第 4条第 2項の規定に基づき、厚生労働省独立行政法人評価委員会の会議の公

開に関する規程を次のように定める。

(会議の傍聴 )

第 1条 委員会の会議を傍聴 しようとする者は、あらか じめ、厚生労働省政策

統括官付政策評価官室の登録を受けなければならない。

2 前項の登録 を受けた者 (次項において「登録傍聴人」という。)は、委員

長が許可 した場合を除き、会議を撮影 し、録画 し、又は録音 してはならない。

3 登録傍聴人は、前項に規定する行為のほか、会議の進行を妨げる行為をし

てはならない。

(会議資料の公開 )

第 2条 委員会の会議において配付 した資料は原則公開とする。ただ し、次に

掲げるものについては、非公開とする。

一 独立行政法人の退職役員の退職金見込み額その他の個人情報
二 独立行政法人が譲渡 し、又は担保に供 しようとする主務省令で定める重

要な財産

三 公開することにより、当該情報に係る個人又は法人等の権利、競争上の

地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

四 運営規程第 4条第 1項ただ し書の規定により会議を非公開とすることと

された案件に係るもの

五 前各号に掲げるもののほか、委員長が必要と認め、委員会に諮つて了承

を得たもの

(準用規定 )

第 3条 第 1条及び第 2条の規定は、部会に準用する。この場合において、第

1条及び第 2条中「委員会」とあるのは「部会」と、「委員長」とあるのは

「部会長」と読み替えるものとする。

(雑則 )

第 4条  この規程に定めるもののほか、委員会又は部会の公開に必要な事項は、

それぞれ委員長又は部会長が定める。



独立行政法人福祉医療機構

理事長  長野  洋

:独評発第 0125005号

平成 22年 1月 25日
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漱醸35
‖嶺圏言千1薗

繭轟自商
轟羅幽甕

厚生労働省独立行政法人評価委員会

委員長 井原 哲

平成 21年度以降の事業年度における業務の実績評価について (要請等)

独立行政法人に対する国民からの視線は依然として厳 しいものがあり、当委員会

において1よ 、そうした国民目線に立った評価を行 うことが求めら才しています。

独立行政法人評価委員会総会 (第 24回。平成 21年 12月 16日 開催)での厚生労

働大臣か らの御要請も踏まえ、当委員会においては、当委員会における評価が独立

行政法人に対する国民からの信頼回復につながることを目指 し、別添にまとめた事

項についてより厳正な評価をすることとしてお りますので、御了知願います。

また、当委員会が、より適切に評価を実施できるよう、下記の対応をしていただ

くようお願いいたします。

年度計画等において、業務の達成状況を客観的に評価できる数値目標 (特にア

ウトカム指標)を積極的に設定すること

2 自己評価欄の記述に当たつては、日標と実績を比較し、そのような達成状況と

なった要因の分析・検証、達成状況についての法人としての評価、そのような評

価をする理由並びに法人の取組の結果が国民生活及び社会経済に与える影響につ

いて、できる限り詳細に記述すること。特に、目標を数値化できなかった項目に

ついては、特に充実した記述を行 うこと

記



独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園

理事長  遠藤  浩 殿

厚生労働省独立行政法人評価委員会

委員長 井原 哲

独評発第 012雨06号「

平成 22年 1月 25日

響ま曲届5藤
‖面超言千Π面

棗自衛
覇歴聞騒

平成 21年度以降の事業年度における業務の実績評価について (要請等)

独立行政法人に対する国民からの視線は依然として厳 しいものがあり、当委員会

においては、そうした国民目線に立った評価を行 うことが求められています。

独立行政法人評価委員会総会 (第 24回。平成 21年 12月 16日 開催)での厚生労

働大臣からの御要請 も踏まえ、当委員会においては、当委員会における評価が独立

行政法人に対する国民からの信頼回復につながることを目指し、別添にまとめた事

項についてより厳正な評価をすることとしておりますので、御了知願います。

また、当委員会が、より適切に評価を実施できるよう、下記の対応をしていただ

くようお願いいたします。

年度計画等において、業務の産成状況を客観的に評価できる数値目標 (特にア

ゥトカム指標)を積極的に設定すること

2 自己評価欄の記述に当たっては、日標と実績を比較し、そのような達成状況と

なつた要因の分析・検証、達成状況についての法人としての評価、そのような評

価をする理由並びに法人の取組の結果が国民生活及び社会経済に与える影響につ

いて、できる限り詳細に記述すること。特に、日標を数値化できなかった項目に

ついては、特に充実した記述を行うこと

記



独評発第 0125011号

平成 22年 1月 25日

独立行政法人医薬品医療機器総合機構

理事長  近藤 達也  殿

厚生労働省独立行政法人評価委員会

委員長 井原 哲

平成 21年度以降の事業年度における業務の実績評価について (要請等)

独立行政法人に対する国民からの視線は依然として厳 しいものがあり、当委員会

においては、そ うした国民目線に立った評価を行 うことが求められています。

独立行政法人評価委員会総会 (第 24回。平成 21年 12月 16日 開催)での厚生労

働大臣からの御要請も踏まえ、当委員会においては、当委員会における評価が独立

行政法人に対する国民からの信頼回復につながることを目指し、別添にまとめた事

項についてより厳正な評価をすることとしてお りますので、御了知願います。

また、当委員会が、より適切に評価を実施できるよう、下記の対応をしていただ

くようお願いいたします。

年度計画等において、業務の達成状況を客観的に評価できる数値 目標 (特にア

ウトカム指標)を積極的に設定すること

2 自己評価欄の記述に当たっては、目標 と実績を比較 し、そのような達成状況と

なった要因の分析・検証、達成状況についての法人としての評価、そのような評

価をする理由並びに法人の取組の結果が国民生活及び社会経済に与える影響につ

いて、できる限り詳細に記述すること。特に、日標を数値化できなかつた項目に
ついては、特に充実した記述を行うこと

記

綜硼蒟藤
‖藤理言辛1画

萎自顧
棗濡圏経



(別 添)

独立行政法人に対する国民からの信頼回復につなげるため、

厚生労働省独立行政法人評価委員会がより厳正に評価を行う

事項について

一 組織のスリム化・適正化に向けた取組 (給与水準の適正化、各種

手当等の見直し、国家公務員の再就職者が就いているポス トの見直

し (役員の公募を含む)等)が適切になされているか

二 事業費 (IT調達、広報・イベン ト経費等)における冗費の点検

・削減が適切になされているか。契約は適切に締結されているか (契

約監視委員会の点検 。見直 しが進んでいるか)

三 事務・事業の見直 し (国民からの苦情 。指摘への対応、積極的な

情報開示、改善に取 り組む職員の人事評価等)力 適ヽ切になされてい

るか
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厳正に評価を行う事項を評価するための評価の視点事務局案

※ 既に同様の評価の視′点が設定 されている場合には、上記評価の視点を省略 して差 し支えないこととする。

委員長通知 の別添 評 価 の 視 点 事 務 局 案

組織のス リム化 。適正化 に
向けた取組 (給与水準の適正
化、各種手当等の見直 し、国
家公務員の再就職者が就いて
いるポス トの見直 し (役員の

公募を含む)等)が適切 にな
されているか

① 給与水準が適正に設定されているか (特に、給与水準が対国家公務員指数 100を上回る場
合にはその適切性を厳格に検証し、給与水準を設定しているか)。

② 総人件費改事は進んでいるか。
③ 国と異なる(又は法人独自の諸手当は、適切であるか。
④ 法定外福利費の支出は、適切であるか。
⑤ 国家公務員の再就職者のポストの見直しを図つているか。特に、役員ポストの公募や、平成 21
年度末までに廃止するよう指導されている嘱託ポストの廃止等は適切に行われたか。

⑥ 独立行政法人職員の再就職者の非人件費ポストの見直しを図つているか。

事業費 (IT調達、広報 。

イベ ン ト経費等)における冗
費の点検・削減が適切にな さ
れているか。契約 は適切 に締
結 されているか (契約監視委
員会の点検 。見直 しが進んで
いる/Jヽ )

① 事業費における冗費を点検し、その削減を図つているか。
② 契約の締結に当たつて、透明性 。競争性等が確保されているか。
③ 契約監視委員会での見直し。点検は適切に行われたか (その後のフォローアップを含む。)。

また、「随意契約等見直し計画」が計画どおり進んでいるか。

事務・事業の見直 し (国民
か らの苦情 。指摘への対応、
積極的な情報開示、改善に取
り組む職員の人事評価等)が
適切になされているか

① 業務改善の取組を適切に講じているか。
※ 業務改善の取組 :国民からの苦情・指摘についての分析。対応、国民が疑念を抱くことのない開かれた法人運営、日

安箱等職員からの提案を受け付けるための仕組みの構築、改善に取り組む職員を人事上評価しているか等

② 国民のニーズとずれている事務・事業や、費用に対する効果が小さく糸区続する必要性の乏し
い事務 。事業がないか等の検証を行い、その結果に基づき、見直しを図つているか。

③ 関連公益法人との関係について、透明性確保に向けた見直しを図っているか。
※ 独立行政法人会計基準上の関連公益法人に限らず、すでに批判をされていたり、国民から疑念を抱かれる可能性の
ある業務委託等について、①当該業務委託等の必要性、②独立行政法人自ら行わず他者に行わせる必要性、③①及
び②の必要があるとして、他者との契約についてその競争性を高める方策等を検討し、見直しを図っているか等



資 料 1-1-

独立行政法人福祉医療機構の中期目標・中期計画改正案の概要

行政刷新会議の事業仕分け結果 (平成21年 11月)を踏まえ、長寿 ◆子育て・障害者基金を国庫へ返納し、
新たに社会福祉振興助成費補助金を創設し、当該補助金を独立行政法人福祉医療機構に交付して事業を実施
するため改正する。



贋料1-1-②l`

独立行政法人福祉医療機構の
中期目標・中期計画改正 (新旧対照表)
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独立行政法人福祉医療機構中期目標

平成20年 2月 29日付
厚生労働省発社援第Omoo2号 指示

変更 :平成22年 0月 00日付
厚生労働省発社援第000000o号指示

独立行政法人福祉医療機構は、国の福祉政策及び医療脇
策と密接に連携しつつ、貸付その他の/A・共性の高い多様な
事業を公正かつ総合的に実施することにより、わが国の福
祉の増進並びに医療の普及及び向上に貢献することが班
待されている。
独立行政法人通貝り法 (平成11年法律第103号 )第2

9条第1項の規定に基づき、独立行政法人福祉医療機構ガ
達成すべき業務運営に関する日標を次のように定める。

平成20年2月 29日

厚 生 労 働 大 臣

舛 添 要 ―

独立行政法人福祉医療機構中期目標

平成20年 2月 29日付

厚生労働省発社援第0229002号指示

独立行政法人福祉医療機構は、国の福祉政策及び医療敵
策と密接に連携しつつ、貸付その他の公共性の高い多様な
事業を公正かつ総合的に実施することにより、わが国の福
祉の増進並びに医療の普及及び向上に貢献することが期
待されている。

独立行政法人通則法 (平成11年法律第103号 )第 2
9条第1項の規定に基づき、独立行政法人福祉医療機構が
達成すべき業務運営に関する日標を次のように定める。

平成20年2月 29日

厚 生 労 働 大 臣

94添 要 ―

独立行政法人福祉医療機構中期計画

平成 20年 3月 31日付

厚生労働省発社援第0331001号認可
変更 :平成 22年 0月 00日付

厚生労働省発社援第0000000号認可

独立行政法人福祉医療機構は、国の政策と連携した福7」 l

医療分野の事業等を通以 国民に信頼される総合的支援機
関として、引き続き適切な業務運営に努めることとする。

独立行政法人通則法 (平成11年法律第103号)第
29条第 1項の規定に基づき、平成20年 2月 29日付
けをもって厚生労働大臣から指示のあった独立行政法人
福祉医療機構中期目標を達成するため、同法第30条の
規定に基づき、次のとおり、独立行政法人福祉医療機構
中期計画を作成する。

平成20年 2月 29日

独立行政法人福祉医療機構

理事長 山 □ 岡J彦

独立行政法人福祉医療機構中期計画

平成20年 3月 31日付
厚生労働省発社援第0331001号認可

独立行政法人福祉医療機構は、国の政策と連携した福祉
医療分野の事業等を通臥 国民に信頼される総合的皮援機
関として、31き続き適切な業務運営に努めることとする。

独立行政法人通貝」法 (平成11年法律第103号)第
29条第1項の規定に基づき、平成20年 2月 29日付
けをもつて厚生労働大臣から指示のあった独立行政法人
福祉医療機構中期日標を達成するため、同法第30条の
規定に基づき、次のとおり、独立行政法人福祉医療機構
中期計画を作成する。

平成20年 2月 29日

独立行政法人福祉医療機構
理事長 山 口 円」彦
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鏑4 彙購の質の向上に目する事項

通則法第29条第2項第3号の国民に対して提供す
るサービスその他の業務の質の向上に関する事項は、
次のとおりとする。

第4 業務の質の向上に目する事項

通則法第29条第2項第3号の国民に対して提供す
るサービスその他の業務の質の向上に関する事項は、
次のとおりとする。

第3 業務の質の向上に目する目
=を

通威するために

とるべき措置

通則法第30条第 2項第2号の国民に対して提供す
るサービスその他の業務の質の向上に関する事項は、
次のとおりとする。

鱈3 彙勝の質の向上に目する目目を通蔵するために
とるべき措置
通則法第30条第2項第2号の国民に対して提供す

るサービスその他の業務の質の向上に関する事項は、
次のとおりとする。

社会福祉撮翼助属事彙 (傾秘)

平成22年度から実施する社会福祉振興助成事業
(以下「助成事業」という。)については、国から

の補助金の交付を受け、高齢者・障害者が自立した
生活を送れるよう、また、子どもたちが健やかに安
心して成長できるよう支援すること等を目的とし
て、民F・5の創意工夫ある活動や地域に密着したきめ
細かな活動等に対し、効果的な資金助成を行うため、
以下の点に特に留意してその適正な実施に努めるこ
と。

長寿・子育て 。障害者薔金事業 (遺鴫て公正な助
膚の実籠)

長寿 。子育て 。障害者基金事業については、国か
ら出資を受けた長寿 。

子育て 。障害者基金の運用益
(独立行政法人福祉医療機構法の一部を改正する法

律 (平成 16年法律第 139号 )による改正後の独
立行政法人福祉医療機構法 (平成 14年法律第 16
6号)附則第 11条第 1項に基づく場合にあっては、
基金の一部を取り崩すことにより得られた利益とす
る。)を用いて、独創的・先駆的な活動など民間の
創意工夫を活かしたボランティア団体等における自
発的な福祉活動に対し、次に掲げる方針の下で、効
果的に資金助成を行うことにより、多様な福祉ニー
ズに対応てきる社会環境の醸成に努めること。

5 社会福社●興助威事業 (薇称)

平成 22年度から実施する社会福祉振興助成事業
(以下「助成事業」という。)については、国から

の補助金の交付を受け、高齢者・障害者が自立した
生活を送れるよう、また、子どもたちが健やかに安
心 して成長できるよう支援すること等を目的とし
て、民間の創意工夫ある活動や地域に密着したきめ
細かな活動等に対し、効果的な資金助成を行うため、
以下の点に特に留意してその適正な実施に努める。

長毒・子育て・陣害者轟n3肇 (透明て公正な助
威の実施)

長寿・子育て・障害者基金事業については、国か
ら出資を受けた長寿 。子育て 。障害者基金の運用益
(独立行政法人福祉医療機構法の一部を改正する法

律 (平成 16年法律第 139号 )による改正後の独
立行政法人福祉医療機構法 (平成 14年法律第 16
6号)附則第 11条第 1項に基づく場合にあっては、
基金の一部を取り崩すことにより得られた利益とす
る。)を用いて、独創的・先駆的な活動など民間の

創意工夫を活かしたボランティア団体等における自
発的な福祉活動に対し、次に掲げる方針の下で、効
果的に資金助成を行うことにより、多様な福祉ニー

ズに対応できる社会環境の醸成に努める。

(1)助成事業の募集に当たっては、国が定める助成
対象事業を踏まえ、毎年度、助成方針を定め/AN表

すること。その際、制度改革等により変化する政
策課題や多様化する国民ニーズに即した助成を行
うため、毎年度、重点的に助成する分野を国と協
議のうえ設定し、助成方針に明記すること。

(1)長寿 。子育て 。障害者基金の助成事業 (以下「基
金助成事業」という。)の募集に当たっては、
毎年度、助成方針を定め公表すること。その際、
制度改革等により変化する政策課題や多様化す
る国民ニーズに即して、毎年度、各基金ごとに、
同事業の目的にら、さわしい重点助成分野を国と
協議のうえ設定し、助成方針に明記すること。

また、幅広<助成配分する観点から、重点助
成分野の見直しを行う等、事業内容の特性に配
慮しつつ、助成事業の固定化回避に努めること。

(1)助成事業の募集に当たつては、国が定める助成
対象事業を踏まえ、制度改革等により変化する政
策課題や多様化する国民ニーズに即した助成を行
うため、毎年度、重点的に助成する分野を国と協
議のうえ設定し、募集要領等に明記し、公表する。

(1)長寿 。子育て ,障害者基金の助成事業 (以下「基
金助成事業」という。)の募集に当たっては、毎
年度、外部有識者からなる基金事業審査・評価委
員会 (以下「審査・評価委員会」という。)にお
いて、前年度に実施した事後評価結果等を踏まえ、
助成方針を定め、募集要領等に明記する。

その際、毎年度、各基金ことに設定した重点助
成分野についても、併せて募集要領等に明33す る。

また、基金で幅広<助成配分する観点から、必
要性や効果を十分者慮し、事業内容の特性に配慮
しつつ、助成事業の固定化回避に努める。

(2)助成事業の選定については、毎年度、外部有識
者からなる委員会において、選定方針を定め、/AN

正に選定を行うなど、客観性及び透明性の確保を
図ること。

また、事業内容の特性に配慮しつつ、助成事業
の固定化回避に努めること。

(2)基金助成事業の選定については、毎年度、選定
方針を定め、外部有識者からなる委員会において
公正に選定を行うなど、客観性及び透明性の確保
を図ること。

(2)助成事業の選定については、毎年度、外部有識
者からなる社会福祉振興助成事業審査・評価委員
会 (以下「審査・評価委員会」)において、選定
方針を策定するとともに、当該選定方針に基づい
て審査し、採択する。

__また、選定方針の策定に当たっては、事業の必要

(2)基金助成事業の選定については、毎年度、審査・

評価委員会において、選定方針を策定するととも
に、当該選定方針に基づいて審査し、採択を行う。
この際、以下の方針を助成方針に明記し、当方

針に基づき審査・採択を行う。
なお、地域の実情に即したきめ細かな事業の推

ユ 均―性を確保するため、毎年、事務説明会を
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性やその効果、継続能力等の観点や事業内容の特
性に配慮しつつ固定化回避に努める。

開くほか、必要に応して事務指導を行う。
・ 地域における独創的・先駆的事業及び地域の
実情に即したきめ細かな事業については、事業
継続の能力及び意向を重視した審査、選定を行
い、事後評価において、中期日標期間内に、特
Buな場合を除き、平均して85%以上
助成終了後も継続されること。

・ 全国的な効果を期待して実施する事業につい
ては、よリー層厳格な審査を行うとともに、地
域における独創的 。先駆的事業及び地域の実情
に即したきめ細かな事業について、優先的な採
択を行うことにより、特別な場合をl・Rき、全助
成件数の80%以上が独創的・先駆的事業等で
あること。

(3)全助成件数の80%以上が特定非営利活動法人、
非営利の任意団体が行う事業であること。

(3)助成事業の申請等の事務負担を軽減するため、
各種提出書類の電子化などを行うこと。

(3)助成事業交付申請等に当たっての事務負担
減を図るため、各種提出書類の電子化などを行う
こと。

(4)助成先団体等の事務負担の軽減を図るため、
種提出書類の電子化などを行う。

(3)助成先団体等の事務負担の軽減を図るため、
種提出書類の電子化などを行う。

(5)助成金の申請の受理から助成決定までの平均処
理期間を30日以内とする。

(4)助成交付申請の受理から交付決定までの平均処
理期間を30日以内とする。

(4)基金の運用については、安全か

よる運用を基本としながらも可能な限り
を高めるよう努めること。

(5)安全で安定的な運用収益を確実に上げるための
運用方法を検討し、計画的に導入する。

(6)経済情勢や市場状況に関する情報を不断に把握
し、安全確実で、かつ、効率的な運用を行い、長
期金利の指標である国債の平均金利を上回る運用
収益を上げる。

6 長寿・子育て。障害者薔金事業 (事後椰口と助威 6 長喜。子育て・障害者E23m(3●
「

Eと鵬膚

(4)助成した事業の事後評価については、毎年度、
外部有識者からなる委員会において、評価方針を
定め、効率的かつ効果的な評価を行うこと。また、
事後評価結果を選定方針の改正等に適正に反映
ること。

(1)助成した事業の事後評価制度については、
度、評価すべき重点事項を定めた評価方針を定め、
効率的かつ効果的な運営を行い、事後評価の結果
を助成制度の改善に適正に反映すること。

(6)助成した事業の事後評価については、毎年度、
審査・評価委員会において、評価方針を定め、

率的かつ効果的な評価を行う。

また、事後評価の結果を選定方針の改正に適
に反映する。

(1)事後評価制度の効率的かつ効果的な運用を図る
ため、毎年度、評価すべき重点事項を定めた事後
評価方針を定め、当方針に基づき事後評価を実施
する。
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(5)助成事業の成果が、助成先団体が行う事業の発
展・充実に繋がるよう、適切な相談・助言に努め
ること。

(2)活動団体の応募機会の確保に努めるとともに、
活動団体が利用し易い基金助成制度とするため、
事後評価の結果を踏まえて、制度の継続的な改善
を行うこと。

(7)助成事業の成果が、助成先団体が行う事業の発
展・充実に繋がるよう、適切な相談・助言に努め
る。

なお、的確な相談・助言等ができるよう、職員
の専P3性の向上に努める。

(8)助成事業を通レ、新たに他団体・関係機関等と
の連携等の効果があった事業を80%以上とす
る。

(9)助成事業の内容を踏まえ、助成事業が対象とし
た利用者の満足度を70%以 上とする。

(2)事後評価の結果は、速やかに公表するとともに、
活動団体が利用し易い基金助成制度とするため、
募集要領、選定方針等に反映するなど、基金助成
制度の継続的な改善に活用する。

(3)基金助成事業の助成対象は特定非営利活動法人
等組織基盤が脆弱な団体が多いことを踏まえ、事
業活動に関する相談の充実に努めること。

(3)職員の専門性を高めることにより、助成団体の
事業実施に対 し的確な助言ができるように努め
る。

(4)助成事業の事後評価後においても、活動団体の
継続的な状況の把握に努める。

(6)事後評価の結果を踏まえ、事業効果の高い事業
等の周知とその効果的な普及を推進すること。

(4)事後評価等の結果を踏まえ、事業効果の高い事
業等の周知とその効果的な普及を推進すること。

(10)事後評価結果等を踏まえ、事業効果の高い優れ
た助成事業等を公表するとともに、助成事業報告
会や助成事業説明会を中期目標期間内に 15回以
上開催するなど効果的な普及を行う。

(5)事後評価結果等を踏まえ、事業効果の高い優れ
た助成事業等を/AN表 し、広く周知を行うほか、他
の助成団体等との情報の共有化等を行う。

(6)事業効果の高い優れた事業については、効果的
な普及を行う。このため、助成事業説明会や報告
会並びに相談会を中期目標期間内に 15回以上開
催する。



―
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疇3 彙薔運営の働準化に目する事項    ~~~
通則法第29条第 2項第2号の業務運営の効率化に

関する事項は、次のとおりとする。

第2 彙宙遍営の働率化に用する日
=を

通属するため
にとるべき憎置
独立行政法人通則法 (以下「通則法」という。)第

30条第 2項第 1号の業務運営の効率化に関する事項
」t、 次のとおりとする。

第2 業薔運営の効率化に目する目■を遍属するた0
にとるべき措置 =2 

栞薔運営の麟率化に目する目
=を

建属するため
にとるべき糟■

2 mの 鮨減
(3)一般管理費、人件費及び業務経費 (退職手当金、

社会福祉事業に関する調査研究、知識の普及及び
研修に係る経費、承継年金住宅融資等債権管理回
収業務に係る金融機関及び債権回収会社への業務
委託費及び抵当権移転登記経費並びに承継教育資
金貸付けあっせん業務に係る経費を除<。 )につ
いては、効率的な利用に努め、中期目標期間の最
終事業年度において、平成 19年度予算と比べて
15.5%程度の額を節減すること。
人件費については、「簡素で効率的な政府を実

現するための行政改革の推進に関する法律」 (平
成 18年法律第47号)に基づき、平成18年度
以降の5年間で、平成17年度を基準 (ただし、
平成 18年度に承継された年金住宅融資等債権管
理回収業務及び教育資金貸付けあっせん業務に係
る2勘定については、平成 18年 4月 1日に在職
する人員及びこれを前提として支払われるべき人
件費を基準)と して5%以上を削減すること。

さらに、経済財政運営と構造改革に関する基本

2 経費の菫減
(3)一般管理費、人件費及び業務経費 (退職手当金、

承継年金住宅融資等債権管理回収業務に係る金融
機関及び債権回収会社への業務委託費及び抵当権
移転登記経費並びに承継教育資金貸付けあっせん
業務に係る経費を除<。 )については、効率的な
利用に努め、中期目標期間の最終事業年度におい
て、平成 19年度予算と比べて155%程 度の額
を節減すること。

人件費については、「簡素で効率的な政府を実
現するための行政改革の推進に関する法律」 (平
成 18年法律第47号)に基づき、平成 18年度
以降の 5年間で、平成 17年度を基準 (ただし、
平成 18年度に承継された年金住宅融資等債権管
理回収業務及び教育資金貸付けあっせん業務に係

併せて、機構の給与水準について 以下のよう
|

な観点からの検証を行い、その検
況については/AN表 するものとすること。
① 職員の在職地域や学歴構成等の要因を考慮
てもなお国家公務員の給与水準を上回つてし
い か 。

② 職員に占める管理職割合が高いなど、給与

③ 菖恵:5冨援塁EX美唇詈31讐月奮だ響在、
類似の業務を行っている民間事業者の給与水準
等に照らし、現状の給与水準が適切かどうか
分な説明ができるか。

④ その他、給与水準についての説明が十分に
民の理解の得られるものとなっているか。

1  現するための行政改革の推進に関する法律」 (平
成 18年法律第47号)に基づき、平成 18年度
以降の5年間で、平成 17年度を基準 (ただし、
平成 18年度に承継された年金住宅融資等債権管
理回収業務及び教育資金貸付けあっせん業務に係
る2勘定については、平成 18年4月 1日に在職す
る人員及びこれを前提として支払われるべき人件
費を基準)と して5%以上を削減する。

さらに、経済財政運営と構造改革に関する基本

2 経費の●減          ~
(4)一般管理費、人件費及び業務経費 (退職手当金、

承継年金住宅融資等債権管理回収業務に係る金融
機関及び債権回収会社への業務委託費及び担当権
移転登記経費並びに承継教育資金貸付けあっせん
業務に係る経費を除く。)については、効率的な
利用に努め、中期目標期間の最終事業年度におい
て、平成19年度予算と比べて15.5%程 度の額
を節減する。

人件費については、「簡素で効率的な政府を実
現するための行政改革の推進に関する法律」 (平
成18年法律第47号)に基づき、平成 18年度
以降の5年間で、平成 17年度を基準 (ただし、
平成 18年度に承継された年金住宅融資等債権管
理回収業務及び教育資金貸付けあっせん業務に係
る2勘定については、平成18年4月 1日に在職す
る人員及びこれを前提として支払われるべき人件
費を基準)と して5%以上を削減する。
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5 財薔肉審の政●に目する事項
通則法第29条第2項第4号の財務内容の改善

する目標は、次のとおりとする。

饉5 財薔肉害の改善に目する事項
通則法第29条第2項第4号の財務内容の改善に関

する日標は、次のとおりとする。

7 ヨ余金の使逮
・ 全勘定に共通する事項

業務改善にかかる支出のための原資

職員の資質向上のための研修等の財源

・ 労災年金担保貸付勘定に係る事項

将来の資金需要の増加に対処するための貸
原資

7 覇余金の使途
・ 全勘定に共通する事項

業務改善にかかる支出のための原資

職員の資質向上のための研修等の財源
・ 長寿 。子育て 。障害者基金勘定に係る事項

剰余金が生じた年度の翌年度以降の助成の業
務の財源

・ 労災年金担保貸付勘定に係る事項
将来の資金需要の増加に対処するための貸付

原資

菫6 そのenH● に目する菫E●●
通則法第29条第2項第5号のその他業

する重要目標は、次のとおりとする。

菫6 その僣凛薔壼営に目する菫翼事項
通貝」法第29条第2項第5号のその他業務運営

する重要目標は、次のとおりとする。

8 その僣主薔會令で定める彙H営 に目する事項
独立行政法人福祉医療機構の業務運営並びに財務及

び会計に関する省令 (平成 15年厚生労働省令第14
8号 )第 4条の業務運営に関する事項は、次のとおり
とする。

3 積立金の処分に目する事項
前期中期目標の期間の最終事業年度において、独

立行政法人通則法第44条の処理を行つてな

金があるときは、その額に相当する金額のうち厚生
労働大臣の承認を受けた金額について、自己収入財
源で取得し、当期へ繰り越した固定資産
に充てることとする。

8 その●主薔會令で定める菫am営に口する事項
独立行政法人福祉医療機構の業務運営並びに財務及

び会計に関する省令 (平成 15年厚生労働省令第14
8号 )第 4条の業務運営に関する事項は、次のとおり
とする。

3 020o員 分に目する事項
前期中期目標の期間の最終事業年度において、独

立行政法人通貝」法第44条の処理を行つてなお積立
金があるときは、その額に相当する金額のうち厚生
労働大臣の承認を受けた金額について、長春・子育
て 。障害者基金の助成事業及び自己収入財源で取得
し、当期へ繰り越した固定資産の減価償却に充てる
こととする。



予算 (新 )

中期計画 (平成20年度～平成24年度)の予算

(注 1)承継教育資金貸付けあっせん勘定は、「独立行政法人整理合理化計画」(平成19年 12月 24日 閣議決定)に基づき平成20年度から業務を休止することとしている。
(注2)長寿・子育て・障害者基金勘定は、平成21年度をもって廃上し、平成22年度から一般勘定において経理を行い事業を実施することとしている。
(注 3)計数は原則としてそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは合致しないものがある。
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保
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勘

金
付

年
貸

労災年金を
保貸付勘定

承継債権管
理回収勘定 囀̈一

承

金

せ
計

収入

運 営費交付金

国庫補助金

社会福祉振興助成費補助金
給付費補助金

利子補給金
福祉医療貸付事業収入

福祉医療貸付金利.3

経営指導事業収入
福祉保健医療情報サービス事業収入
基金事業運用収入
退職手当共済事業収入

掛金
都道府県補助金
退職手当給付費支払資金戻入
給付費支払資金運用等収入

心身障害者扶養保険事業収入
保険料収入
保険金
特別給付金
弔慰金
信託運用収入
扶養保険資金戻入

年金担保貸付事業収入
年金担保貸付金利虐、

労災年金担保貸付事業収入
労災年金担保貸付金利′息

承継債権管理回収業務収入
承継債権貸付金利壇、
手数料収入

利雇収入
有価証券等売却収入
雑収入

計

27365

7,991

J

2,979

124,728

124,728

320,699
195,414
124,723

524
37

7

48412

171,543

46,474
61,847

360
1

2,688

60,1721

22,65

112

5
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福祉医療貸付事業費
支払利,息

業務委託費
債券発行諸費

社会福祉事業振興事業費
社会福祉振興助成金
退職手当共済事業費

退職手当給付金
退職手当給付費支払資金繰入

心身障害者扶養保険事業費
支払保険料
年金給付保険金
弔慰金給付保険金
特別弔慰金給付金
扶養保険資金繰入

年金担保貸付事業費
支払利息
業務委託費
債券発行諸費

労災年金担保貸付事業費
業務委託費

業務経費
福祉医療貸付業務経費
経営指導業務経費
福祉保健医療情報サービス業務経費
社会福祉事業振興業務経費
社会福祉振興助成業務経費
退職手当共済業務経費
心身障害者扶養保険業務経費
年金担保貸付業務経費
労災年金担保貸付業務経費
承継債権管理回収業務経費

一般管理費
人件費

計

361,923

360,209

844
870

9,142
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444,937
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[人件費の見積り]

期間中総額 11,509百万円を支出する。

但し、上記の金額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当及び時間外勤務手当に相当する範囲の費用である。

[運営費交付金の算定ルール]

1-般 勘定については、次の算定方法を用い算出する。

運営費交付金=(人件費+経費)× α+退職手当―自己収入+当 年度の所要額計上経費+特殊要因

2共済勘定及び保険勘定については、一括して次の算定方法を用い算出する。

運営費交付金=(人件費+経費)× α+退職手当―自己収入+特殊要医

α:効率化係数 (毎年度の係数については予算編成時に具体的な数値を定める。)

人件費=A× β×γ

A:直前の年度における基本給等 (基本給+諸手当+時間外手当)+公務災害補償費+雇用保険料+労災保険料+健康保険料

負担金+介護保険料負担全 +厚生年金保険料負担金+厚生年金基金掛金負担金+国家公務員等共済組合長期給付負担金
+児童手当拠出金

β:昇 給原資率(毎 年度の係数については予算編成時に具体的な数値を定める。)

γ:給与改定率(毎年度の係数については予算編成時に具体的な数値を定める。)

退職手当の金額は、毎年度の予算編成時に必要額を算出する。

退職一時金及び厚生年金基金の積立不足解消のための移卜金を含む厚生年金基金への払い込み掛金の財源は、一般勘定、共済

勘定及び保険勘定については、運営費交付金によって措置されるものとする。

経費=(業務経費十一般管理費)× δ

業務経費は、所要額計上経費を除く。

δl消 費者物価指数 (毎年度の係数については予算編成時に具体的な数値を定める。)

・自己収入=経営指導事業収入 +雑収入等

雑収入は、社会福祉振興助成事業に係る助成金の返還金を除く。

所要額計上経費 :社会福祉事業に関する調査研究、知識の普及及び研修に係る経費

特殊要因:法令改正等に伴い必要となる措置又は現時点で予測不可能な事由により発生する資金需要であって、毎年度の予算編成

過程において決定する。

[注 記]

前提ルール

昇給原資率 (β )、 給与改定率 (γ )及 び消費者物価指数 (δ )の伸び率を0として推定。

効率化係数 (α )は 、平成19年度予算における運営費交付金対象見合い経費に対し中期計画最終年度 (平成24年度)が 155%の 削減
になるよう、各事業年度毎に具体的な数値を定める.

中期計画予算においては、平成19年度予算に対し以下の数値を仮置きし試算する。

平 成 20年 庁 平成 21年 慮 平成 22年 唐 平成 23年庁 平成 24年 麿

096`
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収支計画 (新 )

平成20年度～平成24年度の収支計画

(注 1)承継教育資金貸付けあっせん勘定は、「独立行政法人整理合理化計画」(平成19年 12月 24B閣 議決定)に基づき平成20年度から業務を休止することとしている

(注 2)長寿 子育て 障害者基金勘定は、平成21年度をもつて廃止し、平成22年度から一般勘定において経理を行い事業を実施することとしている。
(注 3)計数は原員Jと してそれぞれ四捨五人によつているので、端数において合計とは合致しないものがある.
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1費鰺 療貸付業務費
借入金利息
債券利 息

債券発行諸費
業務委託費
福祉医療貸付業務経費
貸倒引当金繰入

経営指導業務費
経営指導業務経費

福祉保健医療情報サービス業務費
福祉保健医療情報サービス業務経費

社会福祉事業振興業務費
社会福祉事業振興事業費
社会福祉事業振興業務経費

社会福祉振興助成業務費
社会福祉振興助成費
社会福祉振興助成業務経費

退職手当共済業務費
退職手当給付金
退職手当共済業務経費

心身 l■ 害者扶養保険業務費
支払保険料
給付金
心身障害者扶養保険業務経費

年金担保貸付業務費
借入金矛J自

債券利 息

債券発行諸費
業務委託費
年金担保貸付業務経費
貸倒 31当 金繰入

労災年金担保貸付業務費
業務委託費
労災年金担保貸付業務経費
貸倒引当金繰入

承継債権管理回収業務費
承継債権管理回収業務経費

一般管理費

減価償却費

人件費
臨時損失

退職手当給付費支払資金繰入
心身障害者扶養保険責任準備金繰入

収益の部

運営費交付金収益
福祉医療貸付事業収入

経営指導事業収入

福祉保健医療情報サービス事業収入
基金事業運用収入

退職手当共済事業収入

掛金

給付費支払資金運用等収入
心身障害者扶養保険事業収入

受取保険料

保険金
金銭の信託運用益

年金担保貸付事業収入
労災年金担保貸付事業収入
承継債権管理回収業務収入

年金住宅資金等貸付金利 息
手数料収入

補助 /‐‐等収益

社会福祉振興助成費補助金収益
国庫補助金収益

都道府県補助金収益
利子補給金収益

資産見返運営費交付金戻入

財務収益

受取利息
雑益

臨時利益

貸倒 ;1当 金戻入益
退職手当給付費支払資金戻入益
心身障害者扶養保険責任準備金戻入益

前中期 目標期間繰越積立金取崩額

401,1

346,231

27,365
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金 額

般 勘 定

肩
者

子
害障

寿長

て た 済 勘 県 険 勘 定
担

勘

金

付
年
貸 鐘

勘
舞
付

入継 債 権 管 理

コ 収 勘 定

ヽ 泄 教 育 資

金 貸 付 け あ っ 計

資金支出

業務活動による支出
福祉医療貸付事業費
福祉医療貸付金による支出
社会福祉事業振興事業費
社会福祉振興助成全による支出
退職手当共済事業費
心身障害者扶養保険事業費
年金担保貸付事業費
年金担保貸付金による支出
労災年金担保貸付事業費
労災年金担保貸付金による支出
人件費支出

経営指導業務費
その他の業務支出
国庫納付金の支払額

投資活動による支出

議渡性預金の預入による支出

金銭の信託の増力0に よる支出

有価証券の取得による支出
財政融資資金預託金の増力叫こよる支出

財務活動による支出
長期借入金の返済による支出
短期借入金の返済による支出

債券の償還による支出

政府出資の払戻による支出
次期中期 目標の期間への繰越金

資金収入

業務活動による収入

福祉医療貸付事業収入

福祉医療貸付回収金による収入

経営指導事業収入

福祉保性医療情報サービス事業収入
基金事業運用収入
退職手当共済事業収入
心身障害者扶養保険事業収入
年金担保貸付事業収入
年金担保貸付回収金による収入

労災年金担保貸付事業収入
労災年金担保貸付回収金による収入
承継債権管理回収業務収入
承継融資業務収入
承継教育資金貸付けあっせん業務収入
運営費交付金収入

補助金等収入
その他の業務収入

投資活動による収入

猿渡性預金の払出による収入

金銭の信託の減少による収入

有価証券の償還による収入
有価証券の売去,による収入
財政融資資金預託金の減少による収入

財務活動による収入

長期借入れによる収入
短期借入れによる収入
債券の発行による収入

3,774,93(

2,058,961

361,92[

3,770,941

17,673

276,497

614

195

54,861

55,005

53,5001

15051

444,937

1、 188

195.451

24ζ l::||

た 。|

34(

29`

637

60、 172

60,172

1 141888

73,633

257,000

1.529,255

1,144,623

1,1:il:::

財J

28,253

1,364,800

1,342,259

9,214,22(

5,559,622

9,142

444,937

107,008

158

1,364,800

278,710

『２８５，９５７則̈
，７４‐，７００６０，‐７２５３‐５００２７５，２２２卿，０７５，‐００̈８４，５００５‐２，０００̈

資金計画 (新 )

平成20年度～平成24年度の資金計画

(注 1)承継教育資金貸付けあっせん勘定は、「独立行政法人整理合理化計画」(平成19年 12月 24日 閣議決定)に 基づき平成20年度から業務を休止することとしている.

(注 2)長 寿 子育て 障害者基金勘定は、平成21年 度をもって廃上し、平成22年 度から-11勘 定において経理を行い事業を実施することとしている.

(注 3)計 数は原貝Jと してそれぞれ四捨五人によっているので、端数において合計とは合致しないものがある.

別紙3
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予算 (1日 )

中期計画 (平成20年度～平成24年度)の予算

(注 1)承継教育資金貸付けあっせん勘定は、「独立行政法人整理合理化計画」(平成19年 12月 24日 閣議決定)に基づき平成20年 度から業務を休止することとしている。
(注 2)計数は原則としてそれぞれ四捨五入によつているので、端数において合計とは合致しないものがある。

別紙1

区

金 額

一 般 勘 定
育
基
常

一け勘

長

て

春
共 済 勘 定 保 険 勘 定

保
定

担
勘

金
付

年
貸

労災年金担
保貸付勘定量警最薔冨

|§芍ヌSi〔
計

収入

運営費交付金
国庫補助金

給付費補助金
利子補給金
福祉医療貸付事業収入

福祉医療貸付金利息
経営指導事業収入
福祉保健医療情報サービス事業収入
基金事業運用収入
退職手当共済事業収入

掛金

都道府県補助金
退職手当給付費支払資金戻入
給付費支払資金運用等収入

心身障害者扶養保険事業収入
保険料収入
保険金
特別給付金

弔慰金
信託運用収入
扶養保険資金戻入

年金担保貸付事業収入
年金担保貸付金利息

労災年金担保貸付事業収入
労災午金担保貸付金利息

承継債権管理回収業務収入
承継債権貸付金利虐、

手数料収入
利息、収入

雑収入

許

16.424

J

20,715

酬

2,979

124,728

320,699
195,414

124,723

524
37

171,543

46,474

61,847

360

1

2,688

60,172

2

22.655

112

"』

414,044
414,012

32

8,568

14

124,728

27,365

97

20,715

320,699

195,414

124,723

524
37

171,543

46,474

61,847

360

1

,6551

支出

福祉医療貸付事業費
支払利息
業務委託費
債券発行諸費

社会福祉事業振興事業費
退職手当共済事業費

退職手当給付金
退職手当給付費支払資金繰入

心身障害者扶養保険事業費
支払保険料
年金給付保険金
弔慰金給付保険金
特別弔慰金給付金
扶養保険資金繰入

年金担保貸付事業費
支払利息
業務委託費
債券発行諸費

労災年全担保貸付事業費
業務委託費

業務経費
福祉医療貸付業務経費
経営指導業務経費
福祉保健医療情報サービス業務経費
社会福祉事業振興業務経費
退職手当共済業務経費
心身障害者扶養保険業務経費
年金担保貸付業務経費
労災年金担保貸付業務経費
承継債権管理回収業務経費

一般管理費
人件費

計

361,923

360,209

844
870

珊
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445,426
444,937
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1,616
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46,474
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[人件費の見積り]

期間中総額 11,509百 万円を支出する。

但し、上記の金額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当及び時間外勤務手当に相当する範囲の費用である。

[運営費交付金の算定ルール〕

運営費交付金を財源とする勘定 (一般勘定・共済勘定。保険勘定)については、一括して次の算定方法を用い算出する。

運営費交付金=(人件費+経費)× α+退職手当一自己収入+特殊要因

αi効 率化係数 (毎年度の係数については予算編成時に具体的な数値を定める。)

・人件費=A× β×γ

A:直前の年度における基本給等 (基本給+諸手当+時間外手当)+公務災害補償費+雇用保険料+労災保険料+健康保険料

負担金+介護保険料負担金+厚生年全保険料負担金+厚生年全基金掛金負担金+国家公務員等共済組合長期給付負担金

+児童手当拠出金

β:昇給原資率(毎年度の係数については予算編成時に具体的な数値を定める。)

γ:給与改定率(毎年度の係数については予算編成時に具体的な数値を定める。)

退職手当の金額は、毎年度の予算編成時に必要額を算出する。

退職一時全及び厚生年金基金の積立不足解消のための掛金を含む厚生年金基金への払い込み掛金の財源は、一般勘定、共済

勘定及び保険勘定については、運営費交付金によつて措置されるものとする。

・経費=(業務経費+一般管理費)× δ

δ:消費者物価指数 (毎年度の係数については予算編成時に具体的な数値を定める。)

・自己収入=経営指導事業収入+雑収入等

・特殊要因 :法令改正等に伴い必要となる措置又は現時点で予測不可能な事由により発生する資金需要であつて、毎年度の予算編成

過程において決定する。

[注 記]

前提ルール

・昇給原資率 (β )、 給与改定率 (γ )及 び消費者物価指数 (δ )の伸び率を0として推定。

・効率化係数 (α )は、平成19年度予算における運営費交付金対象見合い経費に対し中期計画最終年度 (平成24年度)が 155%の削減

になるよう、各事業年度毎に具体的な数値を定める。

中期計画予算においては、平成19年度予算に対し以下の数値を仮置きし試算する。

平成 20年庁 平 成 21年庁 平成 22年庁 軍成 23年庁 平成 24年庸

O qAp 0938
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人件費
臨時損失

退職手当給付費支払資金繰入
心身障害者扶養保 険責任準備金繰入

収益の部

運営費交付金収益
福祉医療貸付事業収入

経営指導事業収入

福祉保健医療情報サービス事業収入
基金事業運用収入
退職手当共済事業収入

掛金

給付費支払資金運用等収入
心身障害者扶養保険事業収入

受取保険料

保険金

金銭の信託運用益
年金担保貸付事業収入

労災年金担保貸付事業収入
承継債権管理回収業務収入

年金住宅資金等貸付金利 ,息

手数料収入

補助金等収益

国庫補助全収益

都道府県補助金収益

利子補給金収益

資産見返運営費交付金戻入

財務収益

受取利 B
雑益

臨時利益

貸倒引当金戻入益
退職手当給付費支払資金戻入益
心身障害者扶養保険責任準備金戻入益
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2,483
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18,404

235

446,552

444,937

1,6151

107,2651

収支計画(旧 )

平成20年度～平成24年度の収支計画

(注 1)承継教育資金貸付けあっせん勘定は、「独立行政法人整理合理化計画 J(平成 19年12月 24日 閣議決定)に 基づき平成20年度から業務を体止することとしている。

(注 2)計 数は原則としてそれぞれ 四捨五入によつているので、端数において合計とは合致しないものがある。
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資金支 出

業務活動による支出
福祉医療貸付事業費
福祉医療貸付金による支出
社会福祉事業振興事業費
退職手 当共済事業費
心身障害者扶養保険事業費
年全担保貸付事業費
年金担保貸付金による支出
労災年金担保貸付事業費

労災年金担保貸付金による支出
人件費支出

経営指導業務費
その他の業務支出

国庫納付金の支払額
投資活動による支出

譲渡性預金の預入による支出

金銭の信託の増加による支出

有価証券の取得による支出
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短期借入金の返済による支出
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資金収入

業務活動による収入

福祉 医療貸付事業収入

福祉医療貸付回収金による収入

経営指導事業収入

福祉保健医療情報サービス事業収入

基金事業運用収入

退職手当共済事業収入
心身障害者扶養保険事業収入

年金担保貸付事業収入

年金担保貸付回収金 による収入

労災年金担保貸付事業収入

労災年金担保貸付回収金による収入
承継債権管理回収業務収入

承継融資業務収入

承継教育資金貸付けあっせん業務収入

運営費交付金収入

補助金等収入

その他の業務収入

投資活動による収入

譲渡 性預金の払 出による収入

金銭の信託の減少による収入

有価証券の償還による収入

財政融資資金預託金の減少による収入

財務活動による収入
長期借入れによる収入

短期借入れによる収入

債券の発行による収入
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資金計画 (|口 )

平成20年度～平成24年度の資金計画

(注 1)承継教育資金貸付けあつせん勘定は、「独立行政法人整理合理化計画」(平成19年 12月 24日 閣議決定)に基づき平成20年 度から業務を休止することとしている。

(注 2)計数は原則としてそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計 とは合致しないものがある。
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資 料 1-1-

独立行政法人福祉医療機構中期 目標

平成20年 2月 29日 付厚生労働省発社援第0229002号 l旨示
変更 :平成22年 0月 00日 付厚生労働省発社援第0000000号指示

独立行政法人福祉医療機構は、国の福祉政策及び医療政策と密接に連携 しつつ、貸付
その他の公共性の高い多様な事業を公正かつ総合的に実施することにより、わが国の福
祉の増進並びに医療の普及及び向上に貢献することが期待 されている。

独立行政法人通則法 (平成 11年法律第 103号 )第 29条第 1項の規定に基づき、
独立行政法人福祉医療機構が達成すべき業務運営に関する目標を次のように定める。

平成 20年 2月 29日
厚生労fOJ大 臣

舛 添  要 一

第 1 中期目標の期間

独立行政法人通則法 (以 下 「通則法Jと いう。)第 29条第 2項第 1号の中期 目
標の期間は、平成 20年 4月 か ら平成 25年 3月 までの 5年 とする。

第 2 法人全体の業務運営の改善に関する事項
独立行政法人の趣旨を十分に踏まえ、業務実施方法の更なる改善を図り、機構に

期待される社会的使命を効率的、効果的に果たすことができるよ う、経営管理の充
実・強化を図ること。

1 効率的かつ効果的な業務運営体制の整備
国の政策や福祉医療に係る事業経営環境が変化する中で福祉医療に係る事業の健全

な発展を総合的に支援するため、組織編成、人員配置等の業務運営体制を継続的に見
直す こと。

2 業務管理 (リ スク管理)の充実

効率的かつ効果的な業務運営を行 うため、業務の実態に応じた業務管理手法の確立・

定着を図るとともに、法人運営に伴い発生する業務上の リスク、財務上のリスク等を
把握 し、適切な予防措置を講 じるなどリスク管理の充実を図ること。

第 3 業務運営の効率化に関する事項
通則法第 29条第 2項第 2号の業務運営の効率化に関する事項は、次のとおりと

する。

1 業務・システムの効率化と情報化の推進

(1)平成 19年度に策定 した以下の事業等に係る業務 。システムの最適化計画に基づ
き業務の見直 し並びにシステム構成及び調達方式の見直しを行 うことにより、シス
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テムコス ト削減、システム調達における透明性の確保及び業務運営の合理化 を行 い、
経費の節減及び随意契約の見直 し等を図ること。

・ 福祉医療貸付事業
・ 福祉保健医療情報サービス事業
・ 退職手当共済事業
。年金担保貸付事業
・ 承継年金住宅融資等債権管理回収業務

(2)業務の実施を効率的かつ安定的に支援するため、システム等の継続的な改善に努
めること。

(3)情報化の進展 による諸環境の変化に対応できるように、情報管理担当部署の専門
性の向 卜を図るとともに、業務上必要 となる職員の IT技能の習得を推進すること。

2 経費の節減

(1)業務方法の見直 し及び事務の効率化 を行 い、経費の節減に努めること。

(2)契約については、原則として一般競争入札等 によるものとし、以下の取組によ り、
随意契約の適正化 を推進すること。

①  「随意契約見直し計画Jに基づく取組を着実に実施するとともに、その取組状
況を公表すること。

② 一般競争入札等により契約を行う場合であっても、特に企画競争や公募を行う
場合には、競争性、透明性が十分確保される方法により実施すること。

③ 監事及び会計監査人による監査において、入札・契約の適正な実施について徹
底的なチェックを受けること。

(3)一般管理費、人件費及び業務経費 (退職手当金、社会福祉事業に関する調査研究、
知識の普及及び研修に係る経費、承継年金住宅融資等債権管理回収業務に係る金融
機関及び債権回収会社への業務委託費及び抵当権移転登記経費並びに承継教育資金
貸付けあっせん業務に係る経費を除く。)については、効率的な利用に努め、中期
目標期間の最終事業年度において、平成 19年度予算と比べて 155%程 度の額
を節減すること。
人件費については、「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関

する法律」 (平成 18年法律第47号)に基づき、平成 18年度以降の 5年間で、
平成 17年度を基準 (た だし、平成 18年度に承継された年金住宅融資等債権管理
回収業務及び教育資金貸付けあっせん業務に係る2勘定については、平成 18年 4
月 1日 に在職する人員及びこれを前提として支払われるべき人件費を基準)と して
5%以上を削減すること。
さらに、経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006(平 成 18年 7月 7

日閣議決定)に基づき、国家公務員の改革を踏まえ、人件費改革を平成 23年度ま
で継続すること。
併せて、機構の給与水準について、以下のような観点からの検証を行い、その検

証結果や取組状況については公表するものとすること。
① 職員の在職地域や学歴構成等の要因を考慮してもなお国家公務員の給与水準を

上回つて いないか。

-2-



② 職員に占める管理職割合が高いなど、給与水準が高い原因について、是正の余
地はないか。

③ 国からの財政支出の大きさ、累積欠損の存在、類似の業務を行っている民間事
業者の給与水準等に照らし、現状の給与水準が適切かどうか十分な説明ができる
か 。

④ その他、給与水準についての説明が十分に国民の理解 の得 られるものとなって
いるか。

第 4 業務の質の向上に関する事項

通則法第 29条第 2項第 3号の国民に対 して提供するサー ビスその他の業務の質
の向上に関する事項は、次のとお りとする。

1 福祉医療貸付事業 (福祉貸付事業 )

福祉貸付事業については、国の福祉政策に即 して民間の社会福祉施設等の整備に対
し長期・固定・低利の資金を提供すること等によ り、福祉、介護サービスを安定的か
つ効率的に提供する基盤整備に資す るため、以下の点に特に留意 してその適正な実施
に努めること。

(1)国 の福祉政策における政策目標を着実に推進するため、毎年度、国と協議のうえ、
当該年度における融資の基本方針 を定めた融資方針に基づき、政策優先度に即 して
効果的かつ効率的な政策融資を実施すること。

(2)政策融資の果たすべき役割を踏 まえ、国の要請等に基づき、災害復旧、制度改正、
金融環境の変化に伴 う経営悪化への対応に臨機応変に対応すること。

(3)政策融資の果たすべき役割を踏まえ、事業者の施設整備等に関する相談等 を適切
に実施することによ り、利用者サー ビスの向上を図ること。

(4)民業補完の推進の観点か ら、福祉貸付における協調融資制度を充実 し、制度の適
切な運用に努めること。

(5)審査業務及び資金交付業務について利用者サー ビスの向上を図ること。

2 福祉医療貸付事業 (医療貸付事業 )

医療貸付事業については、国の医療政策に即 して民間の医療施設等の整備に対 し長
期・固定 。低利の資金を提供すること等により、医療サービスを安定的かつ効率的に
提供する基盤整備に資するため、以下の点に特に留意してその適正な実施に努めるこ
と。

(1)国 の医療政策における政策目標 を着実に推進するため、国と協議のうえ、中期目
標期間中における融資の基本方針を定めたガイ ドラインに基づき、政策優先度に即
して効果的かつ効率的な政策融資を実施すること。
ただし、当該ガイ ドラインの施行に当たっては、制度の円滑な移行のため十分な

周知期間を設けること。
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(2)政策融資の果たすべき役割を踏まえ、国の要請等に基づき、災害復旧、制度改正、
金融環境の変化に伴 う経営悪化への対応に臨機応変に対応すること。

(3)政策融資の果たすべき役割 を踏まえ、事業者の施設整備等に関する相談等を適切
に実施することにより、利用者サービスの向上を図ること。

(4)審査業務及び資金交付業務について利用者サービスの向上を図るとともに、病院
の機能や経営状況についての第三者評価結果を融資審査に活用すること。

3 福祉医療貸付事業 (債権管理 )

(1)福祉医療貸付事業等の効率化

① 政策金融改革の趣旨を踏まえ、融資の重点化及び融資率の引き ドげを行い、平
成 24年度予算における福祉医療貸付事業の新規融資額を平成 17年度 における
同事業の新規融資額の実績 と比べて 20%程度縮減 し、併せて同事業における融
資残高の縮減に努めること。

② 福祉医療貸付事業の金利について、政策の変更、緊急措置等やむを得ない事情
によ り国が認めたものを除き、現中期目標期間中の新規契約分について利差益が
確保されるよう努めること。

③  政策融資としての役割を効果的に果た し、併せて民業補完を推進するとの観点
か ら、政策融資 としての機能を毎年点検 し、事業内容を不断に見直す等事業の効
率化 を進めること。

(2)リ スク管理債権 の適正な管理

福祉医療貸付事業の貸付債権について、貸付先の業況の把握、福祉医療経営指導
事業等 との連携の強化による債権悪化の未然防止に取組むとともに、債権区分別 に
適切な管理を行い、中期 目標期間中における貸付残高に対するリスク管理債権の額
の比率を第 1期 中期目標期間中の比率の平均を上回らないように努めること。

4 福祉医療経営指導事業

福祉医療経営指導事業 (集日経営指導 (セ ミナー)及び個別経営診断)に ついては、
民間の社会福祉施設、医療施設の経営者に対 し、公的な立場から経営に関わる正確な
情報や有益な知識 を提供 し、あるいは経営状況を的確に診断することによ り、福祉、
介護、医療サービスを安定的かつ効率的に提供できる施設の経営を支援するため、以
下の点に特に留意 してその適正な実施に努めること。

(1)集団経営指導 (セ ミナー)については、施設の健全経営のために必要な情報を広
く施設経営者等に提供すること。

(2)施設経営者等が施設の経営状況 を的確に把握 し、健全な施設経営を行 うことがで
きるように、診断メニューの多様化を図 り、個別経営診断の普及に努 めること。特
に、実地調査を伴 う個別経営診断の強化を図 り、経営が悪化あるいは悪化が懸念さ
れる施設に対する経営支援に努めること。

(3)社会福祉や医療の制度変更、経営環境の変化等による経営者のニーズを的確に把
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握し、施設経営を支援するための情報の収集 。分析・提供の充実強化に努めること。

(4)集団経営指導及び個別経営診断の各業務において、運営費交付金の縮減の観点か
ら自己収入の拡大に努めること。

5 社会福祉振興助成事業 (仮称 )

平成 22年度か ら実施する社会福祉振興助成事業 (以 下 「助成事業」 という。)に
つ いては、国か らの補助金の交付を受け、高齢者・障害者が自立した生活 を送れるよ
う、また、子 どもたちが健やかに安心して成長できるよう支援すること等 を目的とし
て 、民間の倉1意工夫ある活動や地域に密着 したきめ細かな活動等に対 し、効果的な資
金助成を行うため、以下の点に特に留意 してその適正な実施に努めること。

(1)助成事業の募集に当たっては、国が定める助成対象事業を踏まえ、毎年度、助成
方針を定め公表すること。その際、制度改革等によ り変化する政策課題や多様化す
る国民ニーズに即 した助成を行 うため、毎年度、重点的に助成する分野を国 と協議
のうえ設定 し、助成方針に明記すること。

(2)助成事業の選定については、毎年度、外部有識者か らなる委員会において、選定
方針を定め、公正に選定を行 うなど、客観性及び透明性の確保を図ること。
また、事業内容の特性に配慮 しつつ、助成事業の固定化回避に努めること。

(3)助成事業の申請等の事務負担を軽減するため、各種提出書類の電子化などを行 う
こと。

(4)助成 した事業の事後評価 については、毎年度、外部有識者からなる委員会 におい
て、評価方針を定め、効率的かつ効果的な評価 を行 うこと。また、事後評価結果 を
選定方針の改正等に適正に反映すること。

(5)助成事業の成果が、助成先団体が行 う事業の発展・充実に繁がるよ う、適切な相
談 。助言に努めること。

(6)事後評価の結果を踏まえ、事業効果の高い事業等の周知とその効果的な普及を推
進すること。

6 退職手当共済事業

退職手当共済事業は、社会福祉施設等を経営する社会福祉法人等の相互扶助の精神
に基づき、社会福祉施設等に従事する職員について退職手当共済制度を確立 し、もっ
て社会福祉事業の振興に寄与するため、以下の点に留意 してその適正な実施に努める
こと。

(1)退職手当金の給付事務の効率化により、請求書の受付から給付までの平均処理期
間の短縮を図ること。

(2)利用者への説明会や提出書類の簡素化等により、利用者の手続き面での利便性の
向上及び負担の軽減に努めること。
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(3)業務委託先への業務指導を徹底することによ り、窓 日相談、届出受理の機能強化
を図ること。

7 心身障害者扶養保険事業

心身障害者扶養保険事業 (以下 「扶養保険事業」 という。)については、地方公共
団体が実施する心身障害者扶養共済制度 (以下 「扶養共済制度」 という6)によって
地方公共団体が加入者に対 して負う共済責任を保険する事業に関する業務を安定的に
行 うことにより、心身障害者の保護者の不安を解消 し、保護者死亡後の心身障害者の
生活安定に寄与することを目的とし、以下の点に特 に留意 してその適正な実施 に努め
る こと。

なお、扶養共済制度に関 し、国においては、その安定的な運営を図 り、将来にわた
り障害者に対する年金給付を確実に行 うため、 19年 度末の積立不足に対応 し、機構
が定期的に行 う扶養共済制度の長期的な財政状況の検証を踏まえ、毎年度予算編成を
経 て必要な財政支援措置を各地方公共団体とともに講ずることとし、機構は、上記の
国・地方公共団体による財政措置を踏まえ、資金の安全かつ効率的な運用に努めるこ
と。

(1)財政状況の検証

扶養保険事業の安定的な運営を図 り、将来にわた り障害者に対する年金給付を確
実に行 うため、毎年度、扶養保険事業の財政状況を検証するとともに、加入者等 に
対し公表すること。

なお、国においては少なくとも 5年 ごとに保険料水準等の見直 しを行なうことと
していることか ら、基礎数値等見直しに必要な情報を提供するとともに、将来的に
当該事業の安定的な運営に支障が見込まれる場合には、厚生労働大臣に対 しその旨
申出をすること。

(2)扶養保険資金の運用

① 基本的考え方
扶養保険資金の運用については、制度に起因する資金の特性を十分に踏まえ、

長期的な観点から安全かつ効率的に行うことにより、将来にわたって扶養保険事
業の運営の安定に資することを目的として行うこと。

② 運用の目標
厚生労働大臣が別途指示する運用利回りを確保するため、長期的に維持すべき

資産構成割合 (以下「基本ポートフォリオ」という。)を定め、これに基づき管
理を行うこと。

各年度において、各資産ごとに各々のベンチマーク収益率を確保するよう努め
るとともに、中期目標期間において、各々のベンチマーク収益率を確保すること。
ベンチマークについては、市場を反映した構成であること、投資可能な有価証

券により構成されていること、その指標の詳細が開示されていること等の条件を
満たす適切な市場指標を用いること。

③ 運用におけるリスク管理
扶養保険資金については、分散投資による運用を行うとともに、運用に伴う各

種リスクの管理を行うこと。
④ 年金給付のための流動性の確保
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扶養保険事業の財政見通 し及び収支状況を踏まえ、年金給付等に必要な流動性
(現金等)を確保すること。

⑤ 運用に関する基本方針の策定
.

扶養保険資金の運用について、基本方針を策定すること。
⑥ 基本ポートフォリオの策定

基本ポー トフォリオは、扶養保険事業の数理上の前提と整合的なものとなるよ
うに策定することとし、その際、以下の点に留意すること。
・ 厚生労働大臣が別途指示する運用利回りを確保するような資産構成とするこ

と。
・ 扶養保険事業の短期資金需要等を踏まえて策定すること。
・ 扶養保険事業の財政の安定化の観点から、変動リスクを一定範囲に抑える資
産構成とすること。その際、株式のリターン・リスクについては、そのリスク
特性に配慮しつつ、慎重に推計を行い、ポー トフォリオ全体のリスクを最小限
に抑制すること。

⑦ 基本ポートフォリオの見直し
基本ポートフォリオの策定時に想定した運用環境が現実から乖離していないか

などについての検証を行い、必要に応じて随時見直すこと。
③ リスク管理の徹底

基本ポートフォリオ管理を適切に行うとともに、資産全体、各資産、各運用受
託機関及び各資産管理機関のリスク管理を行うこと。

⑨ 運用手法
長期保有を前提としたインデックス運用等のパッシブ運用を中心とすること。

⑩ 企業経営等に与える影響への考慮
企業経営等に与える影響を考慮し、株式運用において個別銘柄の選択は行わな

いこと。また、長期的な株主等の利益の最大化を目指す観点から、株主議決権の
行使などの適切な対応を行うこと。

① 扶養保険事業に関する生命保険契約における運用実績等の検証
扶養保険事業の財政状況の検証に資するため、毎年度、市場環境や投資行動の

観点から運用実績を確認する等の検証を行うこと。

(3)事務処理の適切な実施
心身障害者及びその保護者に対するサービスの向上を図るため、扶養共済制度を

運営する地方公共団体と相互の事務処理が適切になされるように連携を図ること。

8 福祉保健医療情報サービス事業 (WAM NET事 業)

WAM NET事 業については、福祉及び保健医療に関する情報システムの整備及
び管理を行い、行政機関や福祉保健医療に関係する民間団体に対して全国規模での共
通の基盤を提供することにより情報交換の推進を支援し、併せて福祉・介護及び保健
医療サービスの利用者に対する提供情報の拡充を目的とし、以下の点に特に留意して
その適正な実施に努めること。

(1)福祉保健医療情報に対する国民のニーズの高度化とこれら情報の提供機関の多様
化等に対応して、WAM NETの 特長を最大限に活かすことができる事業への重
点化を図るとともに、提供する情報の質の向上等に努めること.
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(2)福祉保健医療施策及び機構業務の効率的実施を推進するためにWAM NET基
盤を活用すること。

(3)WAM NET事 業について、運営費交付金の縮減の観点か ら広告収入等の自己
収入の拡大に努めるほか、業務・システムの最適化計画に基づき業務委託の見直 し
を行 うことによ り事務の効率化 を図ること。

また、専用サイ トについては利用料を徴収するなど、新たな 自己収入の増加策 に
ついて検討 し、業務・システム最適化計画の実施に合わせて平成 21年度末までに
結論を得、更なる自己収入の拡大に努めること。

9 年金担保貸付事業及び労災年金担保貸付事業

年金担保貸付事業については、厚生年金保険制度、船員保険制度及び国民年金制度
に基づき支給 される年金並びに労災年金担保貸付事業については、労働者災害補償保
険制度に基づき支給される年金の受給者に対 し、その受給権 を担保にす る特例措置 と
して低利で小日の資金を貸 し付けることによ り、高齢者等の生活の安定 を支援するこ
と及び労災年金受給者の生活を援護することを目的として、以下の点に留意 してその
適正な事業実施に努めること。

(1)年金担保貸付事業及び労災年金担保貸付事業においては、「独立行政法人整理合
理化計画」 (平成 19年 12月 24日 間議決定)に基づ く運営費交付金の廃止、及
び年金担保貸付事業における貸付原資の自己調達化を踏まえ、業務運営コス トを分
析 し、その適正化を図るとともに、貸付金利の水準に適切に反映することによ り、
安定的で効率的な業務運営に努めること。

(2)業務運営に当たっては、利用者の利便性に配慮するとともに、借入 申込時に年金
受給者にとって無理のない返済 となるように配慮 した審査等を行 うこと。

また、貸付後の返済方法などの返済条件の緩和の必要性 について検討し、適切な
措置を講 じること。

(3)年金担保貸付制度及び労災年金担保貸付制度の周知を図るとともに、受託金融機
関の窓 口等における利用者への適切な対応に努めること。

(4)年金受給者にとって無理のない返済となるように配慮 した審査等の実施に伴 う事
務処理の増加を考慮しつつ、事務処理方法の見直 し等 によ り、借入申込みか ら貸付
実行 までの期間を平成 19年度 と比較 して短縮するよう取組を行 うこと。

10 承継年金住宅融資等債権管理回収業務及び承継教育資金貸付けあっせん業務
(1)承継年金住宅融資等債権管理回収業務

承継年金住宅融資等債権管理回収業務については、回収金が国への納付により年
金給付の財源となることを踏まえ、以下の点に留意 してその適正な業務実施に努め
ること。

① 年金住宅融資等債権について、貸付先の財務状況等の把握及び分析、担保物件
及び保証機関又は保証人の保証履行能力の評価等を適時に行 うことにより、適切
な債権管理に努めること。

② 年金住宅融資等債権について、適時的確に回収を行 うことによ り、延滞債権の
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発生の抑制に努めること。

③ 延滞債権について、貸付先に対する督促、保証機関又は保証人に対する保証履
行請求及び担保物件の処分等 を適切に行 うことによ り、早期の債権回収に努める
こと。

(2)承継教育資金貸付けあっせん業務
「独立行政法人整理合理化計画」をI123ま え、平成 20年度か ら承継教育資金貸付

けあっせん業務を休止すること。

第 5 財務内容の改善に関する事項

通則法第 29条第 2項第 4号の財務内容の改善に関する目標は、次のとおりとす
る。

1 運営費交付金以外の収入の確保

運営費交付金を充当して行 う事業については、それぞれの事業 目的を損なわない範
囲で、利用者負担その他の自己収入を確保することに努めること。

2 自己資金調達による貸付原資の確保

福祉医療貸付事業及び年金担保貸付事業において、財投機関債の発行等による資金
調達を適切に行 うこと。

3 資産の有効活用 、

機構の保有する資産の活用方法について、自己収入の増加を図る等の観点から、中
期 目標期間中に見直 しを行うこと。

第 6 その他業務運営に関する重要事項

通則法第 29条第 2項第 5号のその他業務運営に関する重要 目標は、次のとお り
とする。

人事 に関する事項

(1)効率的かつ効果的な業務運営 を行うため、組織編成及び人員配置を実情に応じて
見直す こと。

(2)人 事評価制度の運用によ り職員の努力とその成果を適正 に評価するとともに、人
材の育成に努め、士気及び専門性の高い組織運営に努めること。
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独立行政法人福祉医療機構中期計画

平成 20年 3月 31日 付厚生労働省発社援第 0331001号認可

変更 :平成 22年 0月 00日 付厚生労働省発社援第 0000000号認可

独立行政法人福祉医療機構は、国の政策 と連携 した福祉医療分野の事業等を通 じ、

国民 に信頼される総合的支援機関として、引き続き適切な業務運営に努めることと

する。

独 立行政法人通則法 (平成 11年法律第 103号 )第 29条第 1項の規定に基づ

き、平成 20年 2月 29日 付けをもって厚生労働大臣か ら指示のあった独立行政法

人福祉医療機構中期 目標を達成するため、同法第 30条の規定 に基づき、次のとお

り、独立行政法人福祉医療機構中期計画を作成する。

平成 20年 2月 29日

独立行政法人福祉医療機構

理事長 山 口 剛 彦

第 1 法人全体の業務運営の改善 に関する日標を達成するためにとるべき措置

機構に期待される社会的使命 を効率性、有効性を持って果たしていくために、

第二期中期 目標期間においては、「専門性の向上」と「業務間の連携強化」を図
り、総合力の発揮 を目指 して、次のような機構の事業全般にわたる共通の取組
を実施することとする。

効率的かつ効果的な業務運営体制の整備

(1)国 の政策や福祉医療に係る事業経営環境が変化する中で福祉医療に係る事業
の健全な発展を総合的に支援するため、組織編成、人員配置、人事評価制度、

職員研修等の業務運営体制について、継続的に見直 しを行 う。

(2)国の政策や福祉医療に係る事業経営環境の変化等に迅速的確 に対応するため、

トップマネジメン トを補佐する経営企画会議等の効率的かつ効果的な運営を図
る。

(3)多岐にわたる事業を実施 している機構の特長や専門性 を活かしつつ、業務間
の連携を強化す ることにより、業務の効率的な運営を図る。

2 業務管理 (リ スク管理)の充実

(1)内部監査、顧客満足度調査、各種データ分析などに基づ く是正・予防処置活

動によ り、業務改善の推進及び事務 リスクの抑制を図る。
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また、職員の業務改革等 に向けた取組 を奨励し、業務改善活動の活性化 を図

るとともに、業務管理手法の改善等を進め業務管理の充実 を図る。

(2)福祉貸付事業及び医療貸付事業においては、ALM(資 産負債管理)システ

ムなどを活用 して、金利リスクなどの抑制に努める。

(3)個人情報の保護 に関する法律に基づき個人情報保護 を徹底するとともに、情

報セキュリティー対策の充実 を図る。

第 2 業務運営の効率化に関する日標を達成するためにとるべき措置

独立行政法人通則法 (以下 「通則法」という。)第 30条第 2項第 1号の業務

運営の効率化に関する事項は、次のとお りとする。

1 業務・システムの効率化と情報化の推進

(1)平成 19年度に策定 した以下の事業等に係 る業務・システムの最適化計画に

基づき業務の見直 し並びにシステム構成及び調達方式の見直しを行 うことによ

り、システムコス ト削減、システム調達における透明性の確保及び業務運営の

合理化を行い、経費の節減及び随意契約の見直 し等 を図る。

・ 福祉医療貸付事業

・ 福祉保健医療情報サー ビス事業

・ 退IJi手 当共済事業
。 年金担保貸付事業

・ 承継年金住宅融資等債権管理回収業務

(2)業務の実施 を効率的かつ安定的に支援するため、最適化対象外の他のシステ

ムについても継続的な改善を推進する。

(3)情報化統括責任者 (CIO)及 び情報化統括責任者 (CIO)補 佐官 を中心

に、情報化推進体制の強化を図るとともに、情報システムの運用管理体制の向

上を図るため、機構の情報化推進を担う IT技術に精通 した人材の育成を図る。

(4)各業務の特性に応 じて、当該業務に必要な ITに 関する技能の習得を推進す

るため、職員に対する研修等 を計画的に実施する。

2 経費の節減

(1)質が高く効率的な業務運営 を確保 し、組織 における資源 を有効に活用するた

め、業務の外部委託 (ア ウ トソーシング)を適切に活用する。

(2)契約については、原貝Jと して一般競争入札等によるものとし、以下の取組に

よ り、随意契約の適正化を推進する。
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①  「随意契約見直し計画」に基づく取組を着実に実施するとともに、その取
組状況を公表する。

② 一般競争入札等により契約を行う場合であっても、特に企画競争や公募を
行う場合には、競争性、透明性が十分確保される方法により実施する。

③ 監事及び会計監査人による監査において、入札・契約の適正な実施につい
て徹底的なチェックを受ける。

(3)毎年度、業務方法等を点検し、業務方法の改善等を行うことにより、事務の

効率化を推進する。

(4)一般管理費、人件費及び業務経費 (退職手当金、社会福祉事業に関する調査
研究、知識の普及及び研修に係る経費、承継年金住宅融資等債権管理回収業務
に係る金融機関及び債権回収会社への業務委託費及び抵当権移転登記経費並び
に承継教育資金貸付けあっせん業務に係る経費を除く。)については、効率的な
利用に努め、中期目標期間の最終事業年度において、平成 19年度予算と比べ

て 15_5%程度の額を節減する。

人件費については、「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に
関する法律」(平成 18年法律第47号 )に基づき、平成 18年度以降の 5年間
で、平成 17年度を基準 (た だし、平成 18年度に承継された年金住宅融資等
債権管理回収業務及び教育資金貸付けあっせん業務に係る2勘定については、
平成 18年 4月 1日 に在職する人員及びこれを前提として支払われるべき人件
費を基準)と して5%以上を削減する。

さらに、経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006(平 成 18年 7

月7日 閣議決定)に基づき、国家公務員の改革を踏まえ、人件費改革を平成 2

3年度まで継続する。

併せて、機構の給与水準について,以下のような観点からの検証を行い、こ
れを維持する合理的な理由がない場合には必要な措置を講ずることにより、給
与水準の適正化に速やかに取り組むとともに、その検証結果や取組状況につい

ては公表するものとする。

① 職員の在職地域や学歴構成等の要因を考慮してもなお国家公務員の給与水
準を上回っていないか。

② 職員に占める管理職割合が高いなど、給与水準が高い原因について、是正
の余地 はないか。

③ 国からの財政支出の大きさ、累積欠損の存在、類似の業務を行っている民
間事業者の給与水準等に照らし、現状の給与水準が適切かどうか十分な説明
ができるか。

④ その他、給与水準についての説明が十分に国民の理解の得られるものとな
っているか。
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第 3 業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置

通則法第 30条第 2項第 2号の国民に対 して提供するサー ビスその他の業務

の質の向上に関する事項は、次のとお りとする。

1 福祉医療貸付事業 (福祉貸付事業 )

福祉貸付事業については、国の福祉政策に即して民間の社会福祉施設等の整備

に対 し長期・ 固定 。低利の資金を提供すること等によ り、福祉、介護サー ビスを

安定的かつ効率的に提供する基盤整備に資するため、以下の点に特に留意 してそ

の適正な実施に努める。

(1)政策優先度に即して効果的かつ効率的な政策融資を行 うため、毎年度、国と

協議のうえ、当該年度における融資の基本方針を定めた融資方針に基づき、福

祉貸付事業を実施する。

(2)政策融資の果たすべき役割 を踏まえ、国の要請等に基づき、災害復旧、制度

改正、金融環境の変化に伴 う経営悪化への対応に臨機応変に対応する。

特に、療養病床の再編を推進するため、医療貸付事業 と連携 し、転換の受け

皿となる施設の優先的整備を進める。

(3)利用者サー ビスの向上を図るため、福祉施設の整備の融資相談等 を充実する。

(4)協調融資制度の対象を福llL貸付の全対象施設等に拡大するなど制度を充実さ

せるとともに周知を図 り、制度の適切な運用を行 う。

(5)審査業務 については特殊異例な案件を除き、借入申込み受理か ら貸付内定通

知までの平均処理期間を 75日 以内とする。

また、資金交付業務については、請求内容の不備が著 しいもの等 を除き、請

求後 15営業 日以内に行 う。

2 福祉医療貸付事業 (医療貸付事業 )

医療貸付事業については、国の医療政策に即して民間の医療施設等の整備に対

し長期 。固定・低利の資金 を提供すること等により、医療サー ビスを安定的かつ

効 率的に提供する基盤整備に資するため、以下の点に特に留意 してその適正な実

施 に努める。

(1)政策優先度 に即 して効果的かつ効率的な政策融資を行 うため、国と協議のう

え、中期目標期間中における融資の基本方針を定めたガイ ドラインに基づき、

医療貸付事業 を実施する。

ただし、当該ガイ ドラインの施行に当たっては、制度の円滑な移行のため十

分な周知期間を設け適切に対応する。
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(2)政策融資の果たすべき役割 を踏まえ、国の要請等 に基づき、災害復旧、制度

改正、金融環境の変化に伴 う経営悪化への対応に臨機応変に対応する。

特に、療養病床の再編を推進するため、福祉貸付事業 と連携 し、転換の受け
皿となる施設の優先的整備 を進める。

(3)利用者サー ビスの向上を図るため、医療施設の整備の融資相談等 を充実する。

(4)審査業務については特殊異例な案件 を除き、借入申込み受理か ら貸付内定通

知までの平均処理期間を45日 以内とするとともに、病院の機能や経営状況に
ついての第三者評価結果 を融資審査に活用する。

また、資金交付業務については、請求内容の不備が著 しいもの等を除き、請

求後 15営業 日以内に行 う。

3 福祉医療貸付事業 (債権管理 )

(1)福祉医療貸付事業等の効率化

① 融資対象の重点化及び融資率の引下げを行い、福祉医療貸付事業の新規融
資額の縮減に関する中期目標を達成する。

② 福祉医療貸付事業の金利について、政策の変更、緊急措置等やむを得ない
事情により国が認めたものを除き、新規契約分の利差益に関する中期目標を
達成する。

③ 政策融資としての機能を毎年点検し、政策優先度に応じて、貸付対象等を
見直す等事業の効率化を進める。

(2)リ スク管理債権の適正な管理

① 福祉医療貸付事業の貸付に係る債権について、継続的に貸付先の経営情報
の収集と分析を行い、経営状況の的確な把握に努め、福祉医療経営指導事業
等との連携の強化による債権悪化の未然防止に取組むとともに、債権区分別
に適切な管理を行う。

また、 リスク管理債権を抑制する観点から発生要因別分析等を行い貸付関
係部にフィードバックする。

② 中期目標期間中における貸付残高に対するリスク管理債権の額の比率を第
1期中期目標期間中の比率の平均を上回らないように努める。

4 福祉医療経営指導事業

福祉医療経営指導事業 (集団経営指導 (セ ミナー)及び個別経営診断)につい
ては、民間の社会福祉施設、医療施設の経営者に対し、公的な立場から経営に関
わる正確な情報や有益な知識を提供し、あるいは経営状況を的確に診断すること
により、福祉、介護、医療サービスを安定的かつ効率的に提供できる施設の経営
を支援するため、以下の点に特に留意してその適正な実施に努める。
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(1)セ ミナー実施 日の平均 10週間前までに開催内容の告知 を行 う等、受講希望

者の受講機会確保 とPRに努め、中期 目標期間における延べ受講者数を 12,
600人 以上とする。

(2)開設施設の経営改善手法について良質で実践的な事例を提供するな どカ リキ

ュラムを工夫 し、中期 目標期間中の受講者に対するアンケー ト調査における満

足度指標 を平均 65ポイン ト以上とする。

(3)顧客ニーズに対応 して、経営指標の策定 。診断手法の確立等の年次計画に基

づき、法人全体を対象 とした経営診断の創設、経営診断対象施設の追加等 を段

階的に実施する。

(4)個別経営診断については、中期 目標期間中に延べ 1, 400件 以上の診断を

実施する。また、経営が悪化あるいは悪化が懸念される施設に対 し問題点の解

決に重点を置いた診断・支援を図る経営改善支援事業に重点化 し、漸次、当該

経営診断件数の増加に努める。

(5)利用者の利便の向上を図るため、経営分析診断については、申込書の受理か

ら報告書の提示までの平均処理期間を 50日 以内とする。

(6)施設経営者等が経営状況を客観的に把握できるように、年次計画に基づき、

経営指標の対象施設の拡大を段階的に図る。

(7)安定的かつ効率的な法人運営に寄与するため、財務面や収支面等の経営指標

の組み合わせによる、法人全体の格付についての研究及び導入を図る。

(8)施設の経営実態及び経営改善事例や経営統合・分離手法等について年次計画

に基づき調査研究を行い、施設経営を支援するための情報 を施設経営者等 に的

確に提供する。

(9)集団経営指導及び個別経営診断の各業務において、運営費交付金の縮減の観

点か ら適切なサービス・料金体系の設定と受講者等の増加を図ることによ り、

中期目標期間中において実費相当額を上回る自己収入を確保する。

5 社会福祉振興助成事業 (仮称 )

平成 22年度か ら実施する社会福祉振興助成事業 (以下 「助成事業」 という。)

については、国か らの補助金の交付を受け、高齢者・障害者が 自立 した生活を送

れるよう、また、子 どもたちが健やかに安心 して成長できるよう支援すること等

を目的として、民間の創意工夫ある活動や地域 に密着 したきめ細かな活動等に対

し、効果的な資金助成を行 うため、以下の点に特に留意 してその適正な実施に努
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め る。

(1)助成事業の募集に当たっては、国が定める助成対象事業を踏まえ、制度改革

等によ り変化する政策課題や多様化する国民ニーズに即 した助成を行 うため、

毎年度、重点的に助成する分野を国と協議のうえ設定 し、募集要領等に明記 し、

公表する。

(2)助成事業の選定については、毎年度、外部有識者か らなる社会福祉振興助成

事業審査・評価委員会 (以下 「審査・評価委員会」)において、選定方針を策定

するとともに、当該選定方針に基づいて審査 し、採択する。

また、選定方針の策定に当たっては、事業の必要性やその効果、継続能力等
の観点や事業内容の特性に配慮 しつつ固定化回避に努める。

(3)全助成件数の 80%以 上が特定非営利活動法人、非営利の任意団体が行う事

業であること。

(4)助成先団体等の事務負担の軽減を図るため、各種提出書類の電子化などを行

つ。

(5)助成金の申請の受理か ら助成決定までの平均処理期間を30日 以内とする。

(6)助成 した事業の事後評価 については、毎年度、審査・評価委員会において、

評価方針を定め、効率的かつ効果的な評価 を行 う。

また、事後評価の結果を選定方針の改正に適正に反映する。

(7)助成事業の成果が、助成先団体が行 う事業の発展・充実に繋がるよう、適切

な相談・助言に努める。

なお、的確な相談・助言等ができるよう、職員の専門性の向上に努める。

(8)助成事業を通 じ、新たに他団体・関係機関等 との連携等の効果があった事業
を80%以上とする。

(9)助成事業の内容 を踏まえ、助成事業が対象とした利用者の満足度 を 70%以上

とする。

(10)事後評価結果等を踏まえ、事業効果の高い優れた助成事業等を公表するとと

もに、助成事業報告会や助成事業説明会を中期 目標期間内に 15回以上開催す

るなど効果的な普及を行 う。



6 退職手当共済事業

退職手当共済事業は、社会福祉施設等を経営する社会福祉法人等の相互扶助の

精神に基づき、社会福祉施設等に従事する職員について退職手当共済制度を確立

し、もって社会福祉事業の振興に寄与するため、以下の点に留意 してその適正な

実施に努める。

(1)退職手当金支給 に係る事務処理の効率化 を図ることによ り、請求書の受付か

ら給付までの平均処理期間を 75日 以内とする。

(2)業務委託先が実施する共済契約者の事務担当者に対する実務研修会に機構職

員を派遣し、制度内容の周知 と適正な手続きに関する指導を行 うとともに、必

要に応 じて共済契約者を直接訪間 して個別指導を行 う。

(3)提出書類の電子届出化及び簡素化等を進めることによ り、利用者の手続き面

での負担を軽減する。

(4)業務委託先の窓 口相談・届出受埋の機能強化を図るため、業務委託先の事務

担当者に対する事務打合せ会を実施するほか、必要に応 じて業務委託先を個別

に訪問 して業務指導の徹底を行 う。

7 心身障害者扶養保険事業

心身障害者扶養保険事業 (以下 「扶養保険事業」という。)については、地方公

共団体が実施する心身障害者扶養共済制度 (以下「扶養共済制度」という。)によ

って地方公共団体が加入者に対 して負う共済責任 を保険する事業に関する業務を

安定的に行 うことによ り、心身障害者の保護者の不安 を解消 し、保護者死亡後の

心身障害者の生活安定に寄与することを目的とし、以下の点に特に留意 してその

適正な実施に努める。

(1)財政状況の検証

扶養保険事業の安定的な運営を図り、将来にわた り障害者に対する年金給付

を確実に行うため、毎年度、扶養保険事業の財政状況を検証するとともに、加

入者等に対 し公表する。

なお、検証の結果は、厚生労働省に報告するとともに、将来的に当該事業の

安定的な運営に支障が見込まれる場合には、厚生労働大臣に対 しその旨申出を

する。

(2)扶養保険資金の運用

① 基本的考え方

扶養保険資金の運用については、制度に起因する資金の特性 を十分に踏ま

え、厚生労働大臣の認可を受けた金銭信託契約の内容に基づき、長期的な観
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点か ら安全かつ効率的に行 うことにより、将来にわたって扶養保険事業の運

営の安定に資することを目的として行 う。

このため、分散投資を基本として、長期的に維持すべき資産構成割合 (以

下 「基本ポー トフォリオ」という。)を 、心身障害者扶養保険資産運用委員会

(資産運用に精通 した外部専門家によ り構成 される組織をいう。以下 「資産

運用委員会」という。)の議を経た上で策定 し、扶養保険資金の運用 を行 う。

② 運用の目標

厚生労IJJ大臣が別途指示する運用利回りを長期的に確保するため、基本ポ
ートフォリオを定め、これを適切に管理する。

また、運用受託機関の選定、管理及び評価を適切に実施すること等により、
各年度における各資産ごとのベンチマーク収益率を確保するよう努めるとと
もに、中期目標期間においても各資産ごとのベンチマーク収益率を確保する。
ベンチマークについては、市場を反映した構成であること、投資可能な有

価証券により構成されていること、その指標の詳細が開示されていること等
の条件を満たす適切な市場指標を用いる。

③ 運用におけるリスク管理

リターン・リスク等の特性が異なる複数の資産に分散投資することをリス
ク管理の基本とし、運用に伴う各種リスクの管理を適切に行う。

④ 年金給付のための流動性の確保

年金給付等に必要な流動性 (現金等)を確保するとともに、効率的な現金
管理を行う。

⑤ 運用に関する基本方針の策定及び定期的見直し

扶養保険資金の運用に関する基本方針を資産運用委員会の議を経た上で策
定し、公表するとともに、少なくとも毎年 1回検討を加え、必要があると認
めるときは速やかに見直しを行う。

⑥ 基本ポートフォリオの基本的考え方

資産運用委員会の議を経た上で策定される基本ポートフォリオは、扶養保
険事業の数理上の前提と整合的なものとなるように策定することとする.

その際、厚生労働大臣が別途指示する運用利回りを確保するような資産構
成とし、扶養保険事業の財政の安定化の観点から変動リスクを一定範囲に抑
える。

併せて、株式のリターン・リスクについては、そのリスク特性に配慮しつ
つ、慎重に推計を行い、基本ポートフォリオ全体のリスクを最小限に抑制す
る。

⑦ 基本ポートフォリオの策定

基本ポートフォリオを構成する資産区分については、国内債券、国内株式、
外国債券、外国株式及び短期資産とする。

扶養保険事業の短期資金需要等に配慮して、基本ポー トフォリオを次のと
おり定める。また、各資産に固有の収益率の変動の大きさ、基本ポー トフォ
リオにおける組入比率の大きさ、取引コスト等を総合的に勘案し、乖離許容

-19-



幅を次のとお り設定する。

区 分 基本ポートフォリオ 乖離許容幅

国 内 債 券 71 6% ±8%

国 内 株 式 7.8% ±5%

外 国 債 券 7.8% ±5%

外 国 株 式 7.8% ±5%

短 期 資 産 5 0% +4%

(目 標収益率 320%、 標準偏差 505%)

③ 基本ポー トフォリオの見直 し

基本ポー トフォリオの策定時に想定 した運用環境が現実か ら乖離 していな

いかなどについて、毎年 1回、資産運用委員会で検証を行 うとともに、必要

に応じて随時見直す。

⑨ 基本ポー トフォリオの管理及びその他のリスク管理

基本ポー トフォリオを適切に管理するため、資産全体の資産構成割合 と基

本ポー トフォリオとの乖離状況を少な くとも月 1回把握するとともに、必要

な措置を講 じる。

扶養保険資金について、運用受託機関への委託等によ り運用を行 うととも

に、運用受託機関及び資産管理機関か らの報告等に基づき、資産全体、各資

産、各運用受託機関及び各資産管理機関について、以下の方法によリリスク

管理を行 うc

・資産全体

資産全体のリスクを確認 し、 リスク負担の程度について分析及び評価 を

行 うとともに、必要な措置を講じる。

・各資産

市場 リスク、流動性 リスク、信用 リスク等 を管理する。また、金融・資

本市場のグローバル化、緊密化の進展を踏まえ、ソブリン・ リスク (外国

政府の債務に投資するリスク)についても注視する。

・各運用受託機関

運用受託機関に対 し運用ガイ ドライン及びベンチマークを示 し、各社の

運用状況及び リスク負担の状況を把握 し、適切に管理する。

また、運用受託機関の信用 リスクを管理するほか、運用体制の変更等に

注意する。

・各資産管理機関

資産管理機関に対 し資産管理ガイ ドラインを示 し、各機関の資産管理状

況を把握 し、適切に管理す る。

また、資産管理機関の信用 リスクを管理するほか、資産管理体制の変更

等に注意する。

⑩ 運用手法
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各資産ともパッシブ運用を中心とする。

① 企業経営等に与える影響への考慮

企業経営等に与える影響を考慮し、株式運用において個別銘柄の選択は行
わない。

企業経営に直接影響を与えるとの懸念を生じさせないよう株主議決権の行
使は直接行わず、運用を委託した民間運用機関の判断に委ねる。ただし、運
用受託機関への委託に際し、コーポレートガバナンスの重要性を認識し、議
決権行使の目的が長期的な株主利益の最大化を目指すものであることを示す
とともに、運用受話機関における議決権行使の方針や行使状況等について報
告を求める。

⑫ 扶養保険事業に関する生命保険契約における運用実績等の検証
扶養保険事業の財政状況の検証に資するため、毎年度、市場環境や投資行

動の観点から、外部有識者等からなる′心身障害者扶養保険事業財務状況検討
会において運用実績を確認する等の検証を行う。

(3)事務処理の適切な実施

心身障害者及びその保護者に対するサービスの向上を図るため、扶養共済制
度を運営する地方公共団体と相互の事務処理が適切になされるよう連携を図る
ため、事務担当者会議を開催する。

8 福祉保健医療情報サービス事業 (WAM NET事 業)

WAM NET事 業については、福祉及び保健医療に関する情報システムの整備
及び管理を行い、行政機関や福祉保健医療に関係する民間団体に対して全国規模
での共通の基盤を提供することにより情報交換の推進を支援し、併せて福祉・介
護及び保健医療サービスの利用者に対する提供情報の拡充を目的とし、以下の点
に特に留意してその適正な実施に努める。

(1)WAM NETの 特長を最大限に活かすことができる介護関係情報、障害者福
祉関係情報、医療関係情報等の提供事業に重点化を図るとともに、提供する情
報の質の向上に努める。

(2)利用者ニーズに合わせて、コンテンツ及び機能の見直しを行い、中期目標期
間中における年間アクセス件数を1, 400万件以上、利用機関登録数を 7

5万件以上とするとともに、アンケー ト調査における情報利用者の満足度を9

0%以上とする。

(3)国の福祉保健医療施策及び機構業務の効率的実施を推進するためにWAM N
ET基盤を活用する。

(4)WAM NET事 業について、運営費交付金の縮減の観点から広告収入等の自

-21-



己収入の拡大に努め、中期 目標期間の最終事業年度において 1, 500万 円以

上の自己収入を確保するほか、業務・ システム最適化計画に基づき業務委託の

見直 しを行 うことにより事務の効率化 を図る。

また、専用サイ トについては利用料を徴収するなど、新たな 自己収入の増加

策について検討 し、業務・システム最適化計画の実施に合わせて平成 21年度

末までに結論を得、更なる自己収入の拡大を図る。

9 年金担保貸付事業及び労災年金担保貸付事業

年金担保貸付事業については、厚生年金保険制度、船員保険制度及び国民年金

制度に基づき支給され る年金並びに労災年金担保貸付事業については、労働者災

害補償保険制度に基づき支給される年金の受給者に対 し、その受給権 を担保にす

る特例措置 として低利で小日の資金を貸 し付けることにより、高齢者等の生活の

安定を支援す ること及び労災年金受給者の生活 を援護することを日的として、以

下の点に留意 してその適正な事業実施に努める。

(1)年 金担保貸付事業及び労災年金担保貸付事業においては、「独立行政法人整理

合理化計画J(平成 19年 12月 24日 閣議決定)に基づ く運営費交付金の廃止、

及び年金担保貸付事業における貸付原資の自己調達化を踏まえ、業務運営コス

トを分析 し、その適正化を図るとともに、貸付金利の水準に適切 に反映するこ

とによ り、安定的で効率的な業務運営に努める。

(2)業務運営に当たっては、利用者の利便性に配慮するとともに、借入申込時に

年金受給者にとって無理のない返済 となるように配慮した審査等 を行 う。

また、貸付後の返済方法などの返済条件の緩和の必要性について検討 し、適

切な措置を講 じる。

(3)ホームページ、リーフレット等によ り、年金担保貸付制度及び労災年金担保

貸付制度の周知を図る。

(4)受話金融機関の窓口等における利用者への適切な対応に努めるために、受託

金融機関事務打合せ会議の開催場所、回数等を見直 し、更なる周知徹底に努め

る。

(5)年金受給者 にとって無理のない返済 となるように配慮 した審査等の実施に伴

う事務処理の増加を考慮 しつつ、事務処理方法の見直し等によ り、借入申込み

から貸付実行 までの期間を平成 19年度 と比較 して短縮するよう取組 を行 う。

10 承継年金住宅融資等債権管理回収業務及び承継教育資金貸付けあっせん業

務

(1)承継年金住宅融資等債権管理回収業務
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承継年金住宅融資等債権管理回収業務については、回収金が国への納付によ

り年金給付の財源 となることを踏まえ、以下の点に留意 してその適正な業務実

施に努める。

① 必要に応じて関係行政機関及び受託金融機関と緊密に連携しつつ、年 1回、
貸付先の財務状況等の把握及び分析を行うとともに、適時、担保物件及び保
証機関又は保証人の保証履行能力の評価等を行う。

② 年金住宅融資等債権について、年 1回、回収の難易度に応じた債権分類の
実施又は見直しを行う。

③ 転貸債権に係るローン保証会社について、年 1回、保証履行能力の把握及
び分析を行う。

④ 年金住宅融資等債権について、必要に応じて関係行政機関との協議を行い
つつ、担保や保証の状況等に応じて適時的確に債権回収を行うことにより、
延滞債権の発生の抑制に努める。

⑤ 延滞債権について、貸付先に対する督促、保証機関又は保証人に対する保
証履行請求及び担保物件の処分等を適切に行うことにより、早期の債権回収
に努める。

⑥ 転貸法人に対して必要な助言等を行うことにより、転貸法人による適切な
債権回収を推進する。

(2)承継教育資金貸付けあっせん業務

承継教育資金貸付けあっせん業務については、平成 20年度から業務を休止
する。

第 4 予算、収支計画及び資金計画

1 予算

別表 1の とお り

2 収支計画

別表 2の とお り

3 資金計画

別表 3の とお り

第 5 短期借入金の限度額      
｀

1 限度額

91, 600百 万円

2 想定される理由
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(1)運営費交付金の受入れの遅延等による資金不足に対応するため。

(2)一般勘定において、貸付原資の調達の遅延等 による貸付金の資金不足に対応

するため。

(3)年金担保貸付勘定及び労災年金担保貸付勘定において、貸付原資に充当する

ため。

(4)共 済勘定において、退職者の増加等による給付費の資金不足に対応するため。

(5)予定外の退職者の発生に伴 う退職手当の支給等、偶発的な出費に対応するた

めの                                           |
|

第 6 重要な財産を譲渡 し、又は担保 に供 しようとするときは、その計画

宝塚宿舎 (兵庫県宝塚市、戸建 3戸 )、 川西宿舎 (兵庫県川西市、戸建 1戸 )、

千里山田宿舎 (大阪府吹田市、区分所有建物 2戸)及び戸塚宿舎 (横浜市戸塚

区、集合住宅 1棟)を売却する。

第 7 剰余金の使途

・全勘定 に共通する事項

業務改善にかかる支出のための原資

職員の資質向上のための研修等の財源

・労災年金担保貸付勘定に係る事項

将来の資金需要の増加に対処するための貸付原資

第8 その他主務省令で定める業務運営に関する事項

独立行政法人福祉医療機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令 (平

成15年厚生労働省令第 148号)第 4条の業務運営に関する事項は、次のと
おりとする。

1 職員の人事に関する計画

(1)方針

① 業務処理方法の改善等を図り組織のスリム化に努めるとともに、各業務の

特性や業務量を踏まえ、組織編成及び人員配置を実情に即して見直す。

② 人事評価制度の適正な運用を行い、評価結果を人事及び給与等に反映し、

士気の高い組織運営に努める。

③ 質の高いサービスの提供を行うことができるように、各業務の特性に応じ

て、専門性の高い職員の育成・確保に努める。

④ 担当業務に必要な知識・技術の習得、職員の能力開発等を目的として各種

研修を実施する。
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(2)人員に係る指標

期末の常勤職員数を期初の常勤職員数の 100%以 内とする。

(参考 1)

期初の常勤職員数 299人
(参考 2)

中期目標期間中の人件費総額見込み 11, 509百 万円

ただし、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当及び時間外

勤務手当に相当する範囲の費用である。

2 施設及び設備 に関する計画

な し

3 積立金の処分 に関する事項

前期中期 目標の期間の最終事業年度において、独立行政法人通則法第 44条の

処理 を行ってなお積立金があるときは、その額に相当する金額のうち厚生労働大

臣の承認を受けた金額について、自己収入財源で取得 し、当期へ繰 り越 した固定

資産の減価償却に充てることとする。
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予算
中期計画 (平成20年度～平成24年度)の予算

(注 1)承継教 育資金貸付けあっせん勘定は、「独立行政法人整理合理化計画J(平成19年 12月 24日 閣議決定)に基づき平成20年度から業務を休止することとしている.

(注2)長寿・子育て 障害者基金勘定は、平成21年度をもつて廃上し、平成22年度から一般勘定において経理を行い事業を実施することとしている。
(注3)計数は原則としてそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは合致しないものがある。

区   号」

金 額

一 般 勘 定

Ｆ

一饉
常

一
囃

勘

民

ア
ヽ
今

共 済 勘 定 呆 険 勘 定
爆
定

担
勘

金
付

年
貸

労災年金担
保貸付勘定

承継債権督
理回収勘定 ¨̈

赫
承
金

せ
計

収入

運営費交 付金
国庫補助 金

社会福 祉振興助成費補助金
給付費 補助金

利子補給 金
福祉医療 貸付事業収入

福祉医療貸付金利 ,息、
経営指導 事業収入
福祉保健 医療情報サービス事業収入
基金事業 運用収入
退職手当共済事業収入

掛金
都道府 県補助金
退職手 当給付費支払資金戻入
給付費 支払資金運用等収入

心身障害者扶養保険事業収入
保険料 収入
保険金
特別糸合付金
弔慰金
信託運 用収入
扶養保 険資金戻入

年金担イ呆貸付事業収入
年金担 保貸付金利 ,自

労災年金 担保貸付事業収入
労災年 金担保貸付金利,息

承継債権 管理回収業務収入
承継債 権貸付金利′忌
手数料 収入

利,日、収ヌ、
有価証券 等売却収入
雑収入

―|

17,673

9,142
9,142

27,365

34&,348

175
97

687

』 4

2,979

124,728

124,728

320,699

195,414

124,723

524

37

6

171,543

46,474

61,847

360

1

2,688

60,172

2

226

112

5

22772

0

414,044
414,012

32

8,568

14

21,288

133,869

9,142

124,728

27,365

343,348

175
97

8,678
320,699
195,414

124,723

524

37

171,543

46,474
61,847

360
1

2,688

60,172

22,655

363
414,044
414,012

32
8,829

1鮒
支出

福祉医療 貸付事業費
支払禾U息
業務委託費
債券発 行諸費

社会福れL事業IFx興 事業費
社会福有[振興助成金
退職手当共済事業費

退職手 当給付金
退職手 当給付費支払資金繰入

心身障害者扶養保険事業費
支払イ呆険料
年金給付保険金
弔慰金 給付保険金
特別弔慰全給付金
扶養保 険資金繰入

年金担保貸付事業費
支払禾り息
業務委託費
債券発行諸費

労災年金担保貸付事業費
業務委託費

業務経費
福祉医療貸付業務経費
経営1旨 導業務経費
福祉保健医療情報サービス業務経費
社会福 祉事業振興業務経費
社会福祉振興助成業務経費
退職手 当共済業務経費
心身障害者扶養保険業務経費
年全担保貸付業務経費
労災年 金担保貸付業務経費
承継債権管理回収業務経費

一般管理 費
人件費

斗

361,923

360,209

844
870

¶

1

171,543

46,474

60,172

360

1

64,535

2791

40

37

75

8

17,318

554
2,112

361,923
360,209

844
870

6,818

9,142

445,426
444,937

489
171,543

46,474
60,172

360

1

64,535

21,005

11,496

8,916

5931

翻

４，
………‐
嘲
硼
瀾
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[人件費の見積り]

期FB5中 総額 11,509百 万円を支出する。

但し、上記の金額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当及び時間外勤務手当に相当する範囲の費用である。

[運営費交付金の算定ルール]

1-般 勘定については、次の算定方法を用い算出する。

運営費交付金=(人件費+経費)× α+退職手当―自己収入 +当年度の所要額計上経費+特殊要因

2共済勘定及び保険勘定については、一括して次の算定方法を用い算出する。

運営費交付金=(人件費+経費)× α+退職手当―自己収入 +特殊要因

α:効 率化係数 (毎年度の係数については予算編成時に具体的な数値を定める。)

・人件費 =A× β×ν

A:直前の年度における基本給等 (基本給+諸手当+時間外手当)+公務災害補償費+雇用保険料+労災保険料+健康保険料

負担全+介護保険料負担金+厚生年全保険料負担全+厚生年金基金掛金負担金+国家公務員等共済組合長期給付負担金
+児童手当拠出金

β:昇給原資率(毎年度の係数については予算編成時に具体的な数イ直を定める。)

ν:給与改定率(毎年度の係数については予算編成時に具体的な数値を定める。)

退職手当の金額は、毎年度の予算編成時に必要額を算出する。

退職一時全及び厚生年金基金の積立不足解消のための掛金を含む厚生年金基金への払い込み掛金の財源は、一般勘定、共済

勘定及び保険勘定については、運営費交付金によつて措置されるものとする。

・経費=(業務経費+一般管理費)× δ

業務経費は、所要額計上経費を除く。

δ 消費者物価指数 (毎年度の係数については予算編成時に具体的な数値を定める。)

自己収入=経営指導事業収入+雑収入等

雑収入は、社会福祉振興助成事業に係る助成金の返還金を除く,

・所要額計上経費 :社会福祉事業に関する調査研究、知識の普及及び研修に係る経費

特殊要因 :法令改正等に伴い立、要となる措置又は現時点で予演」不可能な事由により発生する資金需要であって、毎年度の予算編成

過程において決定する。

[注 記]

前提ルール

・昇給原資率 (β )、 給与改定率(γ )及 び消費者物価指数 (δ )の伸び率を0と して推定。

効率化係数 (α )は、平成19年度予算における運営費交付金対象見合い経費に対し中期計画最終年度 (平成24年度)が 155%の 肖」減
になるようt各事業年度毎に具体的な数値を定める。

中期計画予算においては、平成19年度予算に対し以下の数値を仮置きし試算する。

=計
,o年 膚 平成 21年 唐 平成 22年 庁 軍成 21年慮 ■計 24年 唐
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収支計画

平成20年 度～平成24年度のll■支計画

(注 1)承継教育資金貸付けあっせん勘定は、「独立行政法人整理合理化計画」(平成19年 12月 24日 閣議決定 )に 基づき平成20年度から業務を休止することとしている。

(注 2)長 寿 子 育て 障害者基金勘定は、平成21年 度をもつて廃上し、平成22年度から一般勘定において経理を行い事業を実施することとしている.

(注3)計数は原則としてそれぞれ四捨五入によつているので、端数において合計とは合致しないものがある.

区    別

金 額

一 般 勘 定 て  障 害 嗜 共 済 勘 険  勘
担

勘

金

付
拒

定

金

勘

年

付

災

貸

労

保
承継 債 権 管 理
回 収 勘 気

承 継 教 育

“
金 貸 付 け あレ 計

費用の部

経常費用

福祉医 療貸付業務費
借入 金利′息

債券 禾憶

債券 発行諸費
業務 委託費
福祉 医療貸付業務経費
貸倒 31当金繰入

経営才旨導業務費

経営 指導業務経費
福祉保 健 跛 情報サービス業務費

福祉 保健麟 情報サービス業務経費
社会福 祉事業振興業務費

社会 福祉事業振興事業費
社会 福祉事業振興業務経費

社会福 祉振興助成業務費
社会 福祉振興助成費
社会 福祉振興助成業務経費

退職手 当共済業務費
退職 手当給付金
退職 手当共済業務経費

心身障 害者扶養保は 務費
支払 保険料

給付 金

心身 障害者扶養保険業務経費
年金担 保 貸付業務費

借入 金利忠

債券 租

債券 発行諸費

業務 委託費
年金 IE保貸付業務経費
貸倒 引当金繰入

労災年 全担保貸付業務費
業務 委議

労災年 金担保貸付業務経費
貸倒 引当金繰入

承継債 権 管理回収業務費
承糸迷債権管理回収業務経費

一般管理 費

減価償却 費

人件費
臨時損失

退職手 当給付費支払資金繰入
心身軍害者扶養保険責任準備金繰入

収益の部

運営費交付 金収益

福祉医療貸 仕事業収入

経営指導事 業収入

福祉保健 医療情報サービス事業収入
基金事業運 用収入

退職手当共 済事業収入

樹金

給付費支払資金運用等17入

心身障害者扶養保険事業収入

受取保険料

保険金
金銭の信 託運用益

年金担保貸 付事業収入

労災年金担 保貸付事業収入
承継債権管理回収業務収入

年全住宅資金等貸付金利 息
手数料 lFt入

補助金等収 益

社会福祉振動 成費補助金収益
国庫補助 全収益

都道府 県補助金収益
利子補給 金収益

資産見返運 営費交付金戻入

財務収益

受取利雇

雑益
臨時利益

貸倒引当金戻入益
退職手 当給付費支払資金戻入益
心身障害者扶養保険責任準備金戻八益

前中期 日標 期間繰越積立金取崩額

331.801

6,081

346,231

444,937

司

107,265

46,474

593

‐

‐

‐

３６６
‐

‐

‐

‐

‐

＝

―

―

―

―

＝

376,07C

331,801
34,00C

843

佃
０８‐
　
３９８
　
２３５
９２５
帥
‐０７
３９４
”
２５２
５５２

444,937

608
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酬

珊

珊

珊

珊

¶

４
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‐

４
…
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資金計画
平成20年度～平成24年度の資金計画

(注 1)承継教育資金貸付けあっせん勘定は、「独立行政法人整理合理化計画」(平成19年 12月 24日 閣議決定 )に基づき平成20年 度から業務を休止することとしている。
(注2)長 寿 子育て 障害者基金勘 t‐は、平成21年 rk● をもって廃上し、平成22年 度から一般勘定において経理を行い事業を実施することとしている.

(注3)計 数は原 長1としてそれぞれ四捨五 入によっているので、端数において合計とま合致しないものがある.

区

金 額

般  勘

子
害

勧

計
一
（

長

て

〓
共 済 働 県 険 勘

保

定

担

勘
金
付 保

定
後
勘

好
付

労貸 籠
勘

縮
収

承
回

葬い「

構
貸

′
資金支出

業務活動 による支出
福祉医療 貸付事業費
福祉医療貸付金による支出
社会福祉事業振興事業費
社会福祉振興助成金による支出
退職手 当共済事業費
心身障害者扶養保険事業妻
年金担保貸付事業費
年金fP保貸付金による支出
労災年金拒保貸付事業費
労災年金担保貸付金による支出
人件費支 出

経営オ旨導業務費
その他の業務支出
国庫納付金の支払額

投資活動 による支出
譲渡1■預金の預入による支出
金銭の信託の増加による支出
有価証券の取得による支出
財政融資資金預託金の増力0による支出

財務活動による支出
長期借 入金の返済による支出
短期借 入金の返済による支出
債券の償還による支出
政府出資の払戻による支出

次期中期 目標の期間への繰越金

資金収入

業務活動 による収入

福祉医療 貸付事業収入
福祉医療貸付回収金による収入
経営指導事業収入
福祉保健医療情報サービス事業収入
基金事業運用収入
退職手当共済事業収八
心身寧害者扶養保険事業収入
年金lE保貸付事業収入
年金担保貸付回収金による収入
労災年金担保貸付事業収入
労災年全担保貸付回収金にょる収入
承継債権 管理回収業務収入
承継融資業務収入
承継教育 資金貸付けあつせん業務収入
運営費交付金収入

補助金等収入

その他の業務収入

投資活動 による収入

譲渡性預金の払出による収入
金銭の信託婉 少による収入

有価証券 の償還による収入
有価証券の売却による収入
財政融資資金預託金の減少による収入

財務活動による収入

長期借入れによる収入

短期借入れによる収入

債券の発行による収入
前 期 中 期 日檬 の期 間 ■いの 縄 級

^

2.058.96]

361,92(

1,393,481

40,000

3,770′ 941

1,802,440

343,348

36,5071

2,6.:::|

19:
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448′ 340
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24:|::il

J

299

∬|

,AI

1 14188〔

1 11840C
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1,529,255

1,144,623
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1,121.851

珊

28.253

倒

―

―

＝

―

―

Ｉ

Ｊ

1,743,454

1,364,80C

1342259

414,044

5.559,622

6,818

9,142
444,937

107.008

21,005

158

14,495

29,196

1,748,542

1,484,196

54,500

1,467,114

297,000

9,210,231

4,885,516
343,348

1,403,702.
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資料1-2-

独立行政法人福祉医療機構業務方法書変更の概要

今回の業務方法書の変更は、以下の点につき変更を行うものである。

1.平成 22年度予算に合わせて福祉医療貸付事業の融資条件等の変更に係る改正

2.基金の廃止に係る改正

(平成 22年 4月 1日施行)

1.福祉医療貸付事業の融資条件等の変更に係る改

◆共同生活介護事業所及び共同生活援助事業所に係る貸付金の使途の拡大

共同生活介護事業所 (ケアホーム)及び共同生活援助事業所 (グループホーム)について、

経営資金を貸付対象に力oえる。

【第6条関係】

【新〕 【lB】

貸付金の使途

○建築資金

○設備備品整備資金

○土地取得資金

○経営資金

○建築資金

○設備備品整備資金

○土地取得資金

◆ユニ ッ ト型特別養護者人ホームの償還期間等の延長

ユニット型特別養護者人ホーム (耐火構造)の償還期間及び据置期間を延長するのに伴し

設置・整備資金及び土地取得資金の償還期間及び据置期間を次表のとおり改める。

【第 16条関イ系】

償還期間 25年以内 20年以内

据置期間 3年以内 2年以内

◆障害者自立支援法における経過措置期間中の障害者関係施設の貸付金の限度額の

弓|き下げ

障害者自立支援法附貝」第41条第 1頂、第48条及び第58条第 1頂の規定により、なお

従前の例により運営をすることができることとされた身体障害者更生援護施設、精神17‐害者

社会復帰施設及び知的障害者援護施設に係る貸付金の限度額を次表のとおり改める。

【第 17条、附貝」第 6条及び第 7条関係】
一一
一一一

一
一
一一・ ■li=■■1111■

■● ●  1■ ■1

●■■■
=
【|口】1■■■■

貸付金の限度額 100分の 70 100分の 75

※ 地震防災対策のための改築又は改修事業等並びに石綿の除去等のための整備事業に係る貸付金

の限度額については、従前どおり「100分の 80」 とする。
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◆石綿除去等のための整備事業等に係る優遇措置 (継続要求 )

平成 21年度までとされていた「石綿除去等のための整備事業等に係る貸付対象施設及び

貸付金の限度額の特例」を次表のとおり延長する。

【附貝」第5条及び第 7条関係】

:区分 【新】 【1日】

優遇措置の適用期PB5 平成 22年度まで 平成 21年度まで

◆金融機関との取引状況悪化に係る経営安定化資金の優遇措置 (継続要求 )

平成 22年 3月 31日までとされていた「金融機関との取31状況の変化で資金繰りに困難

を来している病院へ貸し付ける貸付金に係る償還期間及び貸付金の限度額の特例」を次表の

とおり延長する。

【附貝」第 15条関係】

区 分 【新】 【1日】

優遇措置の適用期間 平成 23年 3月 31日 まで

◆定期借地権利用による整備促進特別対策事業 に係 る貸付金の使途等の特例

対象期間である平成24年 3月 31日 までの事業として、介護職員処遇改善等臨時特例基

金管理運営要領に規定する定期借地権利用による整備促進特別対策事業のための貸付けに係

る貸付金については、次表のとおりとする。

【附員」第 24条関係】

貸付金の

使途

【新】 【1日】

金
　
途

付
　
使

貸
　
の

土地取得資算 定期借地橿設定に際して土地

土地取得資金所有者に支払われた一時金 (賃料の前払いと
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2.基金の廃上に係る改

◆助成対象事業及び対象者を次表のとおり改める。

【第 32条関係】

|||||111【新】■111 :【 lB】

社会福祉振興事業を行う者に対する助成の対象となる者

は、社会福祉を振興するための事業であって、次に掲げ

るものを行う者とする。

① 社会福祉の振興に資する創意工夫ある事業又は全国

若しくは広域的な普及等を念頭に施策寺を補完若し

<は充実させる事業

② 社会福祉諸制度の対象外のニーズその他地域の様尺

な福祉ニーズに対応した地域に密着した事業

③ 障害者スポーツを通じ障害者の社会参加を促進する

美

社会福祉振興事業を行う者に対する助成の対象となる者

は、社会福祉を振興するための事業であって、次に掲げ

るものを行う者とする。

① 高齢者又は障害者の総合的在宅福祉事業及び生きが

い・健康づくり事業の推進を図るための事業

② 高齢者又は障害者のための地域の福祉・介護基盤整

備事業、社会参力B促進事業及び緊急に充実を図る麟

③ 子育て支援事業及び青少年の非行防止・健全育成事

業の推進を図るための事業

④ 障害者スポーツの支援事業の推進を図るための蔓業

⑤ その他社会福祉事業の振興上鰤要と認められる事業

◆助成を適正に行うために設置する委員会を次表のとおり改める。

【第 33条関係】

:|:111111111:Iす|■ |||■|||
基金事業審査・評価委員会

◆調査研究等の業務を次表のとおり改める。

【第 36条関係】

|■r尋●■■|■ 1■■■|

社会福祉事業に関する調査研究、矢B識の普及及び研修の

業務は、次に掲げる業務とする。

① 社会福祉の振興に資する8‐J意ェ塞ある事茎又は全国

若しくは広域的な普及等を念頭に施策等を補完苦し

くは充実させる事業の推進を図るために必要な調査

研究等

② 社会福祉諸制度の対象外のニースその他地域の様々

を図るために必要な調査研究等

③ 障害者スポーッを通帷 害者の社会参加を促進する

事業の推進を図るために必要な調査研究等

社会福祉事業に関する調査研究、知識の普及及び研修の

業務は、次に掲げる業務とする。

① 高齢者又は障害者の総合的在宅福祉事業及び生きが

しヽ・健康づくり事業の推進を図るために必要な調査

研究等

② 高齢者又は障害者のための地域の福祉・介護基盤整備

ある在宅福祉の推進を図るために必要な調査研究等

③ 子育て支援事業及び青少年の非行防止・健全育成事

④ 障害者スポーツの支援事業の推進を図る生のに必要

な調査研究等

⑥ その他社会福祉事業の振興上必要と認められる調査

研究等

◆その他所要の改正を行う。
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独立行政法人福祉医療機構業務方法書 新旧対照表 (改正部分のみ )

(貸付金の使途)

6条 第 4条第 1項の表のアから夕までに掲げる施設に対する貸付金の使
途は、当該施設の設置、整備又は経営に必要な資金 (同項の表のサに掲げ

る施設のうち有料老人ホーム、高齢者総合福祉センター及び在宅介護サー

ビスセンターについては、経営に必要な資金を除く。また、同項の表のサ

に係る「貸付けの相手方Jの欄のオに掲げる者が行 う事業に係る施設につ

いては、当該施設の消防用設備を設置するために必要な設置・整備資金に

限る。)で次の各号に掲げるものとする。ただし、旧債返済資金又は転貸

資金は融通しない。

(1)設置 。整備資金

ア 建築資金

イ 設備備品整備資金

ウ 施設の用に供するための土地取得資金

(2)経営資金

施設の経営に必要な資金

2・ 3 (略 )

(償還期間及び据置期間)

16条 第 4条の規定による貸付金の償還期間は、次の各号に定めるところ
によるものとする。
一 設置 。整備資金

ア 耐火構造による建築資金 (附帯施設等の整備資金を含む。 )

(ア)第 4条第 1項の表のアから夕までに掲げる施設及び同条第 4項
に掲げる事業 25年以内

(イ )通 所等施設及び在宅サービス事業 15年以内

イ 耐火構造以外による建築資金 (附帯施設等の整備資金を含む。)15
年以内

ウ 設備備品整備資金

(ア)第 4条第 1項の表のアからスまでに掲げる施設、通所等施設、

在宅サービス事業及び同条第 4項に掲げる事業 15年以内

(イ )第 4条第 1項の表のセに掲げる施設、高齢者総合福祉センター

及び在宅介護サービスセンター (以下「特定民間福祉施設」とい う。)

(貸付金の使途 )

6条 第 4条第 1項の表のアから夕までに掲げる施設に対する貸付金の使
途は、当該施設の設置、整備又は経営に必要な資金 (同項の表のサに掲げ
る施設の うち共同生活介護又は共同生活援助を行 う事業に係る施設、有料
老人ホーム、高齢者総合福祉センター及び在宅介護サービスセンターにつ

いては、経営に必要な資金を除く。また、同項の表のサに係る「貸付けの

相手方」の欄のオに掲げる者が行 う事業に係る施設については、当該施設
の消防用設備を設置するために必要な設置 。整備資金に限る。)で次の各

号に掲げるものとする。ただし、1日債返済資金又は転貸資金は融通 しない。
(1)設置・整備資金

ア 建築資金

イ 設備備品整備資金

ウ 施設の用に供するための土地取得資金

(2)経営資金

施設の経営に必要な資金

2・ 3 (略 )

(償還期間及び据置期間)

16条 第 4条の規定による貸付金の償還期間は、次の各号に定めるところ
によるものとする。
一 設置 '整備資金

ア 耐火構造による建築資金 (附帯施設等の整備資金を含む。 )

(ア)第 4条第 1項の表のアから夕までに掲げる施設及び同条第 4項
に掲げる事業 20年以内

(イ )通 所等施設及び在宅サービス事業 15年以内
イ 耐火構造以外による建築資金 (附帯施設等の整備資金を含む。)15

年以内

ウ 設備備品整備資金

(ア)第 4条第 1項の表のアからスまでに掲げる施設、通所等施設、
在宅サービス事業及び同条第 4項に掲げる事業 15年以内

(イ )第 4条第 1項の表のセに掲げる施設、高齢者総合福祉センター

及び在宅介護サービスセンター (以下「特定民間福祉施設」という。)

1日
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1日

5年以内
工 施設の用に供するための土地取得資金

(ア)第 4条第 1項の表のアから夕までに掲げる施設及び同条第 4項
に掲げる事業 25年以内

(イ )通 所等施設及び在宅サービス事業 15年以内
二 経営資金

施設の経営に必要な資金 5年以内

2 前項の規定による貸付金の据置期間は、次の各号に定めるところによる

ものとする。

一 設置・整備資金

ア 設置・整備資金 (特定民間福れL施設に係る設備備品整備資金を除く。)

3年以内 (ただ し、償還期間が 5年以内の貸付けについては、 1年以
内とする。 )

イ 特定民間福祉施設に係る設備備品整備資金 6月 以内
二 経営資金 6月 以内

(貸付金の限度額 )

17条 貸付金の限度額は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 第 4条第 1項の表のアからスまでに掲げる施設及び同条第 4項に掲げ

る事業については、次のいずれか低い額とする。
ア 第 4条第 1項の表のア、ウ、工、オ、キ、ク、コ、土及びシに掲げ

る施設及び同条第 4項に掲げる事業については所要資金の100分の75

(別表 9に掲げる社会福祉事業施設については100分 の80、 独立行政法
人国立病院機構法施行令 (平成15年政令第516号)附則第21条第 1項第
1号、第 2号又は第 4号の規定により、独立行政法人国立病院機構か
ら国立病院等 (独立行政法人国立病院機構法 (平成 14年法律第191号 )

附則第16条の規定による改正前の厚生労fJl省設置法 (平成11年法律第
97号)第 16条第 1項に規定する国立病院又は国立療養所をいう。以下
同じ。)の用に供 されている資産を減額 した価額で譲渡を受ける場合
の資産の貸付けについては100分 の100)、 旧法に規定する知的障害者
援護施設、 |□ 法に規定する身体障害者更生援護施設、旧法に規定する
精神障害者社会復帰施設及び特定有料老人ホームについては所要資金
の100分の70

ウ 担保による貸付けについては、その担保評価額の100分の70

5年以内
工 施設の用に供するための土地取得資金

(ア)第 4条第 1項の表のアから夕までに掲げる施設及び同条第 4項
に掲げる事業 20年以内

(イ )通 所等施設及び在宅サービス事業 15年以内
二 経営資金

施設の経営に必要な資金 5年以内
2 前項の規定による貸付金の据置期間は、次の各号に定めるところによる
ものとする。
一 設置 。整備資金

ア 設置。整備資金 (特定民間福祉施設に係 る設備備品整備資金を除く。)

2年以内 (た だし、償還期間が 5年以内の貸付けについては、 1年以
内とする。 )

イ 特定民間福祉施設に係る設備備品整備資金 6月 以内
二 経営資金 6月 以内

(貸付金の限度額 )

17条 貸付金の限度額は、次の各号に掲げるとお りとする。
一 第 4条第 1項の表のアからスまでに掲げる施設及び同条第 4項に掲げ

る事業については、次のいずれか低い額とする。
ア 第 4条第 1項の表のアからシまでに掲げる施設及び同条第 4項に掲

げる事業については所要資金の100分 の75(別表 9に掲げる社会福祉事
業施設については100分 の80、 独立行政法人国立病院機構法施行令 (平
成15年政令第516号)附則第21条第 1項第 1号、第 2号又は第 4号の規
定により、独立行政法人国立病院機構から国立病院等 (独立行政法人
国立病院機構法 (平成14年法律第 191号)附則第16条の規定による改正
前の厚生労働省設置法 (平成11年法律第97号)第 16条第 1項に規定す
る国立病院又は国立療養所をい う。以下同 じ。)の用に供されている
資産を減額 した価額で譲渡を受ける場合の資産の貸付けについては
100分 の100)、 特定有料老人ホームについては所要資金の100分の70

イ 担保による貸付けについては、その担保評価額の100分 の70



1日

二・三  (略 )

第 4章 助成及び調査研究等

(助成対象事業及び対象者 )

32条 機構法第12条第 1項第 7号の規定に基づく社会福祉振興事業を行 う

者に対する助成 (以下 「助成」という。)の対象となる者は、社会福祉を

振興するための事業であつて、次の各号に掲げるものを行 う者 (国及び地

方公共団体を除く。)と する。
一 社会福祉の振興に資する創意工夫ある事業又は全国若 しくは広域的な

三 社会福祉諸制度の対象外のニーズその他地域の様々な福祉ニーズに対

応 した地域に密着 した事業

二 障害者スポーツを通 じ障害者の社会参加を堡進する事業

(社会福祉振興助成事業審査・評価委員会 )

33条 助成を適正に行 うため、機構に社会福祉振興助成事業審査・評価委

量全 (以 下この条において「委員会」という。)を置く。
2 機構は、助成を行お■とする場合には、あらかじめ、助成対象の採択に
ついて委員会に諮 り、その決定を尊重 してこれをしなければならない。

3 委員会は、前項に定めるもののほか、理事長の諮問に応 じ、事業評価等
の助成に係る重要事項を調査審議する。

4 前 3項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項に
ついては、機構が別に定めるものとする。

(助成要綱 )

34条 前 2条に定めるほか、助成に関し必要な事項については、別に助成
要担を定める。

二・三  (略 )

第 4章 助成及び調査研究等

(助成対象事業及び対象者 )

32条 機構法第12条第 1項第 7号の規定に基づく社会福祉振興事業を行 う

者に対する助成 (以下 「助成」とい う。)の対象となる者は、社会福祉を

振興するための事業であつて、次の各号に掲げるものを行 う者 (国及び地
方公共団体を除く。)と する。
一 高齢者又Jま障害者の総合的在宅福祉事業及び生きがい 。健康づくり事
業の推進を図るための事業

三 高齢者又は障害者のための地域の福祉・介護基盤整備事業、社会参加

促進事業及び緊急に充実を図る必要のある在宅福祉の推進を図るための

事業

三 子育て支援事業及び青少年の非行防止 。健全育成事業の推進を図るた
めの事業

四 障害者スポーツの支援事業の推進を図るための事業
五 その他社会福祉事業の振興上必要 と認められる事業
(基金事業審査・評価委員会)

33条 助成を適正に行 うため、機構に基金事業審査・評価委員会 (以 下こ
の条において 「委員会」という。)を置く。

2 機構は、助成金を交付しようとする場合には、あらかじめ、交付対象の

採択について委員会に諮 り、その決定を尊重 してこれをしなければならな
い 。

3 委員会は、前項に定めるもののほか、理事長の諮間に応 じ、事業評価等
の助成に係る重要事項を調査審議する。

4 前 3項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項に
ついては、機構が別に定めるものとする。

34条 前 2条に定めるほか、助成金の交付に関し必要な事項については、
別に交付要綱を定める。

(交付金交付要綱 )

28条の 8

する法律 (平成 5年法律第38号)第 13条の規定に基づく交付金の交付に関
し必要な事項については、別に交付要綱を定める。

削 除
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1日

(調査研究等の業務 )

36条 機構法第12条第 1項第 8号の規定に基づく社会福祉事業に関する調
査研究、知識の普及及び研修 (以下 「調査研究等Jと いう。)の業務は、

次の各号に掲げる業務 とする。
一 社会福祉の振興に資する創意工夫ある事業又は全国若 しくは広域的な

普及笠を全頭に施策笠を狙完若 しくは充実させる事業の推進を図るため

に必要な調査研究等

三 社会福祉諸制度の対象外のニーズその他地域の様々な福祉ニーズに対

応 した地域に密着 した事業の推進を図るために必要な調査研究等

三 障害者込どァツを通 じ障害者の社会参加を促進する事業の推進を図る

附 則

(貸付対象施設の特例)

5条 平成20年度から平成22年度までの間において、第 4条第 1項の表の
「貸付対象施設」の欄のオ中 「老人福祉施設 (軽費老人ホームのうちA型
及びB型並びに老人福祉センターを除く。)」 とあるのは 「老人福祉施設
(老人福祉センターを除く。また、軽費老人ホームの うちA型及びB型に

あつては、石綿の除去等のための整備事業、災害復 1日 のための整備事業及
び地震防災対策のための改築又は改修のための整備事業に限る。)Jと す
る。

(地震防災対策のための改築又は改修事業等に係る貸付金の限度額の特例)

6条 平成20年度から平成22年度までの間において、別表 8に掲げる木造施
設の整備事業であって、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事
業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第 4条第 1項及び第 3項又は
地震防災対策特別措置法 (平成 7年法律第HO号)第 4条第 1項及び第 3項
の規定により国の負担又は補助の特例の適用を受けて実施する改築又は改
修事業のために貸 し付ける貸付金及び災害復旧のための整備事業のために
貸 し付ける貸付金に係る第17条に規定する貸付金の限度額については、第17

条第 1号中「所要資金の100分 の75」 とあるのは「所要資金の100分の80」 と、
「旧法に規定する知的障害者援護施設、旧法に規定する身体障害者更生援護
施設、1目法に規定する精神障害者社会復帰施設及び特定有料老人ホームにつ

(調査研究等の業務 )

36条 機構法第12条 第 1項第 8号の規定に基づく社会福祉事業に関する調
査研究、知識の普及及び研修 (以下 「調査研究等」という。)の業務は、
次の各号に掲げる業務 とする。
一 高齢者又は障害者の総合的在宅福祉事業及び生きがい 。健康づくり事

業の推進を図るために必要な調査研究等
三 高齢者又は障害者のための地域の福祉・介護基盤整備事業、社会参カロ
促進事業及び緊急に充実を図る必要のある在宅福祉の推進を図るために
必要な調査研究等

三 子育て支援事業及び青少年の非行防止 。健全育成事業の推進を図るた
めに必要な調査研究等

四 障害者スポーツの支援事業の推進を図るために必要な調査研究等
五 その他社会福祉事業の振興上必要 と認められる調査研究等

附 則

(貸付対象施設の特例 )

5条 平成20年度及び平成21年度において、第 4条第 1項の表の 「貸付対
象施設Jの欄のオ中「老人福祉施設 (軽費老人ホームのうちA型及びB型
並びに老人福祉センターを除く。)」 とあるのは 「老人福祉施設 (老人福
祉センターを除く。また、軽費老人ホームの うちA型及びB型にあっては、
石綿の除去等のための整備事業、災害復旧のための整備事業及び地震防災
対策のための改築又は改修のための整備事業に限る。)Jと する。

(地震防災対策のための改築又は改修事業等に係る貸付金の限度額の特例)

6条 平成20年度から平成22年度までの間において、別表 8に掲げる木造施
設の整備事業であって、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事
業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第 4条第 1項及び第 3項又は
地震防災対策特別措置法 (平成 7年法律第110号 )第 4条第 1項及び第 3項
の規定により国の負担又は補助の特例の適用を受けて実施する改築又は改
修事業のために貸 し付ける貸付金及び災害復旧のための整備事業のために
貸 し付ける貸付金に係る第17条に規定する貸付金の限度額については、第 17

条第 1号中「所要資金の100分の75」 とあるのは「所要資金の100分 の80」 と、
「所要資金の100分の70」 とあるのは「所要資金の100分 の75」 と、第17条第
2号中「所要資金の100分 の70」 とあるのは「所要資金の100分 の80」 と、第
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1日

いては所要資金の100分の70Jと あるのは 「旧法に規定する知的障害者援護

施2J旦法に規定する身体障害者更生援護施設及び旧法に規定する精神障害
者社会復帰施設については100分 の80、 特定有料老人ホームについては所要
資金の100分の75Jと 、第17条第 2号中「所要資金の100分の70」 とあるのは
「所要資金の100分の80」 と、第17条第 3号中「所要資金の100分の70」 とあ

るのは 「所要資金の100分の75」 とする。

(石綿の除去等のための整備事業に係る貸付金の限度額の特例)

7条 平成18年度から平成22年度までの間において、石綿の除去等のため
の整備事業のために貸 し付ける貸付金に係る第17条及び第26条第 1項に規
定する貸付金の限度額については、第17条第 1号中「所要資金の100分の75」

とあるのは「所要資金の100分 の80」 と、「IЛ 法に規定する知的障害者援護
施設、旧法に規定する身体障害者更生援護施設、 l日 法に規定する精神障害
者社会復帰施設及び特定有料老人ホームについては所要資金の100分 の70J

とあるのは 「1日 法に規定する知的障害者援護施設、旧法に規定する身体障
害者更生援護施設及び旧法に規定する精神障害者社会復帰施設については

100分の8oゝ 特定有料老人ホームについては所要資金の100分の75」 と、第
17条第 2号中「所要資金の100分の70」 とあるのは「所要資金の100分の80J

と、第17条第 3号中 「所要資金の100分の70」 とあるのは 「所要資金の100

分の75」 と、第26条第 1項 中「所要資金の100分 の80以 内の額」とあるのは
「所要資金の100分の85以 内の額」とする。

2 平成19年度から平成22年度までの間において、病院の乙種増改築資金又
は診療所の増改築資金のうち、医療施設近代化施設整備事業 (医療施設の
患者療養環境の改善のための施設整備事業をいう。)の対象であつて、療
養病床を整備するものであり、かつ、石綿の除去等のための整備事業のた
めに貸 し付ける貸付金に係る第26条第 1項に規定する貸付金の限度額につ
いては、第26条第 1項及び前項の規定にかかわらず、所要資金の100分の90

以内の額 とする。

(金融機関との取引状況の悪化に係る経営安定化資金の特例 )

15条 平成21年 4月 21日 から平成23年 3月 31日 までの間において、経済情
勢の悪化による経営環境の変化により、一時的に資金不足を生 じている施
設のために貸 し付ける長期運転資金の うちの経営安定化資金 (金融機関と
の取引状況の変化で資金繰 りに困難を来している病院へ貸 し付ける貸付金
に限る。)に係る第25条に規定する償還期間及び第26条第 1項に規定する

17条 第 3号中 「所要資金の100分の70」 とあるのは 「所要資金の100分の75J

とする。

(石綿の除去等のための整備事業に係 る貸付金の限度額の特例 )

7条 平成18年度から平成21年度までの間において、石綿の除去等のため
の整備事業のために貸 し付ける貸付金に係る第17条及び第26条第 1項に規
定する貸付金の限度額については、第17条第 1号中「所要資金の100分の75」

とあるのは 「所要資金の100分 の80」 と、 「所要資金の100分の70」 とある
のは 「所要資金の1鯉全の亜上 と、第17条第 2号中「所要資金の100分の70」

とあるのは 「所要資金の100分 の80」 と、第17条第 3号中「所要資金の100

分の70」 とあるのは「所要資金の100分の75」 と、第26条第 1項中「所要資
金の100分の80以 内の額」とあるのは「所要資金の100分の85以内の額」と
する。

2 平成19年度から平成21年度までの間において、病院の乙種増改築資金又
は診療所の増改築資金のうち、医療施設近代化施設整備事業 (医療施設の
患者療養環境の改善のための施設整備事業をい う。)の対象であって、療
養病床を整備するものであり、かつ、石綿の除去等のための整備事業のた
めに貸 し付ける貸付金に係る第26条第 1項に規定する貸付金の限度額につ
いては、第26条第 1項及び前項の規定にかかわらず、所要資金の100分の90

以内の額とする。

(金融機関との取引状況の悪化に係る経営安定化資金の特例 )

15条 平成21年 4月 21日 から壬成22年 3月 31日 までの間において、経済情
勢の悪化による経営環境の変化により、一時的に資金不足を生 じている施
設のために貸 し付ける長期運転資金のうちの経営安定化資金 (金融機関と
の取引状況の変化で資金繰 りに困難を来 している病院へ貸 し付ける貸付金
に限る。)に係る第25条 に規定する償還期間及び第26条第 1項に規定する
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新 1日

貸付金の限度額については、第25条及び第26条第 1項の規定にかかわらず、

次のとお りとする。

償還期間 10年以内

貸付金の限度額 所要資金の額又は 7億 2千万円のいずれか低い

額

(定期借地権利用による整備促進特別対策事業に係る貸付金の使途生の特iFll)

124条 平成22年 4月 1日 から平成24年 3月 31日 までの間において、介護職

員処遇改善等臨時特例基金管理運営要領 (平成21年 8月 3日 老発0803第 1

号)に規定する定期借地権利用による整備促進特男1対策事業のための貸付

けに係る貸付金の使途、償還期間及び据置期間、貸付対象、貸付金の限度

額並びに利率については、第 6条、第16条、第22条、第23条、第26条及び

附則第22条中「土地取得資金」とあるのは 「土地取得資金 (定期借地権設

定に際 して土地所有者に支払われた一時金 (賃料の前払いとしr授受され
たものに限る。)を含む。)Jと する。

附 則 (平成22年●月● 日厚生労働大臣認可)

1条 この業務方法書の一部変更は、平成22年 4月 1日 から施行する。た

だし、第二§条の改正規程は平成22年 4月 1日 から施行 し、同旦以隆に貸J
契約を行う貸付けから適用する。

2条 この業務方法書の一部変更の施行の際機構が貸付けの申込みを受理

しているものについては、変更前の第17条の規定は、この業務方塗書 Q‐
部変更の流行後 |、 、なおその効力を有する^

貸付金の限度額については、第25条及び第26条第 1項の規定にかかわらず、
次のとおりとする。

償還期間 10年以内

貸付金の限度額 所要資金の額又は 7億 2千万円のいずれか低い

額
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資料1-2-③
平 成 15年 10月 1日

厚 生 労 働 大 臣 認 可

最終改正 平 成 22年 ● 月 ● 日

独立行政法人福祉医療機構業務方法書

目次

第 1章 総則 (第 1条 一第 3条 )

第 2章 福祉医療貸付事業

第 1節 福祉貸付事業 (第 4条―第 21条 )

第 2節 医療貸付事業 (第 22条 ―第 29条 )

第 3章 経営の診断及び指導 (第 30条・第 31条 )

第 4章 助成及び調査研究等 (第 32条 ―第 36条 )

第 5章 退職手当共済事業 (第 37条 ―第 39条 )

第 6章 心身障害者扶養保険事業 (第 40条・第 41条 )

第 7章 福祉及び保健医療に関する情報の提供等 (第 42条 。第 43条 )

第 8章 年金担保貸付事業及び労災年金担保貸付事業 (第 44条 ―第 49条 )

第 9章 業務の受託及び委託の基準 (第 50条 ―第 55条 )

第 10章 競争入札その他契約に関する基本的事項 (第 56条 )

第 11章 補則 (第 57条 )

附則

第 1章 総 則

(目 的 )

第 1条  この業務方法書は、独立行政法人通則法 (平成 11年法律第 103号。以下 「通則法」とい

う。)第 28条第 1項の規定に基づき、独立行政法人福祉医療機構 (以下「機構」とい う。)の業務

の方法について、基本的事項を定め、もつてその業務の適正な運営に資することを目的 とする。

(業務の執行 )

第 2条 機構の業務は、通則法、独立行政法人福祉医療機構法 (平成 14年法律第 166号。以下 「機

構法」 とい う。)その他の関係法令によるほか、この業務方法書に定めるところにより行 う。

(業務運営の基本方針 )

第 3条 機構は、社会福祉事業施設及び病院、診療所等の設置等に必要な資金の融通並びにこれ ら

の施設に関す る経営指導、社会福祉事業に関す る必要な助成、社会福祉施設職員等退職手当共済

制度の運営、心身障害者扶養保険事業の実施、福祉及び保健医療に関する情報提供 により、福祉

の増進並びに医療の普及及び向上を図 るものとす る。

2 機構は、前項に規定するもののほか、厚生年金保険制度、国民年金制度及び労働者災害補償保

険制度に基づき支給 され る年金たる給付の受給権 (以 下 「年金受給権」 とい う。)を担保 として

小日の資金の貸付けを行 う。

3 機構は、厚生労働大臣の認可を受けた中期計画 (当 該計画を変更 した場合にあつては、変更の

認可を受けた中期計画)に よるほか、通則法、機構法その他の関係法令の定めるところにより、

業務の適正かつ効率的運営を期す るとともに、その透明性の確保に努めるものとす る。

4 機構は、厚生労働省及びその他の関係機関と緊密な連携を保ち、その業務 を適正かつ効率的に運
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営するものとする。

第 2章 福祉医療貸付事業

第 1節 福祉貸付事業

(貸付対象)

第 4条 機構法第 12条第 1項第 1号の規定に基づく貸付けの対象となる社会福祉事業施設は、次の

表の 「貸付対象施設」の襴に掲げる施設とし、貸付けの相手方は、同表の「貸付対象施設Jの区分

に応 じ「貸付けの相手方」の欄に掲げる者 とする。

設施象対付貸 貸付けの相手方

ア 生活保護法 (昭和 25年法律第 144号 )に規定する保護

施設

イ 障害者 自立支援法 (平成 17年法律第 123号 )附則第

58条 第 1項の規定によりなお従前の例により運営をす る

ことができることとされた同項に規定する知的障害者援

護施設 (以下 「旧法に規定する知的障害者援護施設」 と

い う。 )

ウ 売春防止法 (昭和 31年法律第 H8号)に規定する婦人

保護施設

ア 社会福祉法人

イ 日本赤十字社

工 児童福祉法 (昭 和 22年法律第 164号 )に規定する児童

福祉施設

ア 社会福祉法人

イ 日本赤十字社

ウ ー般社団法人又は一般財団法人

工 宗教法人

オ 老人福祉法 (昭和 38年 法律第 133号)に規定する老人

福祉施設 (軽費老人ホームの うちA型及び B型並びに老

人福祉セ ンターを除 く。 )

力 障害者 自立支援法附則第 41条第 1項の規定によりなお

従前の例により運営をすることができることとされた同

項に規定する身体障害者更生援護施設 (以下 「旧法に規

定す る身体障害者更生援護施設」 とい う。 )

キ 身体障害者福祉法 (昭 和 24年法律第 283号)に 規定す

る身体障害者社会参カロ支援施設

ク 母子及び寡婦福祉法 (昭和 39年法律第 129号)に規

定す る母子福祉施設

ア 社会福祉法人

イ 日本赤十字社

ウ ー般社団法人又は一般財団法人

工 独立行政法人福祉医療機構法施行

令 (平成 15年政令第 393号。以下
「施行令」 とい う。)第 2条 第 1号

に規定する医療法人 (当 分の間に限

る。 )

ケ 障害者 自立支援法附則第 48条の規定によりなお従前の

例により運営をすることができることとされた同条に規

定す る精神障害者社会復帰施設 (以下 「I日 法に規定す る

精神障害者社会復帰施設」 という。 )

ア 社会福祉法人

イ 日本赤十字社

ウ 医療法人

エ ー般社団法人又は一般財団法人

コ 障害者 自立支援法に規定する障害者支援施設 ア 社会福祉法人

イ 日本赤十宇社

ウ 施行令第 2条第 4号の 2に規定す る

一般社団法人又は一般財団法人

サ アからコまでに掲げるもののほか、社会福祉法 (昭 和

26年法律第 45号)第 2条第 2項及び第 3項に規定す る

社会福祉事業に係 る施設

ア 社会福祉法人

イ 日本赤十字社

ウ 施行令第 2条第 2号及び第 4号に

規定する医療法人

工 施行令第 2条第 4号及び第 4号の
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3に規定する一般社団法人又は一般

財団法人若 しくは同条第 7号 に規定

する小規模多機能型居宅介護事業を

行う法人 (一般社団法人又は一般財

団法人に限る。 )

特定非営利活動促進法 (平成 10年

法律第 7号)第 2条第 2項 に規定す

る特定非営利活動法人 (左欄に掲げ

る施設の うち、障害者 自立支援法第

5条第 10項に規定する共同生活介護

(以下第 6条において 「共同生活介

護」 とい う。)又 は同条第 16項 に規

定する共同生活援助 (以 下第 6条 に

おいて「共同生活援助」 とい う。 )

を行 う事業に係 る施設に限る。 )

シ 更生保護事業法 (平成 7年法律第 86号)に規定する

更生保護事業に係 る施設

ア 更生保護法人

イ ー般社団法人又は一般財団法人

施行令第 1条第 2号に規定する有料老人ホーム (以 下

「有料老人ホーム」 とい う。)であつて、厚生労働大臣

の定める基準 (平成 17年厚生労働省告示第 209号 )第
1号に該当す るもの (以下「特定有料老人ホーム」 とい

う。 )

社会福祉法人 (老人福祉法に規定す

る養護老人ホーム、特別養護老人ホー

ム又は軽費老人ホームを現に経営す る

者に限る。 )

有料老人ホームであって、厚生労働大臣の定める基準

(平成 17年厚生労働省告示第 209号 )第 2号に該当す

るもの

ア 社会福祉法人

イ ー般社団法人又は一般財団法人

ウ 営利を目的 とする法人 (入 居時

からねたきり等により常時介護を必要

とする者を、開設時より入居定員の

20パーセン ト以上受け入れることを

予定 し、かつ、入居後介護状態 となっ

た者が一時的に介護を受けるための居

室であって、特別養護者人ホームの設

備及び運営に関す る基準 (平成 H年
厚生省令第 46号 )第 11条第 3項第 1

号 (同 号イ、口、二及び りを除 く。 )

に定める居室の設備基準を満た したも

の (介護状態にある者が常時介護を受

けるための居室を含む。以下 「一時介

護室等」とい う。)の定員が 25パ ー

セン ト以上の有料老人ホームを設置

し、又は経営する者に限る。 )

工 施行令第 2条 第 5号の規定に基づ

き厚生労働大臣の定める次の者

(ア)健康保険組合、健康保険組合連

合会、国民健康保険組合、国民健
|

][  珀菫量
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(イ )農業協同組合、農業協同組合連

合会、農業協同組合中央会、消費

生活協同組合、消費生活協同組合

連合会、水産業協同組合 、労働組

合、中小企業等協同組合 (火 災共

済協同組合及び信用協同組合を除

く。 )、 中小企業団体 中央会、酒

造組合、酒造組合連合会、酒造組

合中央会 、酒販組合、酒販組合連

合会、酒販組合中央会、商工会議

所、生活衛生同業組合、生活衛生

同業組合連合会、商工組合、商工

組合連合会、内航海運組合、内航

海運組合連合会、商工会、商店街

振興組 合 、商店街振 興組合連合

会、森林組合及び森林組合連合会

(ウ)宗教法人

施行令第 1条第 3号に規定する施設であつて、地域に

おける公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する

法律 (平成元年法律第 64号。以下 「基盤整備促進法」

とい う。)第 16条 に規定する認定事業者が同条に規定

する認定計画 (当 該認定計画に従つて整備 される基盤整

備促進法第 2条 第 3項第 4号の有料老人ホーム延床面積

が当該認定計画に従つて整備 される同項の特定民間施設

全体の延床面積の 2分の 1以上であるものに限る。)に
従つて整備するもの (以 下 「高齢者総合福祉センターJ

とい う。 )

ア

イ

社会福祉法人

営利を目的 とする法人 (左欄に掲

げる有料老人ホームについて、入居

時か らねたき り等により常時介護を

必要 とする者を、開設時 より入居定

員の 20パ ーセン ト以上受け入れるこ

とを予定 し、かつ、一時介護室等の

定員が 25パ ーセン ト以上の有料老人

ホームを設置 し、又は経営する者に

限る。 )

一般社団法人又は一般財団法人施行令第 1条第 4号に規定する施設であって、基盤整

備促進法第 16条 に規定する認定事業者が同条に規定す

る認定計画 (当 該認定計画に従って整備 される基盤整備

促進法第 2条第 3項第 4号の有料老人ホームの延床面積

が当該認定計画に従つて整備 される同項の特定民間施設

全体の延床面積の 2分の 1以上であるものに限る。)に
従つて整備す るもの (以 下 「在宅介護サー ビスセンタ

ーJ とい う。 )

チ 老人福祉法第 5条の 2第 3項に規定する老人デイサー

ビス事業、同条第 4項 に規定する老人短期入所事業又は

同条第 6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事

業に係 る施設

法人 (社会福祉法人、 日本赤十字社

及び医療法人を除 く。 )

ツ 老人福祉法第 20条 の 2の 2に規定す る老人デイサー

ビスセンター又は同法第 20条 の 3に規定する老人短期

入所施設

法人 (社会福祉法人、 日本赤十宇

社、一般社団法人、一般財団法人及び

医療法人を除 く。 )

2 機構法第 12条第 1項第 5号の規定に基づく貸付けの対象となる事業は、次の各号に掲げる事業

(以 下「在宅サービス事業」という。)と し、貸付けの相手方は、当該事業を行 う者とする。

(1)身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につきその者の
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居宅において入浴、排せつ、食事等の介護を行 う事業 (次 号に掲げるものを除 く。 )

(2)身体上又は精神上の障害があることにより自ら入浴するのに支障がある者に対 し、その者の

居宅に浴槽を搬入 し、使用させる事業であつて、同時に入浴の介護を行 うもの

(3)主 として日常生活上の便宜を図るための用具 (専 ら身体上又は精神上の障害があることによ

り日常生活を営むのに支障がある者 (以下この号及び次項において 「要介護者」 とい う。)に使

用 させることを目的 として製作したものに限る。)を 要介護者又は要介護者の介護に係 る者に賃

貸 し、又は販売する事業であって、施行令第 6条第 3号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基

準に適合するもの

3 前項第 3号に規定する用具は、次の各号に掲げるものとす る。

(1)特殊寝台 (使用者の背部又は脚部の傾斜角度を調整する機能を有す るもの。 )

(2)車いす

(3)床ずれ防止マット

(4)そ の他前各号以外の用具で専ら要介護者に使用 させることを目的 として製作 したもの

4 機構法第 12条第 1項第 6号の規定に基づ く貸付けの対象となる事業は、次の各号に掲げる事業

とし、貸付けの相手方は、当該事業を行 う者 とする。

(1)社会福祉事業施設の職員等社会福祉事業に関する事務に従事す る者の研修事業

(2)社会福祉事業施設の職員等社会福祉事業に関する事務に従事する者の福利厚生事業

(3)そ の他社会福祉事業の振興上必要 と認められる事業

(貸付けの方法 )

第 5条 証書貸付を原則 とする。

(貸付金の使途 )

第 6条 第 4条第 1項の表のアから夕までに掲げる施設に対する貸付金の使途は、当該施設の設置、

整備又は経営に必要な資金 (同項の表のサに掲げる施設の うち有料老人ホーム、高齢者総合福祉セ

ンター及び在宅介護サー ビスセンターについては、経営に必要な資金を除く。また、同項の表のサ

に係 る「貸付けの相手方」の欄のオに掲げる者が行 う事業に係 る施設については、当該施設の消防

用設備を設置するために必要な設置 。整備資金に限る。)で次の各号に掲げるもの とす る。ただ し、

旧債返済資金又は転貸資金は融通 しない。

(1)設置・整備資金

ア 建築資金

イ 設備備品整備資金

ウ 施設の用に供するための土地取得資金

(2)経営資金

施設の経営に必要な資金

2 第 4条第 1項の表のチ及びツに掲げる施設 (当 該施設に対応する貸付けの相手方が設置 し、又は

経営するものに限る。以下 「通所等施設」 とい う。)並びに在宅サー ビス事業に対する貸付金の使

途は、当該施設又は当該事業の設置、整備ヌは経営に必要な資金で次の各号に掲げるものとする。

ただ し、旧債返済資金又は転貸資金は融通 しない。

(1)設置・整備資金

ア 建築資金 (賃借に要する資金を含む。 )

イ 設備備品整備資金

ウ 施設の用に供するための土地取得資金

(2)経営資金
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施設の経営に必要な資金

3 第 4条第 4項の規定による貸付金の使途は、第 1項第 1号 に掲げる資金 とす る。ただ し、 1日 債

返済資金又は転貸資金は融通 しない。

(利 率 )

第 7条  第 4条の規定による貸付金の利率は、厚生労働大臣が別に定めるところにより、機構法第

17条第 1項の規定に基づ く長期借入金の利率並びに独立行政法人福祉医療機構債券の利率及び発

行の価額 により計算 して得 られる当該債券の利回 りを勘案 して求め られる第 4条の規定による貸

付けに必要な資金の調達に係 る金利を基準として、その金利を下回 らない範囲内で、政策融資上

の必要性、銀行の貸付金利その他の事由を勘案 し、機構の理事長が定める。

(利子を徴 しない貸付金 )

第 8条 社会福祉法人が設置す る別表 1の左欄に掲げる施設であつて、その老朽の程度が次の各号

に定めるところにより算定 した数を連乗 して得た数が 4,500以 下であるものの整備事業のために、

昭和 42年度から平成 22年度までの間において当該社会福祉法人に対 し貸 し付ける貸付金につい

ては、前条の規定にかかわらず、利子を徴 しないもの とす る。ただ し、当該整備事業につき都道

府県又は市町村 (特別 区を含む。)の 補助が行われ、かつ、当該補助につき国の補助が行われる

ものである場合に限る。

一 別表 2の第 1項 か ら第 3項 までの各項の該当する欄の右端に掲げる数を合計 して得た数に、

根継ぎした柱が半数以上あるときは 08を 、半数未満あるときは 09を 、根継 ぎした柱がない

ときは 1を乗 じ、これに 50を 加算 して得た数

二 別表 3の第 1項か ら第 7項までの各項の該当する欄の右端に掲げる数を合計して得た数

三 別表 4の 第 1項か ら第 3項までの各項の該当す る欄の記号の組合せにより別表 5か ら得た係

数

2 社会福祉法人が設置する別表 1の左欄に掲げる施設であつて、その老朽の程度が前項各号に定

めるところにより算定 した数を連乗 して得た数が 5,500以 下であり、かつ、当該各施設の居室に

ついて、別表 1の右欄 に掲げる基準定員を満たす居室 とす るものの整備事業のために、平成元年

度か ら平成 22年度までの間において当該社会福祉法人に対 し貸 し付ける貸付金については、前条

の規定にかかわらず、利子を徴 しないものとす る。 この場合においては、前項ただ し書の規定を

準用する。

3 社会福祉法人が設置す る別表 1の左欄に掲げる施設であつて、次の各号のいずれかに該当す る

ブロック造 りのものの整備事業のために、昭和 57年度から平成 22年度までの間において当該社

会福祉法人に対 し貸 し付ける貸付金については、前条の規定にかかわらず、利子を徴 しないもの

とする。 この場合においては、第 1項ただし書の規定を準用する。

一 当該施設が昭和 35年以前に建築 されたもの

二 当該施設が建築 された年度から起算 した当該施設に係 る経過期間が、別表 6に 定める年数を

超えない期間内に老朽化 したもの。 この場合において、その老朽の程度は、別表 7に 定めると

ころにより算定 して得た現存率が 70パ ーセン ト以下のものとす る。

4 社会福祉法人が設置する別表 1の左欄に掲げる施設であつて、その老朽の程度が別表 7に 定め

るところにより算定 して得た現存率が 70パーセン ト以下である鉄筋造 りのものの整備事業のため

に、平成 2年度から平成 22年度までの間において当該社会福祉法人に対 し貸 し付ける貸付金につ

いては、前条の規定にかかわ らず、利子を徴 しないもの とする。 この場合においては、第 1項た

だし書の規定を準用する。

第 9条 社会福祉法人が設置する社会福祉法第 2条第 2項及び第 3項に規定する社会福祉事業に係
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る施設 (専 ら当該施設の延床面積の 2分の 1以上が 10年以上経過 したものに限る。)の うち、地

方 自治法第 281条に規定する特別区、人口 10万 人以上の市又はその周
｀
辺における市であって都市

部における社会福祉施設の整備の促進について (平成 17年社援発第 1005011号 )に基づき設置さ

れているものであ り、かつ、当該地域の用地難の緩和を図るため、整備需要の高い障害者 自立支

援法に規定す る障害福祉サービス事業所及び障害者支援施設 と併せて設置するものの整備事業の

ために、当該社会福祉法人に対 し貸 し付ける貸付金については、第 7条 の規定にかかわ らず、利

子を徴 しないものとする。この場合においては、前条第 1項ただ し書の規定を準用する。

第 10条 削除

第 11条 社会福祉法人が設置する別表 8に掲げる木造施設の整備事業であつて、地震防災対策強化

地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律 (昭 和 55年 法律第

63号)第 4条第 1項及び第 3項の規定により国の負担又は補助の特例の適用を受けているものの

ために、昭和 57年度以降において当該社会福祉法人に対 し貸 し付ける貸付金については、第 7条

の規定にかかわらず、利子を徴 しないものとする。

第 12条 社会福祉法人が設置する社会福祉法第 2条第 2項及び第 3項に規定する社会福祉事業に係

る施設であって、土砂災害等の危険区域等 として都道府県等に指定されている区域内に設置 され

ているものの うち、当該区域か ら危険区域等 として指定されていない区域等へ移転するものの整

備のために、昭和 62年度から平成 22年度までの間において当該社会福祉法人に対 し貸 し付ける

貸付金 については、第 7条 の規定にかかわ らず、利子を徴 しないものとす る。 この場合において

は、第 8条第 1項ただし書の規定を準用する。

第 B条  災害が発生 した場合に貸 し付ける社会福祉事業施設 (第 4条第 1項の表のスか らツまで

に掲げる施設を除く。)の設置 。整備資金については、第 7条の規定にかかわらず、利子を徴 しな

いもの とす る。

第 14条 削除

第 15条 削除

(償還期間及び据置期間)

第 16条 第 4条の規定による貸付金の償還期間は、次の各号に定めるところによるものとす る。

一 設置 。整備資金

ア 耐火構造による建築資金 (附帯施設等の整備資金を含む。 )

(ア)第 4条第 1項の表のアから夕までに掲げる施設及び同条第 4項に掲げる事業 25年以内

(イ)通所等施設及び在宅サー ビス事業 15年以内

イ 耐火構造以外による建築資金 (附帯施設等の整備資金を含む。) 15年以内

ウ 設備備品整備資金

(ア)第 4条第 1項の表のアからスまでに掲げる施設、通所等施設、在宅サー ビス事業及び同条

第 4項に掲げる事業 15年以内

(イ)第 4条第 1項の表のセに掲げる施設、高齢者総合福祉センター及び在宅介護サー ビスセ ン

ター (以 下 「特定民間福祉施設Jと い う。) 5年 以内

工 施設の用に供するための土地取得資金

(ア)第 4条第 1項の表のアから夕までに掲げる施設及び同条第 4項に掲げる事業 25年以内

(イ)通所等施設及び在宅サー ビス事業 15年以内

二 経営資金

施設の経営に必要な資金 5年以内

2 前項の規定による貸付金の据置期間は、次の各号に定めるところによるものとする。

-7-



一 設置・整備資金

ア 設置・整備資金 (特定民間福祉施設に係 る設備備 品整備資金を除く。) 3年 以内 (た だ

し、償還期間が 5年以内の貸付けについては、 1年以内 とする。 )

イ 特定民間福祉施設に係 る設備備品整備資金 6月 以内

二 経営資金 6月 以内

(貸付金の限度額 )

第 17条  貸付金の限度額は、次の各号に掲げるとお りとす る。

一 第 4条第 1項の表のアか らスまでに掲げる施設及び同条第 4項に掲げる事業については、次

のいずれか低い額 とする。

ア 第 4条第 1項の表のア、ウ、工、オ、キ、ク、コ、サ及びシに掲げる施設及び同条第 4項

に掲げる事業については所要資金の 100分の 75(別 表 9に掲げる社会福祉事業施設について

は 100分 の 80、 独立行政法人国立病院機構法施行令 (平成 15年政令第 516号)附則第 21条

第 1項第 1号、第 2号又は第 4号の規定により、独立行政法人国立病院機構から国立病院等

(独 立行政法人国立病院機構法 (平成 14年法律第 191号)附則第 16条の規定による改正前の

厚生労働省設置法 (平成 11年法律第 97号)第 16条第 1項 に規定する国立病院又は国立療養

所をい う。以下同 じ。)の用に供 されている資産を減額 した価額で譲渡を受ける場合の資産

の貸付けについては 100分 の 100)、 旧法に規定する知的障害者援護施設、 1日 法に規定する身

体障害者更生援護施設、旧法に規定す る精神障害者社会復帰施設及び特定有料老ブ、ホームに

ついては所要資金の 100分の 70

イ 担保による貸付けについては、その担保評価額の 100分 の 70

二 特定民間福祉施設については所要資金の 100分 の 70

三 通所等施設及び在宅サービス事業については所要資金の 100分 の 70

(償還の方法 )

第 18条 貸付金の償還は、原則 として割賦償還の方法によるもの とする。

(担保 )

第 19条  担保は、原則 として徴求するものとする。

(保 証人 )

第 20条 保証人は、原則 として立てさせるものとする。

(都道府県知事等の意見 )

第 21条 貸付けに当たっては、原則 として貸付けに係 る社会福祉事業施設等を管轄する都道府県知

事又は市町村 (特別l区 を含む。)の 長の意見を求めるものとする。

第 2節 医療貸付事業

(貸付対象 )

第 22条 機構法第 12条第 1項第 2号の規定に基づく

象施設」の欄に掲げる施設 (以下 「医療関係施設 J

「貸付対象施設」の区分に応 じ「貸付けの相手方」

貸付けの対象 となる施設は、次の表の 「貸付対

とい う。)と し、貸付けの相手方は、同表の

の欄に掲げる者 とする。

ア

イ

ウ

エ

個人

医療法人

一般社団法人又は一般財団法人

社会福祉法人
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オ 日本赤十字社

力 医学又は歯学の学部を置 く大学を設置す る学校法人

キ 施行令第 4条第 3号 に規定する学校法人

ク 施行令第 4条第 4号の規定に基づき厚生労働大臣の定める

次の者

(ア )健康保険組合、健康保険組合連合会、国民健康保険組

合、国民健康保険団体連合会、厚生年金基金、企業年金

連合会、国民年金基金及び国民年金基金連合会

(イ )農業協 同組合若 しくは農業協同組合連合会又は農業協

同組合中央会 (いずれ も、建築資金及び土地取得資金 を

除 く。 )、 消費生活協同組合 、消費生活協同組合連合

会、水産業協同組合、労働組合、中小企業等協同組合 (火

災共済協同組合及び信用協同組合を除く。 )、 中小企業団

体 中央会 、酒造組合、酒造組 合連合会、酒造組合 中央

会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合 中央会、商工

会議所、生活衛生同業組合、生活衛生同業組合連合会、

商工組合 、商工組合連合会、内航海運組合、内航海運組

合連合会、商工会、商店街振興組合、商店街振興組合連

合会、森林組合及び森林組合連合会

(ウ )宗教法人

(工)厚生年金保険の適用事業所の事業主

介 護 老 人 保 健 施 設 ア 医療法人

イ 社会福祉法人であつて、その開設する介護老人保健施設の

経営を主たる事業 とするもの

ウ 日本赤十字社

工 個人、一般社団法人、一般財団法人、医学若 しくは歯学の

学部を置 く大学を設置する学校法人又は施行令第 4条第 3号
に規定する学校法人であつて、厚生労働大臣の定める介護老

人保健施設を開設できる者 (平成 11年厚生省告示第 96号 )

第 10号に掲げる者

オ 施行令第 4条第 4号の規定に基づき厚生労働大臣の定める

者の うち次の者

(ア )健康保険組合、健康保険組合連合会、国民健康保険組

合、国民健康保険団体連合会、厚生年金基金、企業年金

連合会、国民年金基金及び国民年金基金連合会

(イ )農業協同組合若 しくは農業協同組合連合会又は農業協

同組合中央会 (いずれも、建築資金及び土地取得資金 を

除 く。 )、 消費生活協同組合 、消費生活協同組合連合

会、水産業協同組合、労働組合、中小企業等協同組合 (火

災共済協同組合及び信用協同組合を除く。 )、 中小企業団

体 中央会、酒造組合 、酒造組合連合会、酒造組合 中央

会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合 中央会、商工

会議所、生活衛生同業組合、生活衛生同業組合連合会、

商工組合、商工組合連合会、内航海運組合、内航海運組
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合連合会、商工会、商店街振興組合

合会、森林組合及び森林組合連合会

(ウ)宗教法人

商店街振興組合連

所助

(児童福祉法に規定する助産施

設を除く。)

ア 個人

イ 医療法人

ウ ー般社団法人又は一般財団法人

工 社会福祉法人 (恩賜財団済生会及び北海道社会事業協会を

除く。 )

施行令第 3条第 5号 に規定する

施設 (以 下 「医療従事者養成施

設」 とい う。)の うち、助産師、

看護師、准看護師、理学療法士、

作業療法士、臨床工学技士、義肢

装具士、救急救命士又は歯科衛生

士を養成する施設

ア 医療法人

イ ー般社団法人又は一般財団法人

ウ 社会福祉法人 (恩賜財団済生会及び北海道社会事業協会は

病院又は診療所に併設 される看護師又は准看護師を養成す る

場合に限る。 )

工 日本赤十字社 (病 院又は診療所に併設 される看護師又は准

看護師を養成する場合に限る。 )

オ 医学又は歯学の学部を置 く大学を設置する学校法人

力 施行令第 4条第 10号に規定する厚生労働大臣の定める者

の うち次の者 (病 院又は診療所に併設 される看護師又は准看

護師を養成する施設を開設する場合 に限る。 )

(ア)健康保険組合、健康保険組合連合会、国民健康保険組

合、国民健康保険団体連合会、厚生年金基金、企業年金連

合会、国民年金基金及び国民年金基金連合会

(イ)農業協同組合若 しくは農業協同組合連合会又は農業協同

組合 中央会 (い ずれ も、建築資金及び土地取得資金 を除

く。 )、 消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会、水

産業協同組合、労働組合、中小企業等協同組合 (火 災共済

協同組合及び信用協同組合 を除 く。 )、 中小企業団体中央

会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組

合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、商工会議所、生活

衛生同業組合、生活衛生同業組合連合会、商工組合、商工

組合連合会、内航海運組合、内航海運組合連合会、商工

会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、森林組合及

び森林組合連合会

(ウ)宗教法人

医療従事者養成施設のうち、あ

ん摩マッサージ指圧師、はり師、

きゆう師又は柔道整復師を養成す

る施設

個人

一般社団法人又は一般財団法人

ア

イ

2 機構法第 12条第 1項第 3号の規定に基づく貸付けの対象となる事業は、指定訪問看護事業 (介

護保険法 (平成 9年法律第 123号 )第 41条第 1項本文の指定に係る同法第 8条第 1項に規定する

居宅サービス事業 (同 条第 4項に規定する訪問看護を行 う事業に限る。)及 び同法第 53条第 1項

本文の指定に係る同法第 8条の2第 1項に規定する介護予防サービス事業 (同 条第 4項 に規定する

介護予防訪問看護を行 う事業に限る。)を いう。以下この章において同じ。)と し、貸付けの相手

方は、次の各号に掲げる者とする。
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(1)医療法人

(2)社会福祉法人

(3)日 本赤十字社

(4)医師を会員 として設立 した一般社団法人

(5)1又は 2以 上の都道府県の区域を単位 とし、当該区域内の看護師等を会員 として設立 された

一般社団法人である看護協会 (社団法人 日本看護協会 (昭 和 22年 6月 5日 に社団法人 日本助産

婦看護婦保健婦協会とい う名称で設立された法人をい う。)及 びその会員である看護協会に限

る。 )

(6)社団法人北海道総合在宅ケア事業団 (平成 5年 6月 25日 に社団法人北海道総合在宅ケア事業

団 とい う名称で設立された法人をい う。 )

(7)指 定訪問看護事業者の指定を受けることができる者 (平成 4年厚生省告示第 32号)第 14号

に掲げる者 (た だし、営利を目的としない法人に限る。 )

(8)施行令第 5条第 2号 に規定する厚生労働大臣が定める次の者

ア 健康保険組合、健康保険組合連合会、国民健康保険組合、国民健康保険団体連合会、厚生年

金基金、企業年金連合会、国民年金基金及び国民年金基金連合会

イ 農業協同組合、農業協同組合連合会、農業協同組合中央会、消費生活協同組合、消費生活協

同組合連合会、水産業協同組合、労働組合、中小企業等協同組合 (火 災共済協同組合及び信用

協同組合を除 く。 )、 中小企業団体中央会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒

販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、商工会議所、生活衛生同業組合、生活衛生同業組

合連合会、商工組合、商工組合連合会、内航海運組合、内航海運組合連合会、商工会、商店街

振興組合、商店街振興組合連合会、森林組合及び森林組合連合会

ウ 宗教法人

工 財団法人厚生年金事業振興団 (昭和 18年 11月 19日 に財団法人厚生団とい う名称で設立 さ

れた法人をい う。)、 財団法人船員保険会 (昭和 16年 11月 21日 に財団法人船員保険会とい

う名称で設立された法人をい う。 )、 社団法人 日本海員校済会 (明 治 31年 10月 20日 に社団

法人 日本海員液済会 という名称で設立された法人をい う。)及び全国社会保険協会連合会 (昭

和 27年 12月 17日 に社団法人全国社会保険協会連合会 とい う名称で設立された法人をい

う。 )

(貸付金の使途 )

第 23条 前条の規定による貸付金の使途は、医療関係施設又は指定訪問看護事業の設置、整備又は

経営に必要な資金で次の各号に掲げるもの とする。

(1)設置 。整備資金

ア 医療関係施設又は指定訪問看護事業を行 う事業所 (以 下単に 「事業所」とい う。)の新設に

必要な建築資金 (建物の購入又は賃借に要する資金を含む。以下同 じ。)又 は土地取得資金

(以 下 「新築資金Jと いう。)で あって、次の表の 「施設又は事業の種類」の区分に応 じ「貸

付金の使途」の欄に掲げるもの

施設又は事業の種類 貸 付 金 の 使 途

病 院

病床 を有 す る診療 所

(以 下 「有床診療所」

とい う。 )

(1)病 床の不足 している地域における病院若 しくは有床診療所又は臨床検

査その他の検査のため医師が共同で利用す ることを主たる目的 とする有

床診療所 (いずれ も、その経営に関し特に必要 と認められる看護師宿舎

等の附属施設を含む。)の建築資金。ただ し、当該新設に関して行われ

た医療法第 30条の 11の規定に基づく勧告に従わなかった場合を除く。

(2)当 該施設の用に供するための土地取得資金
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病床を有 しない診療所

(以 下 「無床診療所」

とい う。 )

歯 科 診 療 所

(1)診療所の普及が不十分である地域における無床診療所若 しくは歯科診

療所又は臨床検査その他の検査のため医師が共同で利用す ることを主た

る目的とする無床診療所 (いずれも、その経営に関 し特に必要 と認めら

れる看護師宿舎等の附属施設を含む。)の建築資金。ただ し、医療法第

30条の 11の規定に基づ く勧告に従わなかった場合を除く。

(2)当 該施設の用に供す るための土地取得資金

介 護 老 人 保 健 施 設 (1)介護老人保健施設 (そ の経営に関 し特に必要 と認められる看護師宿舎

等の附属施設を含む。)の建築資金

(2)当 該施設の用に供するための土地取得資金

所産助 助産のための施設の普及が不十分である地域における助産所の建築資金

医療従 事者 養成施 設 医療従事者養成施設の建築資金

指 定 訪 問 看 護 事 業 事業所の建築資金

イ 医療関係施設又は事業所の増築、改築若 しくは移転に必要な建築資金 (建物の購入又は賃借

に要する資金を含む。)又は土地取得資金 (以 下 「増改築資金」 といい、 「甲種増改築資金 J

と「乙種増改築資金」に区分する。)であって、次の表の 「施設又は事業の種類」の区分に応

じ「貸付金の使途」の欄に掲げるもの

(ア)甲 種増改築資金

施設又は事業の種類 途使の金付貸

有 床 診 療 所

院病 (1)病床の不足 している地域における病院若 しくは有床診療所又は臨床検

査その他の検査のため医師が共同で利用することを主たる目的 とする有

床診療所 (い ずれも、その経営に関し特に必要 と認められ る看護師宿舎

等の附属施設を含む。)の建築資金であって、次のいずれかに該当する

もの。ただし、医療法第 30条 の 11の 規定に基づ く勧告に従わなかった

場合を除 く。

ア 当該施設の増床のためにZ、要なもの。ただし、病床数の増加又は病

床の種別の変更に関 して行われた医療法第 30条の 11の規定に基づ く

勧告に従わなかった場合を除く。

イ 当該施設の維持が必要 と認められ、かつ、次に該当す るもの

(ア)耐用年数の経過等による施設の老朽化又は施設の衛生、防火若 し

くは保安に関する法令違反等のため施設の整備が緊要なもの

(イ)附属施設である看護師宿舎及び保育施設の整備で必要なもの

(ウ)附属施設である職員宿舎に係 るものであって、増床に伴 う職員の

増員を主たる目的 とする整備で必要なもの

(工)災害の復 1日 のために必要なもの

(2)当 該施設の用に供す るための土地取得資金

所

所

療

療

診

診

床

科

無

歯

(1)診療所の普及が不十分である地域における無床診療所若 しくは歯科診

療所又は臨床検査その他の検査のため医師が共同で利用す ることを主

たる目的 とする無床診療所 (いずれも、その経営に関 し特に必要と認

められる看護師宿舎等の附属施設を含む。)の建築資金であって、次

のいずれかに該当す るもの。ただ し、医療法第 30条 の 11の規定に基

づく勧告に従わなかつた場合を除 く。

ア 耐用年数の経過等による施設の老朽化又は施設の衛生、防火若 しく

は保安に関する法令違反等のため施設の整備が緊要なもの

イ 看護師宿舎に係 るものであって、看護要員の増員を主たる目的 とす

る整備で必要なもの

ウ 災害の復旧のために必要なもの

(2)当 該施設の用に供す るための土地取得資金
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(イ)乙種増改築資金

院病

有 床 診 療 所

甲種増改築資金に該当 しない病院又は有床診療所 (いずれも、その経営

に関 し特に必要 と認められる看護師宿舎等の附属施設を含む。)の建築資

金。ただ し、医療法第 30条 の Hの規定に基づ く勧告に従わなかった場合

を除 く。

所

所

療

療

診

診

床

科

無

歯

甲種増改築資金に該当しない無床診療所又は歯科診療所 (いずれも、そ

の経営に関 し特に必要 と認められる看護師宿舎等の附属施設を含む。)の
建築資金。ただし、医療法第 30条 の 11の規定に基づ く勧告に従わなかっ

た場合を除く。

介 護 老 人 保 健 施 設 (1)介護老人保健施設 (そ の経営に関 し特に必要と認められる看護師宿舎

等の附属施設を含む。)の建築資金

(2)当 該施設の用に供す るための土地取得資金

所産助 助産所の建築資金

医療従事者養 成施設 医療従事者養成施設の建築資金

指 定 訪 問 看 護 事 業 事業所の建築資金

ウ EII療関係施設 (病 院を除 く。)又は指定訪問看護事業に必要な機械器具の購入に必要な資金

(以下 「機械購入資金」 とい う。)であつて、次に掲げるもの。

(ア)新設に伴い必要なもの (助 産所を除 く。 )

(イ)機能の充実のために必要なもので、機構が別に定めるもの

(ウ)災害の復 l日 のために必要なもの

(2)長期運転資金

ア 医療関係施設の経営に必要な長期運転資金であって、次に掲げるもの

(ア)新設に伴い必要なもの (病院及び助産所を除く。 )

(イ)災害の復旧のために必要なもの

(ウ)病院、診療所又は介護老人保健施設の経営の安定化を図るために必要なもので、機構が別

に定めるもの (以下 「経営安定化資金」とい う。 )

イ 指定訪問看護事業の経営に必要な長期運転資金

2 1日 債返済資金又は転貸資金は、前項の規定にかかわらず融通 しない。ただ し、土地取得資金の う

ち借入申込 日の属する年度の前年度の 4月 1日 以後に取得 した土地に係 るもの又は経営安定化資金

に係る旧債返済資金については、この限 りでない。

(利 率 )

第 24条 第 22条の規定による貸付金の利率は、厚生労働大臣が別に定めるところにより、機構法第

17条第 1項の規定に基づく長期借入金の利率並びに独立行政法人福祉医療機構債券の利率及び発

行の価額により計算 して得 られ る当該債券の利回 りを勘案 して求められる第 22条の規定による貸

付けに必要な資金の調達に係る金利 を基準として、その金利を下回らない範囲内で、政策融資上の

必要性、銀行の貸付金利その他の事由を勘案 し、機構の理事長が定める。

(償還期間及び据置期間 )

第 25条 貸付金の償還期間及び据置期間は、次の表の「貸付金の種類」の区分に応 じ、それぞれ

「償還期間」及び 「据置期間」の欄に掲げる期間 とする。ただ し、災害が発生 した場合又は別に定

める特定の病院及び診療所に対する貸付けの場合にあっては、機構が特に認めるときはこれ を超え

ることができる。

貸 付 金 の 種 類 償還期間 据置期間

新 築 資 金 25年以 内
3年以内

増 改 築 資 金 20年以内
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長 期 運 転 資 金

(備考 )

長期運転資金のうち、経営安定化資金にあつては、償還

期間については 5年以内 (特に必要 と認められる場合は 7

年以内)、 据置期間については 1年以内 とする。

(貸付金の限度額)

第 26条 貸付金の限度額は、開設する 1施設又は 1事業所当た り次の各号のいずれか低い額 とす る。

(1)所要資金の 100分 の 80以 内の額。ただ し、次のア及びイに掲げる施設については、所要資金

の 100分の 90以 内の額 と。し、長期運転資金の うちの経営安定化資金については、所要資金の額

とする。

ア 療養病床を有 しない病院であって病床数が 200床未満の病院に係 る資金

イ 医師法 (昭 和 23年法律第 201号)第 16条 の 2第 1項 の規定による臨床研修を行 う病院 (長

期運転資金を除く。 )

(2)次 の表の 「貸付金の種類」の区分に応 じ、 「金額Jの欄に掲げる額

2 災害が発生 した場合又は特定の病院等の範囲及び当該特定の病院等についての貸付金の限度額等

について (平成 15年 10月 1日 医政発第 1001001号)に基づき貸付けを行 う場合は、前項の規定に

よらないことができる。

(国 立病院等の資産の譲受に要する資金の貸付け)

第 27条 独立行政法人国立病院機構法施行令 (平成 15年政令 516号)附則第 21条第 1項第 1号、

第 2号又は第 4号の規定により、独立行政法人国立病院機構か ら国立病院等の用に供されている資

産を減額 した価額で譲渡を受ける場合の資金の貸付けについては、第 22条から前条までの規定に

かかわらず、次の各号に掲げるところによるものとする。

(1)貸付けの相手方

ア 独立行政法人国立病院機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令 (平成 16年厚生労

働省令第 77号)附則第 4条に規定する一般社団法人又は一般財団法人

イ 社会福祉法人であつて、その開設する病院、診療所又は介護者人保健施設の経営を主たる事

業 とす るもの

ウ 日本赤十字社

工 施行令第 4条第 3号に規定する学校法人

オ 施行令第 4条第 4号に規定する厚生労働大臣が定める者の うち次の者

貸 付 金 の 種 類 金 額

新 築 資 金

増 改 築 資 金

(い ずれも、土地取得資金を除 く。 )

新築資金又は増改築資金の うちの土地取得資金

7億 2千万円

3億 円

機 械 購 入 資 金 6千万円

長 期 運 転 資 金

(経営安定化資金を除 く。 )

1千 5百万 円

長期運転資金の うちの経営安定化資金 1億円

(備考 )

当分の間 (看護職員需給見通 しにより需給が均衡するまでの間)、 病院又は診療所若 しくは介護

老人保健施設で看護師宿舎等の附属施設を含む場合又は別に定める病院若 しくは介護老人保健施設

の場合は、新築資金増改築資金欄の金額に別に定める金額を加算 した額 とす ることができる。

-14-



農業協同組合連合会、健康保険組合、健康保険組合連合会、国民健康保険組合及び国民健

康保険団体連合会

(2)貸付金の使途

国立病院等の資産の購入資金

(3)利率

第 1項の規定による貸付金の利率は、厚生労働大臣が別に定めるところにより、機構法第 17

条第 1項の規定に基づ く長期借入金の利率並びに独立行政法人福祉医療機構債券の利率及び発行

の価額により計算 して得 られる当該債券の利回 りを勘案 して求められる第 1項の規定による貸付

けに必要な資金の調達に係る金利を基準 として、その金利を下回らない範囲内で、政策融資上の

必要性、銀行の貸付金利その他の事由を勘案 し、機構の理事長が定める。

(4)償還期間及び据置期間

ア 償還期間 25年以内 (た だし、当該国立病院等の用に供 されている資産の耐用年数を限度

とする。 )

イ 据置期間 3年 以内

(5)貸付金の限度額

所要資金の額 とし、譲渡を受ける 1施設当た り 12億円とする。ただ し、医療貸付における貸

付金限度額を超 えることができる基準について (平成 15年 10月 1日 医政発第 1001002号 )に該

当するときは、この限 りではない。

(災 害等の貸付 )

第 28条 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 (昭和 37年法律第 150号)第 2

条第 1項の規定に基づき、政令により激甚災害が指定された場合には、当該災害についての指定

地域に係 る特別の災害復 旧資金の貸付けを行 うことができる。 この場合における当該資金の貸付

けの利率及びその貸付限度額については、当該指定に伴 う株式会社商工組合 中央金庫の取扱いに

準ずるものとする。

2 閣議決定により、激甚災害に準 じ災害融資に関する特別措置を講ずることとされた災害の場合

には、別に定めるところにより、当該災害に係 る特別の災害復 旧資金の貸付けを行 うことができ

る。

(準用規定)

第 29条  第 5条、第 18条 から第 20条 までの規定は、この節の貸付けについて準用する。

第 3章 経営の診断及び指導

(経営の診断及び指導業務の内容 )

第 30条 機構法第 12条第 1項第 4号の規定に基づ く社会福祉事業施設の設置者等又は病院等の開

設者 に対 し、社会福祉事業施設又は病院等の経営の診断及び指導 (以 下 「経営指導」とい う。 )

に関する事業の業務の内容は次に掲げるものとする。

一 社会福祉事業施設及び病院等の経営の安定及び向上に資するための経営指導

二 経営指導の充実を図るための経営指導担当者の養成及び研修

三 前号の目的を達成するため、情報の収集、資料の作成、調査及び研究

(経営指導に要す る費用 )

第 31条 前条第 1号に掲げる経営指導に要する費用の全部又は一部を経営指導の相手方から徴す る

ことができるもの とする。
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第 4章 助成及び調査研究等

(助成対象事業及び対象者)

第 32条 機構法第 12条第 1項第 7号の規定に基づく社会福祉振興事業を行 う者に対する助成 (以

下 「助成」 とい う。)の対象 となる者は、社会福祉を振興するための事業であつて、次の各号に

掲げるものを行 う者 (国及び地方公共団体を除 く。)と する。

一 社会福祉の振興に資する創意工夫ある事業又は全国若 しくは広域的な普及等を念頭に施策等を

補完若 しくは充実させる事業

二 社会福祉諸制度の対象外のニーズその他地域の様々な福祉ニーズに対応 した地域に密着 した事

業

三 障害者スポーツを通じ障害者の社会参加を促進する事業

(社会福祉振興助成事業審査 。評価委員会 )

第 33条 助成を適正に行 うため、機構に社会福祉振興助成事業審査・評価委員会 (以下この条にお

いて 「委員会Jと いう。)を 置く。

2 機構は、助成を行お うとする場合には、あらか じめ、助成対象の採択について委員会に諮 り、

その決定を尊重してこれをしなければならない。

3 委員会は、前項に定めるもののほか、理事長の諮間に応 じ、事業評価等の助成 に係 る重要事項

を調査審議する。

4 前 3項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関 し必要な事項については、機構が別1に

定めるものとする。

(助 成要網 )

第 34条  前 2条に定めるほか、生成に関し必要な事項については、別に助成要綱を定める。

第 35条  削除

(調査研究等の業務 )

第 36条 機構法第 12条第 1項第 8号 の規定に基づ く社会福祉事業に関する調査研究、知識の普及

及び研修 (以 下 「調査研究等Jと い う。)の業務は、次の各号に掲げる業務 とする。

一 社会福祉の振興に資する創意工夫ある事業又は全国若 しくは広域的な普及等を念頭に施策等を

補完若 しくは充実させ る事業の推進を図るために必、要な調査研究等

二 社会福祉諸制度の対象外のニーズその他地域の様々な福祉ニーズに対応 した地域に密着 した事

業の推進を図るために必要な調査研究等

三 障害者スポーツを通 じ障害者の社会参加を促進する事業の推進を図るために必要な調査研究等

第 5章 退職手当共済事業

(退職手当共済業務の内容 )

第 37条  機構法第 12条 第 1項第 9号の規定に基づく社会福祉施設職員等退職手当共済事業の業務

の内容は、次の各号に掲げるものとする。

一 退職手当共済契約の締結及び解除

二 契約証書の作成及び交付

三 特定介護保険施設等又は申出施設等の申出の承諾

四 退職手当金の支給

五 掛金の請求及び収納

六 割増金の請求及び収納

七 被共済職員原簿その他の原簿の整備
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人 前各号に掲げる業務に附帯する業務

(退職手当共済契約申込書の提出)

第 38条  退職手当共済契約の申込をしようとする社会福祉施設、特定社会福祉事業又は特定介護保

険施設等の経営者は、第 53条第 2項の規定により機構が退職手当共済業務の一部を委託 した場合、

その委託 した者に退職手当共済契約申込書を提出するものとす る。

2 前項以外の場合において、退職手当共済契約の申込をしようとす る社会福祉施設、特定社会福

祉事業又は特定介護保険施設等の経営者は、機構に退職手当共済契約 申込書を提出するものとす

る。

(害1増金の額 )

第 39条 割増金の額は、掛金の額につき年 1095パーセン トの割合で納付期限の翌 日から納付の 日

の前 日までの 日数によって計算 した額 とする。

第 6章 心身障害者扶養保険事業

(心身障害者扶養保険業務の内容)

第 40条 機構法第 12条第 1項第 10号の規定に基づ く心身障害者扶養保険事業の業務の内容は、次

の各号に掲げるものとす る。

一 地方公共団体 との保険契約に関する保険約款の制定及びこれに基づ く保険契約の締結

二 地方公共団体からの追加加入の申込み及び脱退等の届出の処理

三 生命保険会社 との生命保険契約の締結

四 生命保険会社に対す る途中力日入の申込み及び脱退等の異動の処理

五 地方公共団体からの保険料及び特別調整費の収納並びに保険料及び特例保険料 (特別調整費

の うち、保険対象加入者 に係 る年金給付に必要な費用に対する不足額を解消するため納付 され

るものをい う。)の生命保険会社への納付

六 生命保険会社からの保険金、特別給付金、弔慰金、脱退一時金及び配当金の収納

七 保険契約者への年金給付保険金、弔慰金給付保険金、特別弔慰金給付金及び脱退一時金給付

保険金の支給

人 前各号に掲げる業務に附帯する業務

(心 身障害者扶養保険資金 )

第 41条  機構法第 12条第 5項に規定する心身障害者扶養保険資金は、保険契約者に対 し必要な給

付を行 うことを目的として、安全かつ効率的に運用するものとする。

(心身障害者扶養保険資産運用委員会 )

第 41条 の 2 心身障害者扶養保険資金の運用を適正に行 うため、機構に心身障害者扶養保険資産運

用委員会 (以下この条において 「資産運用委員会」 とい う。)を置 く。

2 心身障害者扶養保険資金の運用に関する基本方針は、資産運用委員会の議を経なければならない。

3 資産運用委員会は、前項に定めるもののほか、理事長の諮間に応 じて重要事項について意見を述

べ、又は必要 と認める事項について理事長に建議することができる。

4 前 3項に定めるもののほか、資産運用委員会の組織及び運営に関 し必要な事項については、機構

が別に定めるものとする。

第 7章 福祉及び保健医療に関す る情報の提供等

(福祉及び保健医療に関する情報の提供等業務の内容 )

第 42条 機構法第 12条 第 1項第 11号の規定に基づ く福祉及び保健医療に関する情報システムの整
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備及び管理の業務の内容は次の各号に掲げるものとす る。

一 福祉及び保健医療に関する情報の収集 。管理・提供の業務及びその業務に必要な情報基盤の

整備

二 福祉及び保健医療に関する情報システムの運用管理

三 福祉及び保健医療に関する情報システムを利用する者への研修

四 福祉及び保健医療に関する関係機関との連絡調整

五 前各号に掲げる業務に附帯する業務

(業務に要する費用 )

第 43条  前条に掲げる業務については、福祉及び保健医療に関する情報の提供者又は利用者等か ら

当該業務に要する費用の全部又は一部を徴することができるものとする。

第 8章 年金担保貸付事業及び労災年金担保貸付事業

(貸付の相手方 )

第 44条 機構法第 12条第 1項第 12号の規定による貸付けを受けることができる者は、厚生年金保

険法 (昭和 29年法律第 115号 )に よる年金たる保険給付を受ける権利又は国民年金法 (昭 和 34

年法律第 141号)に よる年金たる給付 (国 民年金法等の一部を改正す る法律 (昭 和 60年法律第 34

号)に よる改正前の国民年金法による老齢福祉年金を除 く。)を 受ける権利を有 し、現に年金の

支給を受けている者 (「 生活保護行政を適正に運営するための手引について」 (平成 18年 3月 30

日社援保発第 0330001号 厚生労働省社会・援護局保護課長通知)に より、年金担保貸付の借入を

制限することとされた生活保護受給者 (以 下 「生活保護受給者」 とい う。)を除 く。 )で あって、

小 日の資金を必要 とし、かつ、銀行その他一般の金融機関から資金の融資を受けることを困難 と

する者 とする。

2 機構法第 12条第 1項第 13号の規定による貸付けを受けることができる者は、労働者災害補償

保険法 (昭和 22年法律第 50号)に よる年金たる保険給付を受ける権利を有 し、現に年金の支給

を受けている者 (生 活保護受給者を除 く。)で あって、小 日の資金を必要 とし、かつ、銀行その他

一般の金融機関から資金の融資を受けることを困難 とす るもの とする。

(利率 )

第 45条 機構法第 12条 第 1項第 12号の規定による貸付けに係 る貸付金の利率は、機構法第 17条

第 1項 の規定に基づ く長期借入金の利率並びに独立行政法人福祉医療機構債券の利率及び発行の

価額により計算 して得 られ る当該債券の利回 りを勘案 して求め られ る前条の規定による貸付けに

必要な資金の調達に係 る金利を基準 として、その金利 を下回 らない範囲内で、事務に要す る経費、

銀行の貸付金利その他の事由を勘案 し、機構の理事長が定める。

2 機構法第 12条第 1項第 13号の規定による貸付けに係る貸付金の利率は、事務に要する経費そ

の他の事由を勘案 し、機構の理事長が定める。

(償還期間)

第 46条 償還期間は、 4年以内とす る。

(貸付金の限度額 )

第 47条  貸付金の額は、第 44条第 1項に規定する者が厚生労働大臣又は都道府県知事の裁定に基

づいて支給を受けることのできる年金の額 (税 額に相当する額を除 く。)に 12を 乗 じて得た額

の範囲内の額 とし、 1人 につき 250万 円を限度 とする。

2 貸付金の額は、第 44条第 2項に規定する者が労働基準監督署長の裁定に基づいて支給を受ける

ことのできる年金の額に 12を乗 じて得た額の範囲内の額 とし、1人 につき 250万 円を限度 とする。
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(償還の方法 )

第 48条 貸付金の償還は、原則 として担保に供 された年金の支払金をもって充てるものとす る。

(準用規定 )

第 49条  第 5条、第 20条の規定は、この章の貸付けについて準用する。

第 9章 業務の受託及び委託の基準

(業務の受託 )

第 50条 機構は、国、地方公共団体、公益法人その他の団体等の委託を受けて、機構法第 12条第 1

項第 4号及び第 11号 に規定する業務を行 うことができる。

2 機構は、業務の委託を受けようとす るときは、委託者 と業務の受託に関する契約 を締結するも

のとする。

(受託契約 )

第 51条 機構は、前条に掲げる業務の受託を行 うに当たっては、受託する業務の名称、 目的、実施

方法及び実施に係 る経費その他必要 と認められる事項 を定めて、業務受託契約を締結す るもの と

する。

(業務受託料 )

第 52条 業務の受話料の額は、当該業務の実施に要する経費の額を考慮 して理事長が定めるもの と

する。

(業務の委託 )

第 53条 機構は、貸付事業を効率的に運営するため、機構法第 14条 に規定する業務の一部を金融

機関に委託することができる。

2 機構は、機構法第 12条第 1項第 8号及び第 9号に掲げる業務の効率的かつ効果的な運営に資す

ると認めるときは、業務の一部を委託することができる。

(業務の委託を受けた金融機関又は他の法人の責務 )

第 54条 前条の規定により機構の業務の委託を受けた金融機関その他の法人 (以 下 「受託者Jと い

う。)は、機構法、施行令、独立行政法人福祉医療機構の業務運営並びに財務及び会計関す る省

令 (平成 15年厚生労働省令第 148号 )、 その他関係法令、この業務方法書及び機構が定める諸規

程に従って委託された業務 (以 下 「受託業務」 とい う。)を処理 しなければならない。

(委託契約 )

第 55条 機構は、第 53条 に掲げる業務の委託を行 うに当たっては、委託する業務の種類及び内容、

委託する期間その他必要 と認められる事項を定めて、業務委託契約を締結するものとする。

2 機構は、機構が業務を委託 した受託者に対 し、必要に応 じて委託手数料を支払 うものとす る。

3 受託業務の処理に必要な経費は、原則 として受話者が負担するもの とする。

第 10章 競争入札その他契約に関する基本的事項

(競争入札その他契約に関する基本的事項 )

第 56条 機構は、売買、賃借、請負その他の契約を締結する場合においては、すべて公告 して申込

み させ ることにより競争に付す ものとする。ただ し、予定価格が小額である場合その他別 に定め

る場合は、指名競争又は随意契約によることができる。

2 政府調達に関する協定 (平成 7年条約第 23号)その他国際約束の対象となる契約については、機構

が定めた調達手続によるものとする。
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第 11章 補 則

(実施に関する事項 )

第 57条  この業務方法書の規定の実施に関して必要な事項は、機構が定めるものとする。

附 則

(施行期 日)

第 1条  この業務方法書は、厚生労働大臣が認可 した 日から施行 し、平成 15年 10月 1日 か ら適用

する。

(社会福祉 。医療事業団業務方法書の廃止 )

第 2条 社会福祉・医療事業団業務方法書 (昭和 59年規程第 3号)は、廃止す る。

(社会福祉 。医療事業団業務方法書の廃止に伴 う経過措置 )

第 3条  社会福祉 。医療事業団が機構法附則第 6条の規定による廃止前の社会福祉・医療事業団法

(昭和 59年法律第 75号)第 23条第 1項の規定による社会福祉 。医療事業団業務方法書 (前条の

規定による廃止前の社会福祉 。医療事業団業務方法書をい う。 )の規定により行つた処分、手続

その他の行為は、この業務方法書中の相当す る規定によりした処分、手続その他の行為 とみなす。

第 4条 附則第 2条の規定の施行前に した貸付契約に係る貸付利率については、なお従前の例によ

る。

(貸付対象施設の特例 )

第 5条  平成 20年度から平成 22年度までの間において、第 4条第 1項 の表の 「貸付対象施設Jの
欄 のオ中 「老人福祉施設 (軽 費老人ホームの うちA型及び B型 並びに老人福祉セ ンター を除

く。)Jと あるのは 「老人福祉施設 (老人福祉センターを除 く。また、軽費老人ホームの うちA
型及び B型にあっては、石綿の除去等のための整備事業、災害復 旧のための整備事業及び地震防

災対策のための改築又は改修のための整備事業に限る。 )」 とす る。

(地震防災対策のための改築又は改修事業等に係 る貸付金の限度額の特例 )

第 6条  平成 20年度から平成 22年度までの間において、別表 8に 掲げる木造施設の整備事業であ

って、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業 に係 る国の財政上の特別措置に関

す る法律第 4条第 1項及び第 3項 又は地震防災対策特別措置法 (平成 7年法律第 110号 )第 4

条第 1項及び第 3項 の規定により国の負担又は補助の特例 の適用 を受 けて実施する改築又は改

修事業のために貸 し付ける貸付金及び災害復旧のための整備事業のために貸 し付ける貸付金に係

る第 17条 に規定す る貸付金の限度額 については、第 17条第 1号 中 「所要資金の 100分 の 75」

とあるのは 「所要資金の 100分 の 80Jと 、 「旧法に規定する知的障害者援護施設、旧法に規定す

る身体障害者更生援護施設、旧法に規定す る精神障害者社会復帰施設及び特定有料老人ホームに

ついては所要資金の 100分の 70Jと あるのは 「旧法に規定する知的障害者援護施設、旧法に規定

する身体障害者更生援護施設及び旧法に規定する精神障害者社会復帰施設については 100分の 80、

特定有料老人ホームについては所要資金の 100分 の 75」 と、第 17条第 2号 中「所要資金の 100

分の 70」 とあるのは 「所要資金の 100分 の 80」 と、第 17条第 3号中 「所要資金の 100分の

70」 とあるのは 「所要資金の 100分 の 75」 とす る。

(石綿の除去等のための整備事業に係 る貸付金の限度額の特例 )

第 7条  平成 18年度から平成 22年度までの間において、石綿の除去等のための整備事業のために

貸 し付 ける貸付金に係 る第 17条及び第 26条第 1項 に規定す る貸付金の限度額については、第

17条 第 1号中 「所要資金の 100分 の 75Jと あるのは 「所要資金の 100分 の 80」 と、 「旧法に坦
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定する知的障害者援護施設、旧法に規定す る身体障害者更生援護施設、旧法に規定する精神障害

者社会復帰施設及び特定有料老人ホームについては所要資金の 100分の 70」 とあるのは「旧法に

規定する知的障害者援護施設、旧法に規定する身体障害者更生援護施設及び旧法に規定する精神

障害者社会復帰施設については 100分の 80、 特定有料老人ホームについては所要資金の 100分 の

75Jと 、第 17条第 2号中 「所要資金の 100分の 70」 とあるのは 「所要資金の 100分の 80Jと 、

第 17条 第 3号中 「所要資金の 100分の 70」 とあるのは 「所要資金の 100分 の 75」 と、第 26条

第 1項 中「所要資金の 100分の 80以内の額」 とあるのは 「所要資金の 100分 の 85以内の額」

とする。

2 平成 19年度か ら平成 22年度までの間において、病院の乙種増改築資金又は診療所の増改築資金

の うち、医療施設近代化施設整備事業 (医療施設の患者療養環境の改善のための施設整備事業をい

う。)の対象であつて、療養病床 を整備す るものであ り、かつ、石綿の除去等のための整備事業の

ために貸 し付ける貸付金に係る第 26条 第 1項 に規定する貸付金の限度額については、第 26条 第 1

項及び前項の規定にかかわらず、所要資金の 100分の 90以 内の額 とする。

(社会福祉事業施設等に対する貸付金の限度額等の特例 )

第 8条 削除

第 9条 平成 18年 10月 1日 から障害者 自立支援法附則第 1条第 3号に規定する日以後 3か月経過す

るまでの間、次の表の左の欄中に掲げる施設を平成 18年 9月 30日 に行っていた法人であつて、

右の欄中に掲げる施設又は事業を平成 18年 10月 1日 以降に行 う法人に対する経営資金並びに児

童福祉法に規定す る知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設

及び重症心身障害児施設を平成 18年 9月 30日 に行つていた法人であつて、平成 18年 10月 1日

以降も当該施設 を行 う法人に対す る経営資金の貸付けに係 る貸付金の使途、据置期間並びに貸付

金の限度額については、第 6条 、第 16条並びに第 17条 の規定にかかわ らず、次の各号に掲げる

とお りとする。

(1)貸 付金の使途については、次の表の左の欄中に掲げる施設を平成 18年 9月 30日 に行つて

いた法人であつて、右の欄中に掲げる共同生活介護を行 う事業及び共同生活援助を行 う事業

の経営に必要な資金を含むものとする。

(2)据 置期間については、 1年以内を設けることができるものとする。

(3) 限度額については、 3月 分の介護給付費、訓練等給付費及び障害児施設給付費等相当額又

は担保評価額に 100分 の 80を乗 じて得た額のいずれか低い額 とす る。

知的障害者福祉法に規定する

知的障害者援護施設
旧法に規定す る知的障害者援護施設

旧法に規定する身体障害者更生援護施設

旧法に規定する精神障害者社会復帰施設

障害者 自立支援法に規定す る

療養介護を行 う事業

生活介護を行 う事業

共同生活介護を行 う事業

障害者支援施設

自立訓練を行 う事業

就労移行支援を行 う事業

就労継続支援を行 う事業

共同生活援助を行 う事業

身体障害者福祉法に規定する

身体障害者更生援護施設

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規

定する

精神障害者社会復帰施設
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(療養病床の転換等に係る整備事業に係る貸付けの特例 )

第 10条 平成 19年度から平成 23年度までの間において、第 4条第 1項の表の 「貸付対象施設」の

欄のセ中 「有料老人ホームであって、厚生労働大臣の定める基準 (平成 17年厚生労働省告示第

209号)第 2号に該当するもの」とあるのは 「有料老人ホームであって、厚生労働大臣の定める基

準 (平成 17年厚生労働省告示第 209号)第 2号又は第 3号 に該当するもの」 とし、厚生労働大臣

の定める基準第 3号に該当するものの貸付けの相手方は、第 4条第 1項の規定にかかわらず、次の

とお りとする。

ア 社会福祉法人

イ 日本赤十字社

ウ 医療法人

エ ー般社団法人又は一般財団法人

2 平成 19年度か ら平成 23年度までの間において、病院又は診療所の療養病床の転換又は廃止に伴

い整備 される次に掲げる施設の整備事業のために貸 し付ける貸付金に係 る第 17条及び第 26条第 1

項に規定する貸付金の限度額については、第 17条及び第 26条 第 1項の規定にかかわらず、所要資

金の 100分の 90以 内の額 とする。

ア 老人デイサー ビスセンター (生活支援ハ ウスを整備するものに限る。 )

イ 特別養護老人ホーム

ウ 軽費老人ホーム (ケ アハゥスに限る。 )

工 小規模多機能型居宅介護事業に係る施設

オ 認知症対応型老人共同生活援助事業に係 る施設

力 有料老人ホーム

キ 介護老人保健施設

(療養病床転換支援資金の特例 )

第 10条 の 2 平成 20年度から平成 23年度までの間 (以 下この条において 「転換期間Jと い う。 )

において、第 23条 に規定する貸付金の使途については、第 23条第 1項第 2号に次のように加え、

第 23条第 2項の 「経営安定化資金」とあるのは、 「経営安定化資金若 しくは療養病床転換支援資

金」 とする。

(■)病院又は診療所の療養病床の転換又は廃止 (附則 (平成 15年 10月 1日 施行)第 10条第 2項
各号に掲げる施設を整備するものに限る。)に伴 う経営の安定化を図るために必要なもので、機

構が別に定めるもの (以 下 「療養病床転換支援資金」とい う。 )

2 転換期間において、療養病床転換支援資金に係 る第 25条 に規定する償還期間及び据置期間並び

に第 26条第 1項 に規定する貸付金の限度額については、第 25条及び第 26条第 1項の規定にかか

わらず、次のとお りとする。

償還期間 10年以内 (特 に必要 と認められる場合は20年以内 )

据置期間 1年以内

貸付金の限度額 所要資金の額又は 4億 8千万円 (特に必要 と認められ る場合は
7億 2千万円)の いずれか低い額

第 11条 削除

(障害者の就労支援事業に係る貸付けの特例 )

第 12条 平成 20年度から平成 23年度までの間において、次の表の 「貸付対象施設」の欄に掲げる

施設を行 う法人であって、障害者の就労支援事業の推進のための賃金又は工賃水準の向上を図るた

めの事業を行 う法人に対する設備備品整備資金又は経営資金の貸付けに係 る貸付けの相手方につい

ては、第 4条第 1項 の規定にかかわらず、同表の 「貸付対象施設」の区分に応 じ「貸付けの相手
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方」の欄に掲げる者とし、貸付金の限度額については、第 17条の規定にかかわらず、次の各号の

いずれか低い額とする。

(1)所要資金の 100分の 90

(病院に対する貸付けの重点化 )

第 13条 病院に対する貸付けについては、この業務方法書に基づくもののほか、行政改革推進本部

において決定 (平成 18年 12月 24日 )した、『 「独立行政法人福祉医療機構の主要な事務及び事

業の改廃に関する勧告の方向性Jにおける指摘事項を踏まえた見直し案』 (平成 18年 12月 7日 厚

生労働省)に より策定することとされた融資の基本方針 (ガイ ドライン)に基づき実施する。

(保育所及び放課後児童健全育成事業の整備事業に係る貸付金の限度額の特例)

第 14条  平成 21年度及び平成 22年度において、保育所及び児童福祉法第 6条 の 2第 2項 に規定す

る放課後児童健全育成事業の整備事業のための貸付けに係る貸付金の限度額については、第 17条

の規定にかかわらず、次の各号のいずれか低い額とする。

(1)所要資金の 100分の 90

(2)担保による貸付けについては、その担保評価額の 100分の 70

(金融機関との取引状況の悪化に係る経営安定化資金の特例 )

第 15条 平成 21年 4月 21日 から平成 23年 3月 31日 までの間において、経済情勢の悪化による経

営環境の変化により、一時的に資金不足を生じている施設のために貸し付ける長期運転資金のうち

の経営安定化資金 (金融機関との取引状況の変化で資金繰 りに困難を来している病院へ貸し付ける

貸付金に限る。)に係る第 25条に規定する償還期間及び第 26条第 1項に規定する貸付金の限度額

については、第 25条及び第 26条第 1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

償還期間 10年 以内

貸付金の限度額 所要資金の額又は 7億 2千万円のいずれか低い額

(出 産育児一時金等の見直 しに係 る経営安定化資金の特例 )

第 16条  平成 21年 6月 1日 から平成 22年 6月 30日 までの間において、出産育児一時金等の見直 し

(2)担保による貸付けについては、その担保評価額の 100分 の 70

貸 付 対 象 施 設 貸付けの相手方

ア 障害者 自立支援法に規定する就労移行支援事業及び就

労継続支援事業を行 う施設

ア 社会福祉法人

イ 日本赤十字社

ウ 施行令第 2条第 4号に規定す る医療法

人

工 施行令第 2条第 4号に規定す る一般社

団法人又は一般財団法人

オ 施行令第 2条第 4号に規定する特定非

営利活動促進法第 2条第 2項に規定する

特定非営利活動法人

イ 旧法に規定する知的障害者援護施設の うち知的障害者

授産施設 (知 的障害者福祉工場を含む。 ) イ

社会福祉法人

日本赤十字社

ア

ウ 旧法に規定する身体障害者更生援護施設の うち身体障

害者授産施設 (身体障害者福祉工場を含む。 )

ア 社会福祉法人

イ 日本赤十字社

ウ ー般社団法人又は一般財団法人
工 旧法に規定する精神障害者社会復帰施設の うち精神障

害者授産施設及び精神障害者福祉工場

ア 社会福祉法人

イ 日本赤十字社

ウ 医療法人
エ ー般社団法人又は一般財団法人

オ 特定非営利活動促進法第 2条第 2項に

規定する特定非営利活動法人
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に伴 う長期運転資金の うちの経営安定化資金に係 る第 23条第 1項第 2号 ア中 (ウ )の 「病院、診療所

又は介護老人保健施設」とあるのは、 「病院、診療所、介護老人保健施設又は助産所」 とする。

2 前項の期間において、出産育児一時金等の見直 しに伴 う長期運転資金の うちの経営安定化資金に

係 る第 26条 第 1項に規定する貸付金の限度額については、第 26条 第 1項、附則 (平成 15年 10月

1日 施行)第 10条の 2第 2項及び第 15条の規定にかかわらず、機構の理事長が定める。

(経 営環境変化に係る経営資金の特例 )

第 17条  平成 21年 6月 5日 から平成 22年 3月 31日 までの間において、次の表の 「貸付対象施

設Jの欄に掲げる施設を行 う法人であつて、経済情勢の悪化による経営環境の変化により、一

時的に資金不足を生 じている法人に対す る経営資金の貸付けに係 る貸付けの相手方については、

第 4条第 1項 の規定にかかわらず、同表の 「貸付対象施設」の区分に応 じ「貸付けの相手方」

の欄に掲げる者 とする。

貸付対象施設 貸付けの相手方

ア 障害者 自立支援法に規定する就労移行支

援事業及び就労継続支援事業を行 う施設

ア 社会福祉法人

イ 日本赤十字社

ウ 施行令第 2条第 4号に規定する医療法人
工 施行令第 2条第 4号に規定する一般社団法人

又は一般財団法人

オ 施行令第 2条第 4号に規定する特定非営利活

動促進法第 2条第 2項 に規定する特定非営利活

動法人

イ 1日 法に規定する精神障害者社会復帰施設

のうち精神障害者授産施設及び精神障害者

福祉工場

ア 社会福祉法人

イ 日本赤十字社

ウ 医療法人
エ ー般社団法人又は一般財団法人

オ 特定非営利活動促進法第 2条第 2項に規定する

特定非営利活動法人

(社会保険病院等の資産の譲受に要する資金の貸付け)

第 18条 平成 21年 6月 5日 から平成 22年 9月 30日 までの間において、独立行政法人年金・健康

保険福祉施設整理機構における社会保険病院及び厚生年金病院の譲渡等について (平成 21年 3

月 6日 厚生労働省発社保第 0306001号 )に 基づき、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理

機構か ら社会保険病院又は厚生年金病院 (そ れぞれに併設 される介護老人保健施設及び看護専

門学校を含む。以下 「社会保険病院等」 とい う。)の用に供 されている資産の譲渡を受け、当

該資産を引き続 き医療機関 (そ れぞれに併設 され る介護老人保健施設及び看護専門学校 を含

む。)の 用に供 しようとする場合の資金の貸付けについては、第 22条か ら第 26条までの規定

にかかわ らず、次の各号に掲げるところによるものとす る。

(1)貸 付けの相手方

ア 医療法人

イ ー般社団法人又は一般財団法人

ウ 社会福祉法人

工 日本赤十字社

オ 医学又は歯学の学部を置く大学を設置する学校法人

力 施行令第 4条第 4号の規定に基づき厚生労働大臣の定める次の者

(ア)健 康保険組合、健康保険組合連合会、国民健康保険組合、国民健康保険団体連合会、厚

生年金基金、企業年金連合会、国民年金基金及び国民年金基金連合会

(イ)消 費生活協同組合、消費生活協同組合連合会、水産業協同組合、労働組合、中小企業等

協同組合 (火 災共済協同組合及び信用協同組合を除 く。 )、 中小企業団体中央会、酒造組
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合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、

商工会議所、生活衛生同業組合、生活衛生同業組合連合会、商工組合、商工組合連合会、

内航海運組合、内航海運組合連合会、商工会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、

森林組合及び森林組合連合会

(ウ)宗 教法人

(工)厚 生年金保険の適用事業所の事業主

(2)貸 付金の使途

社会保険病院等の資産の購入資金

(3)利 率

第 1号の規定による貸付金の利率は、厚生労働大臣が別に定めるところにより、機構法第

17条第 1項 の規定に基づ く長期借入金の利率並びに独立行政法人福祉医療機構債券の利率

及び発行の価額により計算 して得 られ る当該債券の利回 りを勘案 して求め られ る第 1号の規

定による貸付けに必要な資金の調達に係る金利 を基準として、その金利を下回 らない範囲内

で、政策融資上の必要性、銀行の貸付金利その他の事由を勘案 し、機構の理事長が定める。

(4)償 還期間及び据置期間

ア 償還期間 25年以内 (た だ し、当該社会保険病院等の用に供 されている資産の耐用年

数を限度 とする。 )

イ 据置期間 3年以内

(5)貸 付金の限度額

所要資金の額 とし、譲渡を受ける 1施設当た り7億 2千万円とする。ただ し、事業計画の達

成及び将来の収益による貸付金償還が確実と判断できる場合は、この限 りではない。

(医 療機関の耐震化整備に係る融資条件の特例 )

第19条  平成21年 6月 5日 か ら平成23年 3月 31日 までの間において、医療施設耐震化臨時特例基金

管理運営要領 (平成21年 6月 5日 医政発第0605010号 )に規定する耐震化整備指定医療機関が行 う

耐震化整備事業のための貸付けに係 る貸付金の利率については、第24条 の規定にかかわらず、機

構の理事長が定めるものとし、未耐震の医療機関 (未耐震 と証明された建物及び耐震診断の結果

Is値が06未満の建物をい う。)が行 う耐震化整備のための貸付けに係る貸付金の限度額につい

ては、第26条 の規定にかかわらず、所要資金の100分 の90以内の額 とする。

(地域医療再生計画に係 る融資条件の特例 )

第20条 平成21年 6月 5日 から平成26年 3月 31日 までの間において、平成21年度地域医療再生臨時

特例交付金交付要綱 (平成21年 6月 5日 厚生労働省発医政第0605003号 )に規定する地域医療再生

計画に基づく施設整備事業のための貸付けに係 る貸付金の限度額については、第26条の規定にか

かわ らず、所要資金の100分の90以 内の額 とする。

(社会福祉施設等の耐震化整備に係 る融資条件の特例 )

第21条  平成21年 8月 20日 から平成24年 3月 31日 までの間において、社会福祉施設等耐震化等臨時

特例基金管理運営要領 (平成21年 7月 31日 雇児発0731第 1号 。社援発0731号 第 3号)及び安心こ

ども基金管理運営要領 (平成21年 7月 1日 雇児発0701第 3号)に規定する社会福祉施設等が行 う

耐震化整備事業のための貸付けに係 る貸付金の利率については、第 7条の規定にかかわらず、機

構の理事長が定めるものとし、貸付金の限度額については、第17条 の規定にかかわらず、次の各

号のいずれか低い額 とす る。

(1)所要資金の100分 の90

(2)担保による貸付けについては、その担保評価額の100分 の70

(介 護基盤の緊急整備に係る融資条件の特例 )
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第22条  平成21年 8月 20日 から平成24年 3月 31日 までの間において、介護基盤緊急整備等臨時特例

基金管理運営要領 (平成21年 8月 20日 老発0820第 5号)等により、介護基盤の緊急整備のための

貸付けに係 る貸付金の利率及び貸付金の限度額については、第 7条、第17条、第24条及び第26条

の規定にかかわらず、次のとおりとする。

社会福祉事業

施設

利 率 機構の理事長が定める。

貸付金の限

度額

所要資金の100分 の90(ただ し、担保による貸付けについ

ては、その担保評価額の100分の70を 限度 とする。 )

介護老人保健

施設

利 率 機構の理事長が定める。

貸 付金 の限

度額

所要資金の100分 の90以 内又は次のいずれか低い額 とす

る。

(1) 新築資金又は増改築資金 (い ずれも、土地取得

資金を除 く。)については 7億 2千万円 (当 分の

間 (看護職員受給見通 しにより需給が均衡す るま

での間)、 看護師宿舎等の附属施設を含む場合又

は別に定める場合は、 7億 2千万円に別に定める

金額を加算 した額 )

(2) 新築資金又は増改築資金の うちの土地取得資金

については 3億円

(3) 機械購入資金については 6千万円

(ス プ リンクラー整備に係る融資条件の特例 )

第23条 平成21年 8月 20日 から平成24年 3月 31日 までの間において、介護基盤緊急整備等臨時特例

基金管理運営要領 (平成21年 8月 20日 老発0820第 5号)に より、有料老人ホームであって、厚生

労働大臣の定める基準 (平成 17年厚生労働省告示第209号 )第 4号に該当するもの及び小規模多機

能型居宅介護事業所のスプ リンクラー設備 を設置するものの貸付けの相手方については、第 4条

第 1項の規定にかかわらず、法人とする。

2 前項の期間において、社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金管理運営要領 (平成21年 7月 31日

雇児発0731第 1号 。社援発0731号 第 3号 )、 介護基盤緊急整備等臨時特例基金管理運営要領 (平

成21年 8月 20日 老発0820第 5号)並びに地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介

護・福祉空間整備推進交付金実施要綱 (平成20年 3月 31日 老発第0331010号 )に より、スプ リンク

ラー設備を設置するための貸付けに係 る貸付金の利率については、第 7条 の規定にかかわらず、

機構の理事長が定めるものとし、貸付金の限度額については、第17条 の規定にかかわらず、次の

各号のいずれか低い額 とする。

(1)所要資金の100分 の90

(2)担保による貸付けについては、その担保評価額の100分の70

(定期借地権利用による整備促進特別対策事業に係る貸付金の使途等の特例 )

第24条 平成22年 4月 1日 から平成24年 3月 31日 までの間において、介護職員処遇改善等臨時特

例基金管理運営要領 (平成21年 8月 3日 老発0803第 1号)に規定す る定期借地権利用による整

備促量生Σり対策事業のための貸付けに係 る貸付金の使途、償還期間及び据置期間、貸付対象、

貸付金の限度額並びに利率については、第 6条、第16条 、第22条、第23条 、第2o条及び附則第

22条 中 「土地取得資金」とあるのは 「土地取得資金 (定期借地権設定に際 して土地所有者に支

払われた一時金 (賃料の前払いとして授受 されたものに限る。)を 含む。)|と する^

附 則 (平成 16年 4月 1日 厚生労働大臣認可)

第 1条  この業務方法書の一部変更は、平成 16年 4月 1日 から施行する。

第 2条  この業務方法書の一部変更の施行の際平成 15年度以前を初年度 とする補助対象事業に係 る

変更前の第 13条及び第 15条の規定は、なおその効力を有する。
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第 3条  この業務方法書の一部変更の施行の際機構が貸付けの申込みを受理 しているものについては、

変更前の第 17条第 2号、第 23条第 1項 (1)ウ及び同項 (2)ア (ア )並びに第 26条第 1項 (1)の規

定は、この業務方法書の一部変更の施行後 も、なおその効力を有す る。

第 4条  労働福祉事業団が独立行政法人労働者健康福祉機構法 (平成 14年法律第 171号 )附則第 10

条の規定による廃止前の労働福祉事業団法 (昭和 32年法律第 126号)第 20条 の規定により行つた

処分、手続その他の行為は、この業務方法書中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為

とみなす。

附 則 (平成 17年 4月 1日 厚生労働大臣認可)・

第 1条  この業務方法書の一部変更は、平成 17年 4月 1日 から施行する。ただし、第 47条 の改正規

定は平成 17年 10月 1日 から施行 し、同日以降に貸付契約を行 う貸付けから適用する。

第 2条  この業務方法書の一部変更の施行の際平成 16年度以前を初年度 とする補助対象事業に係る

変更前の第 7条第 2項、第 14条 、第 16条第 2項及び第 17条の規定は、なおその効力を有する。

第 3条  この業務方法書の一部変更の施行の際機構が貸付けの申込みを受理 しているものについては、

変更前の第 4条第 1項の表、第 7条第 2項 (前条に該当す るものを除 く。 )、 第 16条第 2項 (前

条に該当するものを除 く。)、 第 17条 (前条に該当するものを除く。)、 第 23条第 1項及び第 2

6条第 1項の規定は、この業務方法書の一部変更の施行後も、なおその効力を有する。

附 則 (平成 17年 9月 1日 厚生労働大臣認可)

この業務方法書の一部変更は、平成 17年 9月 1日 から施行 し、第 4条の改正規定は、平成 17年 6

月 29日 か ら適用する。ただし、第 22条、第 37条及び第 38条 の改正規定は、平成 18年 4月 1日 か

ら施行する。

附 則 (平成 18年 2月 3日 厚生労働大臣認可)

この業務方法書の一部変更は、平成 18年 2月 3日 から施行する。

附 則 (平成 18年 4月 1日 厚生労働大臣認可 )

第 1条  この業務方法書の一部変更は、平成 18年 4月 1日 から施行する。

第 2条  この業務方法書の一部変更の施行の際平成 17年度以前を初年度 とする補助対象事業に係る

変更前の第 4条第 1項の表、第 6条第 1項、第 7条第 2項、第 16条第 2項第 1号、附則 (平成 15

年 10月 1日 施行)第 5条及び別表 9の規定は、なおその効力を有する。

第 3条  この業務方法書の一部変更の施行の際機構が貸付けの申込みを受理 しているものについては、

変更前の第 4条第 1項の表 (前条に該 当するものを除 く。 )、 第 6条第 1項 (前条に該当するもの

を除く。 )、 第 7条第 2項 (前条に該当す るものを除く。)、 第 16条第 2項第 1号、第 17条第 1

項、第 23条第 1項、附則 (平成 15年 10月 1日 施行)第 5条 (前条に該当するものを除 く。)及
び別表 9(前条に該当するものを除く。)の規定は、この業務方法書の一部変更の施行後も、なお

その効力を有する。

附 則 (平成 18年 7月 4日 厚生労働大臣認可)

この業務方法書の一部変更は、平成18年 7月 4日 から施行 し、同日以降の借入申込に係 る貸付けか

ら適用する。

附 則 (平成 18年 10月 1日 厚生労働大臣認可 )

第 1条 この業務方法書の一部変更は、平成 18年 10月 1日 から施行する。

第 2条  この業務方法書の一部変更の施行の際機構が貸付けの申込みを受理 しているものについては、

変更前の第 4条第 1項の表、第 6条第 1項、第 9条、第 22条第 1項の表、別表 1、 別表 8及び別

表 9の規定は、この業務方法書の一部変更の施行後も、なおその効力を有する。

附 則 (平成 19年 4月 1日 厚生労働大臣認可)
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第 1条  この業務方法書の一部変更は、平成 19年 4月 1日 から施行 し、附則 (平成 15年 10月 1日

施行)第 6条の改正規定は、平成 18年 4月 1日 から適用する。

第 2条  この業務方法書の一部変更の施行の際平成 18年度以前を初年度 とする補助対象事業に係 る

変更前の第 4条第 1項の表、別表 1及び別表 9の 規定は、なおその効力を有す る。

第 3条  この業務方法書の一部変更の施行の際機構が貸付けの申込みを受理 しているものについては、

変更前の第 4条第 1項 の表 (前条に該当す るものを除 く。)、 第 26条及び別表 9(前条に該当す

るものを除 く。)の規定は、この業務方法書の一部変更の施行後も、なおその効力を有する。

附 則 (平成 19年 7月 26日 厚生労働大臣認可 )

この業務方法書の一部変更は、平成 19年 7月 26日 か ら施行する。

附 則 (平成 20年 3月 31日 厚生労働大臣認可 )

第 1条  この業務方法書の一部変更は、平成 20年 4月 1日 から施行する。

第 2条  この業務方法書の一部変更の施行の際平成 19年度以前を初年度 とする補助対象事業に係 る

変更前の第 9条、第 10条 、附則 (平成 15年 10月 1日 施行)第 5条 、第 6条及び第 8条、別表 1

並びに別表 9の規定は、なおその効力を有する。

第 3条  この業務方法書の一部変更の施行の際機構が貸付けの申込みを受理 しているものについては、

変更前の第 22条 第 1項、第 23条第 1項、第 26条 第 1項、附則 (平成 15年 10月 1日 施行)第 5

条 (前 条に該当するものを除く。 )、 第 6条 (前条に該当するものを除 〈。)及び第 8条 (前条に

該当するものを除く。)並びに別表 9(前条に該当するものを除く。)の規定は、この業務方法書

の一部変更の施行後も、なおその効力を有する。

附 則 (平成 20年 9月 5日 厚生労働大臣認可 )

この業務方法書の一部変更は、平成 20年 10月 1日 か ら施行する。

附 則 (平成 20年 12月 1日 厚生労働大臣認可)

第 1条  この業務方法書の一部変更は、平成 20年 12月 1日 から施行する。

第 2条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に

関す る法律の施行に伴 う関係法律の整備等に関する法律 (平成 18年法律第 50号 )の施行の日から

起算 して 5年 を経過する日の前日までの間は、第 4条第 1項及び第 22条 第 1項 の表の 「貸付けの

相手方」の欄、第 27条第 1号並びに附則 (平成 15年 10月 1日 施行)第 10条第 1項、第 11条及

び第 12条の表の 「貸付けの相手方」の欄中 「一般社団法人又は一般財団法人Jと あるのは 「一般

社団法人若 しくは一般財団法人又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人

及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴 う関係法律の整備等に関す る法律 (平成 18年

法律第 50号。以下 「整備法」とい う。)第 42条第 2項に規定する特例民法法人Jと 、第 4条第 1

項の表の 「貸付けの相手方」の欄中 「一般社団法人、一般財団法人及び」 とあるのは 「一般社団法

人及び一般財団法人並びに整備法第 42条 第 2項に規定する特例民法法人並びにJと 、第 22条第 1

項の表の 「貸付けの相手方Jの欄中 「一般社団法人、一般財団法人」 とあるのは 「一般社団法人若

しくは一般財団法人若 しくは整備法第 42条第 2項 に規定する特例民法法人」 と、第 22条 第 2項第

4号及び第 5号 中 「一般社団法人」とあるのは 「一般社団法人又は整備法第 42条第 1項 に規定す

る特例社団法人」 とす る。

附 則 (平成 21年 3月 6日 厚生労働大臣認可)

第 1条  この業務方法書の一部変更は、平成 21年 4月 1日 から施行する。

第 2条  この業務方法書の一部変更の施行の際平成 20年度以前を初年度 とする補助対象事業に係 る

変更前の第 17条 の規定は、なおその効力を有する。

第 3条  この業務方法書の一部変更の施行の際機構が貸付けの申込みを受理 しているものについては、
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変更前の第 17条 (前条に該当するものを除く。)の規定は、この業務方法書の一部変更の施行後

も、なおその効力を有する。

附 則 (平成21年 4月 21日 厚生労働大臣認可 )

この業務方法書の一部変更は、平成 21年 4月 21日 から施行する。

附 則 (平成21年 6月 1日 厚生労働大臣認可 )

この業務方法書の一部変更は、平成 21年 6月 1日 から施行する。ただし、附則 (平成 15年 10月

1日 施行)第 16条の規定による第 23条第 1項第 2号の長期運転資金のうちの経営安定化資金に係 る

資金交付については、平成 21年 10月 1日 以降 とする。

附 則 (平成21年 6月 5日 厚生労働大臣認可 )

第 1条  この業務方法書の一部変更は、平成 21年 6月 5日 か ら施行する。

第 2条 整備法の施行の日か ら起算 して 5年 を経過する日の前 日までの間は、附則 (平成 15年 10月

1日 施行)第 17条の表の 「貸付けの相手方Jの欄及び第 18条第 1号中 「一般社団法人又は一般財

団法人」 とあるのは、 「一般社団法人若 しくは一般財団法人又は整備法第 42条 第 2項 に規定する

特例民法法人」とする。

附 則 (平成21年 6月 16日 厚生労働大臣認可 )

この業務方法書の一部変更は、平成 21年 6月 16日 から施行す る。

附 則 (平成21年 8月 20日 厚生労働大臣認可 )

この業務方法書の一部変更は、平成 21年 8月 20日 から施行す る。ただ し、附則 (平成 15年 10月

1日 施行)第 22条の改正規定は、平成 21年 5月 29日 以降に貸付契約を行 う貸付けから適用する。

附 則 (平成21年 10月 8日 厚生労働大臣認可 )

第 1条  この業務方法書の一部変更は、平成 21年 10月 8日 か ら施行する。

第 2条  この業務方法書の一部変更の施行の際機構が貸付けの申込みを受理 しているものについては、

変更前の附則 (平成 15年 10月 1日 施行)第 16条の規定は、この業務方法書の一部変更の施行後

も、なおその効力を有す る。ただ し、機構の理事長が別に定めた場合にあつては、改正後の附則

(平成 15年 10月 1日 施行)第 16条の規定を適用することができる。

附 則 (平成22年 1月 1日 厚生労働大臣認可 )

第 1条  この業務方法書の一部変更は、平成 22年 1月 1日 から施行する。

第 2条 雇用保険法等の一部を改正する法律 (平成 19年 4月 23日 法律第 30号)附則第 39条の規定

によりなお従前の例によるもの とされた同法第 4条の規定に基づく改正前の船員保険法 (昭 和 14

年法律第 73号)に よる年金たる保険給付を受ける権利は、改正後の第 44条 第 1項に規定する厚生

年金保険法による年金たる保険給付を受ける権利 とみな して、同条の規定を適用する。

附 則 (平成22年●月●日厚生労働大臣認可 )

第 1条  この業務方法書の一部変更は、平成 22年 4月 1日 か ら施行する。ただ し、第 16条の改正規

程は平成 22年 4月 1日 か ら施行 し、同日以降に貸付契約を行 う貸付けから適用立 登⊇_
第 2条  この業務方法書の一部変更の施行の際機構が貸付けの申込みを受理 しているものについては、

変更前の第 17条の規定は、この業務方法書の一部変更の施
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別表 1

類種設施
員定準基

定 員 基 準 定 員 の 内 容

児童福祉法 予L児院

母子生活支援施設

保育所

児童養護施設

知的障害児施設

盲ろうあ児施設

肢体不 自由児施設

重症心身障害児施設

情緒障害児短期治療施設

児童 自立支援施設

1世帯以下

15人 以下

15人 以下

15人 以下

5人以 下

15人 以 下

児童福祉施設最低基準 (昭 和 23年 12月 29

日厚生省令第 63号 )

障害者 自立

支援法

障害福祉サービス事業所 障害者 自立支援法に基づ く指定障害福祉サー

ビスの事業等の人員、設備及び運営に関する基

準 (平成 18年 9月 29日 厚生労働省令第 171

号 )

障害者支援施設 4人以下 障害者 自立支援法に基づ く指定障害者支援施

設の人員、設備及び運営に関する基準 (平成 18

年 9月 29日 厚生労働省令第 172号 )

生活保護法 救護施設

更生施設

宿所提供施設

4人以下

4人以下

1世帯以下

救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提

供施設の設備及び運営に関する最低基準 (昭和

41年 7月 1日 厚生省令第 18号 )

売春防止法 婦人保護施設 4人 以下 婦人保護施設設置要綱について (昭 和 38年

3月 19日 厚生省発社第 36号次官通知 )

男リモ麦 2

(構造耐力 )

1 基 礎
布 コンク リー

ト造 り

布石積造 り

布煉瓦造 り

壺石造 り

壺コンクリー

ト造 り

壺煉瓦造 り

5
掘立柱木杭基

礎
0

2 土  台 15 2cm角 以上
12 1om角 以上

15 2cm角 未満
10 12.lcm角 未満 5 土台なし 0

3

柱

2階以上の階

を有する場合

の 1階の柱

15 2cm角 以上

(又 は 13.6cm

角以上 2本 )

20

13 6cm角 以上

(又 は 12 1cm

角以上 2本 )

12_lcm角以上

10

12.lcm角 未満

0

平家の場合の

柱

13 6cm角 以上

(又 は 12 1cm

角以上 2本 )

12 1cm角 以上

(又 は 10 6cm

角以上 2本 )

10 6cm角 以上 10 6cm角 未満
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別 表 3

(保存度 )

1経 過年数 5年未満 5
5年以上

18年未満
3

18 年以上

年未満30
2 30年以上 0

2基 礎の不同沈化 な い 6
ほとんどな

い
4

かな りある
ひ どい 0

3外 壁の土台の腐

朽度

ほとん ど腐

っていない
7

少 し腐って

いる
4

腐れがひ ど

い

ほとん ど腐

つている
0

4外 壁の柱の腐朽

度

ほとんど腐
っていない

7
少 し腐って

いる
4

腐れがひど

い
1

ほとんど腐

つている
0

5梁 の腐朽度
ほとん ど腐

っていない
5

少 し腐って

いる
3

腐れがひど

い
1

ほとん ど腐

つている
0

６
　

柱

の
傾

斜

度

ア 梁行

l cm未満

|オ
180cm

l cm以 上

2 cm未満

|

180cm

2 cm以上

3 cm未満

|オ
180cm

10

3 cm以 上

|オ
180cm

0

イ 桁行 0

７
　

横

架

材

の
傾

斜

度

ア 梁行

卜 1
l cm以 上

2 cm未満

180cm

10
↓

↑
ト
2 cm以上

3 cm未満

180cm

5

3 cm以 上

180cm

0

卜
1

l cm未満

180cm

イ 桁行 10 5 0
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別表 4

(外力条件 )

男ll表 6

(経過年数 )

海岸からの距離 海岸か ら 8 kmを こえ

る

b

海岸か ら 4 kmを こえ

8 km以 内

C

海岸か ら 4 km以 内

2

最深積雪量

a

20cm未満

b

20cm以 上 lm未満

C

lm以 上

3

地 盤

a

並
日 通

b

や や 軟 弱

C

軟

別表 5

係 数 1.00 0.98 0.96 0。 94 0.92 0。 90

外 力 条 件 記 号

a a a baa aab bab a a c bac
aba bba abb bbb

c a a a c a bca

cab

cba

係 数 0.88 0.86 0.84 0.82 0。 80

外 力 条 件 記 号

abc bbc a c c bcc C C C

acb bcb cbc

c a c CCb

cbb

C C a

(注 )記号 (a、 b、 c)の順序は、別表 4の項の順序 とす る。

区 分 経 過 年 数

ト ラ ス が 鉄 製 の も の 30  生
「

そ の 他 25  生
「
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男J碁こ7

現存率OX 100% 評点                  1老 朽度
区

分

建
冊 成

P

種 類 各部現存率 K 再建設指数

P,N

再建設指数調整値
R=P,N/0.4

現存指数

KoR

現存率

Σ(KoR)/Σ (R)内 容
壷
千

燿

口
　

　

上
迫

筋

り

鉄

造

鉄骨=鉄筋コンクリート

鉄筋コンクリート

1・ 5

1.0

プロッ

ク造り

プロック造

鉄骨造

れんが造、石造

0,7

0.9

1.2

ヽ
王

薔
女

伽
副

の

仕

上

屋 根

アスフアルト防水、コンクリート押えモ

ルタルぬり

アスフアルト露出防水

モルタル防水

石綿スレート、かわら、鋼板

I`7

1.0

0.5

0.4

外 壁

タイル体日)

モザイクタイル

コンクリート打放し

モルタル、 リシン吹付

1,4

10

1.0

0.6

内 壁

モルタル

プラスター

木製

1,0

0.8

0,7

天 丼

吸音テックス

ボード

プラスター

木製

Ll

l.0

0.8

0.7

床

リノリウム

プラスチックタイル

アスファルトタイル(暗 )

モルタル

木製

13

1.1

1,0

0.8

0.7

外部

建具

アルミサッシ(オ
ーダー)

アルミサッシ(既成)

スチールサッシ

木製

1,2

10

0,9

0,7

内部

建具
,本製

■
耐

設

倍
爾

電灯

設備等

LX

蛍光灯(300程度以上)

蛍光lT(300程 度以下)

自熱灯

1,0

0.8

0.4

電線類

その他

=ビニール被覆線
:ゴム被覆線

1,0

0.9

給排水

その他

・水洗便所

=く み取便所

1.0

0,4

暖 房

空気調和

温風(ボイラー方式)

温風(熱風炉式)

その他

l.9

1.3

1.0

1,0

ユ
耐

外力条件
別表4の組合わせによる

別表5の係数

Ａ

ロ 計 0 ②
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各部現存率Kの値

(構造)内容

1 損耗なし、又は損耗の程度僅少

2 中小亀裂、鋼材発備(鉄骨造)、 外力による小変形がみられるが耐力上影響が殆どないもの

3 損耗が進み、部分的補修、補強又は取替えを必要とするもの

4 不同沈下による大亀裂、建物の傾斜、鉄筋被覆材の広範囲の脱落、発錆による主鋼材の断面欠損、その他により構造上

大補強を必要とするもの

5 構造上損耗著しく建替えを必要とするもの

1.0、 0,9

0.9、  0,8、  0,7

0.7、  0,6、  0.5

0.5、  0,4、  0.3

(仕上、設備)内容

3

4

1 損耗なし、又は損耗の程度僅少

汚染及び損耗はある程度みられるが、機能上問題のないもの、又は極(小規模の補修を必要とするもの

損耗が進み、部分的補修を必要とするもの

相当部分で損耗が進み、機能低下が顕著であるが、部分補修が可能なもの

損耗の程度著し〈全面建替えを必要とするもの

1.0、 0,9

0.9、  0.8、  0.7

0,7、  0.6、  0.5

0,5、  0.4、  0.3

0.3、  0.2、  0,1

現存率
一詳

点 老朽度 定
圭
我

50010以 下 100点以上 特A 特に緊急を要する

60%以 下 90 ″ 緊急を要する

70%以 下 80 ″ B 至急実施すべきである

70 り| C できるだけ早く実施したほうがよい

60 ″ D 必要は認めるが急がなくてよい

50 ″ E 必要なヤヽ

現存率に基づく評点、老朽度

別 表 8

1 児童福祉法に規定する乳児院、知的障害児施設、盲ろ うあ児施設 (通所施設を除く。 )、 肢体

不 自由児施設 (通所施設を除く。 )、 重症心身障害児施設又は情緒障害児短期治療施設

2 生活保護法に規定する救護施設

3 老人福祉法に規定する養護老人ホーム (主務大臣が定める基準に適合するものに限る。)又は

特別養護老人ホーム

4 障害者 自立支援法に規定する障害者支援施設 (生活介護又は自立訓練を行 うものに限る。 )
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男ll表 9

区 分 施 設 及 び 事 業 の 種 類

1 生活保護法 救護施設 (第 8条に規定する貸付けに限る。 )

児童福祉法 知的障害児施設

知的障害児通園施設

盲ろ うあ児施設

肢体不 自由児施設

重症心身障害児施設

備緒障害児短期治療施設

児童 自立生活援助事業

保育所

手L児院 (第 8条に規定する貸付けに限る。 )

母子生活支援施設 (第 8条に規定する貸付けに限る。 )

児童養護施設 (第 8条 に規定する貸付けに限る。 )

3 老人福祉法 養護老人ホーム

障害者 自立支援法 障害福祉サー ビス事業

障害者支援施設

相談支援事業

移動支援事業

地域活動支援センター
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